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松本市防災会議条例 

 

昭和３８年３月２５日 

条例第３号 

 

（目 的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１６条第６項の規

定に基づき松本市防災会議（以下「防災会議」という。）の組織及び運営に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 ⑴ 松本市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。 

 ⑵ 市長の諮問に応じて松本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

 ⑶ 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

 ⑷ 松本市の水防計画その他水防に関し、重要な事項を調査審議すること。 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事 

 務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は市長をもって充てる。 

３ 会長は会務を総理する。 

４ 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 ⑴ 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

 ⑵ 長野県知事の部内職員のうちから市長が任命する者 

 ⑶ 長野県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

 ⑷ 松本広域連合消防長 

 ⑸ 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

 ⑹ 教育長 

 ⑺ 消防団長 

 ⑻ 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 

 ⑼ 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

 ⑽ その他関係機関及び必要な民間団体のうちから市長が任命する者 

６ 前項第８号、第９号及び１０号の委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期

は、その前任者の残任期間とする。 

７ 前項の委員は、再任されることができる。 

 （部 会） 

第４条 防災会議には部会を置くことができる。 

 （専門委員） 

第５条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員をおくことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、長野県の職員、市の職員、関係指定公共機関

の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命す
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る。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 （補 則） 

第６条 この条例に定めるもののほか、防災会議に関し、必要な事項は、会長が防災会議

に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和５８年６月２４日条例第５０号） 

 この条例は、昭和５８年７月１日から施行する。 

   附 則（平成５年３月１２日条例第２号） 

 この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成８年６月２７日条例第２７号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１１年３月１２日条例第３０号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１２年３月２日条例第１号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

   附 則（平成１３年３月１６日条例第１３号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

 （松本市水防協議会条例の廃止） 

２ 松本市水防協議会条例（昭和５５年条例第４９号）は、廃止する。 

   附 則（平成２４年９月２１日条例第４３号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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№ 役職名 選　　　出　　　区　　　分 役職名

1 会  長 松本市長 市長

2 委  員 松本市副市長 副市長

3 委  員 松本市副市長 副市長

4 委  員 松本市教育長 教育長

5 委  員 林野庁中部森林管理局 中信森林管理署 署長

6 委  員 気象庁長野地方気象台 台長

7 委  員 厚生労働省長野労働局 松本労働基準監督署 署長

8 委  員 国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所 松本出張所 所長

9 委  員 国土交通省北陸地方整備局 松本砂防事務所 所長

10 委  員 環境省中部地方環境事務所 中部山岳国立公園管理事務所 所長

11 委  員 防衛省陸上自衛隊第１３普通科連隊 連隊長

12 委  員 長野県松本空港管理事務所 所長

13 委  員 長野県松本地域振興局 局長

14 委  員 長野県松本保健福祉事務所 所長

15 委  員 長野県松本建設事務所 所長

16 委  員 長野県奈良井川改良事務所 所長

17 委  員 長野県松本警察署 署長

18 委  員 松本広域消防局 局長

19 委  員 松本市消防団 団長

20 委  員 日本郵便㈱ 松本南郵便局 局長

21 委  員 東日本旅客鉄道㈱ 松本駅 駅長

22 委  員 東日本電信電話㈱ 長野支店 災害対策室長

23 委  員 日本通運㈱ 松本支店 支店長

24 委  員 中部電力パワーグリッド㈱ 松本支社 所長

25 委  員 東京電力リニューアブルパワー㈱ 松本事業所 所長

26 委  員 中日本高速道路㈱八王子支社松本保全・サービスセンター 所長

27 委  員 松本ガス㈱ 代表取締役社長

28 委  員 アルピコ交通㈱ 代表取締役社長

29 委  員 中信地区輸送協議会 会長

30 委  員 ＮＨＫ長野放送局 松本支局 長野放送局長

31 委  員 信越放送㈱ 松本放送局
取締役中南信担当
兼松本放送局長

32 委  員 ㈱長野放送 中南信支社 支社長

33 委  員 ㈱テレビ信州 中南信支社 支社長

34 委  員 長野朝日放送㈱ 中南信支社 支社長

35 委  員 長野エフエム放送㈱ 代表取締役社長

36 委  員 ㈱テレビ松本ケーブルビジョン 代表取締役社長

37 委  員 一般社団法人 松本市医師会 会長

38 委  員 国立大学法人信州大学 医学部 保健学科 教授

39 委  員 長野県弁護士会 松本在住会 弁護士

40 委  員 松本市女性団体連絡協議会 会長

41 委  員 松本市町会連合会 会長

42 委  員 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会 会長

43 委  員 松本市民生委員・児童委員協議会 会長

44 委  員 松本市赤十字奉仕団 委員長

45 委  員 長野県栄養士会中信支部 支部長

46 委  員 松本ハイランド農業協同組合 組合長

47 委  員 長野県梓川土地改良区 理事長

48 委  員 鎖川右岸水利組合 組合長

49 委  員 松本市薄川土地改良区 理事長

50 委  員 松本市奈良井川土地改良区 理事長

51 委  員 女鳥羽農業水利協議会 会長

52 委  員 松本商工会議所 会頭

53 委  員 松本市建設事業協同組合 理事長

54 委  員 松本交通安全協会 副会長

55 委  員 松本市ＰＴＡ連合会 会長

松本市防災会議委員名簿
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1/2 

○松本市災害対策本部条例 

昭和３８年３月２５日 

条例第４号 

改正 平成８年６月２７日条例第２８号 

平成２４年９月２１日条例第４３号 

平成２４年１２月１３日条例第５５号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条の２第８項の

規定に基づき松本市災害対策本部（以下「本部」という。）に関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策本部長に事故があるときは、災害対策副本部長がその職務を代理する。 

３ 災害対策本部長及び災害対策副本部長にともに事故があるときは、災害対策本部長があ

らかじめ指名する災害対策本部員がその職務を代理する。 

４ 災害対策本部員及びその他の職員は、災害対策本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を

置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名

する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

（補則） 

第５条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年６月２７日条例第２８号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年９月２１日条例第４３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月１３日条例第５５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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1/14 

○松本市災害対策本部規程 

平成１６年２月１７日 

災害対策本部規程第１号 

改正 平成１６年１０月２９日災害対策本部規程第２号 

平成１７年３月３１日災害対策本部規程第１号 

平成１８年３月３１日災害対策本部規程第１号 

平成１９年３月３０日災害対策本部規程第１号 

平成２０年４月１日災害対策本部規程第１号 

平成２１年３月３１日災害対策本部規程第１号 

平成２２年３月３１日災害対策本部規程第１号 

平成２４年３月３０日災害対策本部規程第１号 

平成２４年９月１日災害対策本部規程第２号 

平成２５年３月２９日災害対策本部規程第１号 

平成２６年３月３１日災害対策本部規程第１号 

平成２７年３月３１日災害対策本部規程第１号 

平成２８年３月３１日災害対策本部規程第１号 

平成２９年３月３１日災害対策本部規程第１号 

平成３０年３月３０日災害対策本部規程第１号 

令和２年３月２４日災害対策本部規程第１号 

令和２年９月３０日災害対策本部規程第２号 

令和３年３月２４日災害対策本部規程第１号 

令和３年５月２０日災害対策本部規程第２号 

（目的） 

第１条 この規程は、松本市災害対策本部条例（昭和３８年条例第４号。以下「条例」とい

う。）第５条の規定により松本市災害対策本部（以下「本部」という。）の組織及び運営

に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（副本部長及び本部員） 

第２条 災害対策副本部長は、次のとおりとする。 

災害対策第１副本部長 嵯峨副市長 

災害対策第２副本部長 宮之本副市長 

災害対策第３副本部長 教育長 
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２ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、危機管理部長、総合戦略局長、住民自

治局長、総務部長、財政部長、健康福祉部長、こども部長、環境エネルギー部長、産業振

興部長、文化観光部長、交通部長、建設部長、上下水道局長、事務部長、教育部長、議会

事務局長及び災害対策本部長（以下「本部長」という。）が必要と認める者をもって充て

る。 

（部の設置等） 

第３条 本部に別表第１の左欄に定める部及び当該部に同表中欄の部長を置き、同表の右欄

に定める者をもって充てる。 

（分掌事務） 

第４条 部の分掌事務は、別表第２のとおりとする。 

（職務代理） 

第５条 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、第１副本部長、

第２副本部長、第３副本部長の順位により、その職務を代理する。 

２ 本部長及び災害対策副本部長にともに事故あるときは、指揮本部長、総務部長の順位に

より、本部長の職務を代理する。 

３ 前２項に掲げるもののほか、本部長の職務代理に関し必要な事項は、別に定める。 

（本部の位置） 

第６条 本部は、市庁舎等に設置する。ただし、災害の規模その他の状況により本部長が必

要があると認めたときは、まつもと市民芸術館又は松本市勤労者福祉センターに設置する

ものとする。 

（補則） 

第７条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成１６年３月１６日から施行する。 

附 則（平成１６年１０月２９日災害対策本部規程第２号） 

この規程は、平成１６年１１月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日災害対策本部規程第１号） 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日災害対策本部規程第１号） 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日災害対策本部規程第１号） 
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この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年４月１日災害対策本部規程第１号） 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日災害対策本部規程第１号） 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日災害対策本部規程第１号） 

この規程中第１条の規定は平成２２年３月３１日から、第２条の規定は同年４月１日から

施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日災害対策本部規程第１号） 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年９月１日災害対策本部規程第２号） 

この規程は、平成２４年９月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日災害対策本部規程第１号） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日災害対策本部規程第１号） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日災害対策本部規程第１号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日災害対策本部規程第１号） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日災害対策本部規程第１号） 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日災害対策本部規程第１号） 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２４日災害対策本部規程第１号） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年９月３０日災害対策本部規程第２号） 

この規程は、令和２年１０月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２４日災害対策本部規程第１号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年５月２０日災害対策本部規程第２号） 
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この規程は、令和３年５月２０日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

部 部長 部長となる本部員 

指揮本部 指揮本部長 危機管理部長 

総合戦略局 総合戦略局長 総合戦略局長 

住民自治局 住民自治局長 住民自治局長 

総務部 総務部長 総務部長 

財政部 財政部長 財政部長 

健康福祉部 健康福祉部長 健康福祉部長 

こども部 こども部長 こども部長 

環境エネルギー部 環境エネルギー部長 環境エネルギー部長 

産業振興部 産業振興部長 産業振興部長 

文化観光部 文化観光部長 文化観光部長 

交通部 交通部長 交通部長 

建設部 建設部長 建設部長 

上下水道局 上下水道局長 上下水道局長 

病院局 事務部長 事務部長 

教育部 教育部長 教育部長 

議会事務局 議会事務局長 議会事務局長 

別表第２（第４条関係） 

部 分掌事務 

指揮本部 １ 本部長命令に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 

３ 本部の設置、運営及び解散に関すること。 

４ 災害対策全般の企画立案に関すること。 

５ 各部の災害応急対策の進行管理に関すること。 

６ 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適用申請に関すること。 

７ 自衛隊の派遣要請に関すること。 

８ 避難所の統制に関すること。 

９ 臨時避難所の指定及び廃止に関すること。 
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１０ 緊急安全確保、避難指示及び高齢者等避難に係る情報の伝達及び

避難誘導に関すること。 

１１ 外部機関（国、県、他市町村、消防、自衛隊、警察、ライフライ

ン関係機関等）との連絡調整に関すること。 

１２ 外部機関、各部からの被害情報の収集・整理及び伝達に関するこ

と。 

１３ 防災気象情報（予報、警報他）の伝達に関すること。 

１４ 防災無線等通信機器の統制及び活用に関すること。 

１５ 食糧、物資等の統制に関すること。 

１６ ヘリコプター等航空力の運用に関すること。 

１７ 県、他市町村及び関係機関への応援要請に関すること。 

１８ 消防団との総合的連絡調整に関すること。 

１９ 市民への臨時広報に関すること。 

２０ 報道機関への情報提供に関すること。 

２１ 災害対策の記録に関すること。 

２２ 本部長（市長）及び第１副本部長及び第２副部長（副市長）の秘

書に関すること。 

総合戦略局 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 

３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

５ 部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 

８ 復興計画の策定に関すること。 

９ 災害テレホンセンターの設置・運営に関すること。 

１０ コンピュータシステム及びネットワークの復旧に関すること。 

１１ 観光業関係の被害調査に関すること。 

１２ 観光客の安全確保及び避難・帰宅支援対応に関すること。 
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１３ 他部事務の応援に関すること。 

住民自治局 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 

３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

５ 部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 

８ 災害弔慰金及び災害見舞金の支給に関すること。 

９ 災害救護資金の貸付けに関すること。 

１０ 被災者生活再建支援制度に関すること。 

１１ 地域づくりセンター（支所・出張所）を拠点としての被害状況調

査、情報収集・伝達に関すること。” 

１２ 町会との連絡調整に関すること。 

１３ 被災者の市民相談に関すること。 

１４ 要配慮者（外国人）に関すること。 

１５ 他部事務の応援に関すること。 

総務部 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 

３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

５ 部本部の設置、部内職員の配置及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 

８ 災害視察者・見舞者の対応に関すること。 

９ 市議会の招集に関すること。 

１０ 職員の安否確認及び職員体制の確保に関すること。 
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１１ 災害派遣職員の受入れに関すること。 

１２ 避難所施設の応急修理に関すること。 

１３ 応急仮設住宅の建設、撤去及び維持管理に関すること。 

１４ 教育施設の復旧に関すること。 

１５ 被災した住宅の応急修理に関すること。 

１６ 応急修理に関する関係協力団体への協力要請に関すること。 

１７ 他部事務の応援に関すること。 

財政部 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 

３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

５ 部本部の設置、部内職員の配置及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 

８ 家屋被害の調査、整理及び調書の作成に関すること。 

９ り災証明の発行に関すること。 

１０ 災害関係の予算及び資金計画に関すること。 

１１ 市役所庁舎の被害状況調査及び応急対策に関すること。 

１２ 市有財産の被害状況の集約に関すること。 

１３ 応急仮設住宅等の災害用地確保の協力に関すること。 

１４ 災害用資機材の調達に関すること。 

１５ 公用車の配車及び運行計画に関すること。 

１６ 応急対策経費の出納に関すること。 

１７ 災害時の出納の処理方法に関すること。 

１８ 義援金、見舞金その他金銭の収納保管に関すること。 

１９ 災害に伴う税の減免に関すること。 

２０ 他部事務の応援に関すること。 

健康福祉部 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 
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３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

５ 部本部の設置、部内職員の配置及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 

８ 市保健医療調整本部の設置・運営に関すること。 

（１） 災害時医療連携に関すること。 

（２） 医療救護所の開設、運営に関すること。 

（３） 被災者の健康相談に関すること。 

（４） 感染症の予防及びまん延防止に関すること。 

（５） 食品衛生対策に関すること。 

（６） 環境衛生対策に関すること。 

（７） 飼養動物（ペット）及び被災動物対策に関すること。 

（８） 医療品、医療用資機材の確保に関すること。 

９ 災害救助法による救助事務に関すること。 

１０ 要配慮者の安否確認に関すること。 

１１ 福祉避難所等の確保に関すること。 

１２ 福祉避難所の設置、運営に関すること。 

１３ 要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等の給与）に関するこ

と。 

１４ 義援金及び義援物資の配分に関すること。 

１５ ボランティアセンターの設置・受入れ等の支援に関すること。 

１６ 社会福祉施設の被害調査に関すること。 

１７ 他部事務の応援に関すること。 

こども部 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 

３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

278



9/14 

５ 部本部の設置、部内職員の配置及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 

８ 炊き出し等による食品の給与に関すること。 

９ 日赤奉仕団との連絡調整（避難・救護関係）に関すること。 

１０ 要配慮者の安否確認に関すること。 

１１ 要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等の給与）に関するこ

と。 

１２ 社会福祉施設の被害調査に関すること。 

１３ 応急保育に関すること。 

１４ 園児等の避難及び安否確認に関すること。 

１５ 災害救助法による救助事務に関すること。 

１６ 他部事務の応援に関すること。 

環境エネルギー部 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 

３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

５ 部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 

８ 災害時における公害防止に関すること。 

９ 災害廃棄物の調査、処理計画及び仮置場の選定に関すること。 

１０ 災害廃棄物の仮置場の設置、運営管理に関すること。 

１１ 災害廃棄物の収集・運搬・処理に関すること。 

１２ 避難所ごみ等の収集に関すること。 

１３ 仮設トイレ対策に関すること。 

１４ 廃棄物処理業者等又は他市町村への協力要請に関すること。 

１５ 環境衛生協議会への活動要請に関すること。 
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１６ 危険物等の事故調査に関すること。 

１７ 遺体安置所の設置及び遺体の受入れ、引渡し等に関すること。 

１８ 遺体の埋火葬に関すること。 

１９ 林業関係の被害調査に関すること。 

２０ 林業施設等の被害調査及び応急対策に関すること。 

２１ 林野火災等の被害調査に関すること。 

２２ 土砂災害等（山間部）の被害調査に関すること。 

２３ 復旧資機材の確保に関すること。 

２４ 損壊家屋等の解体、撤去に関すること。 

２５ 他部事務の応援に関すること。 

産業振興部 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 

３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

５ 部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 

８ 商工業事業資金の融資に関すること。 

９ 生活必需品の調達及び供給に関すること。 

１０ 物資の輸送、輸送協定先への協力要請及び輸送従事者の確保に関

すること。 

１１ 商工業関係及び労働福祉施設等の被害調査に関すること。 

１２ 労働者雇用等の連絡調整に関すること。 

１３ 食糧品等の調達及び供給に関すること。 

１４ 公設卸売市場間の災害時相互応援協定に関すること。 

１５ 農業関係の被害調査に関すること。 

１６ 農業施設等の被害調査及び応急対策に関すること。 

１７ 営農資金の融資に関すること。 

１８ 農業共済金に関すること。 

280



11/14 

１９ 復旧資機材の確保に関すること。 

２０ 家畜伝染病の防疫及び対策に関すること。 

２１ 他部事務の応援に関すること。 

文化観光部 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 

３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

５ 部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 

８ 観光業関係の被害調査に関すること。 

９ 観光客の安全確保及び避難・帰宅支援対応に関すること。 

１０ 指定避難所施設の開設・管理に関すること。 

１１ 災害テレホンセンターの設置・運営の応援に関すること。 

１２ 他部事務の応援に関すること。 

交通部 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 

３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

５ 部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 

８ 公共交通機関の被害・運行状況調査に関すること。 

９ 緊急交通路の確保、指定等交通輸送計画に関すること。 

１０ 他部事務の応援に関すること。 

建設部 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 
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３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

５ 部本部の設置、部内職員の配置及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 

８ 道路・橋梁・河川・水路・堤防等の被害調査、応急措置及び復旧に

関すること。 

９ 障害物の除去及び調書の作成に関すること。 

１０ 土砂災害等の被害調査、復旧に関すること。 

１１ 公共土木施設の被害調査に関すること。 

１２ 建設事業協同組合、測量設計事業協同組、緑化協会との連絡調整

及び業者への協力要請に関すること。 

１３ 緊急交通路の確保、指定等交通輸送計画に関すること。 

１４ 道路の交通規制及び迂回路に関すること。 

１５ 復旧資機材の確保に関すること。 

１６ 応急危険度判定（建築物、宅地）に関すること。 

１７ 避難所施設の安全確認に関すること。 

１８ 応急仮設住宅の入居者受入れ及び調書の作成に関すること。 

１９ 応急仮設住宅等の応急対策用用地の確保に関すること。 

２０ 他部事務の応援に関すること。 

上下水道局 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 

３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

５ 部本部の設置、部内職員の配置及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 
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８ 被災者への応急給水対策に関すること。 

９ 断水等の広報活動に関すること。 

１０ 復旧資機材の確保に関すること。 

１１ 飲料水の確保に関すること。 

１２ 上下水道施設の応急対策、被害調査及び復旧に関すること。 

１３ 上下水道の情報収集に関すること。 

１４ 災害時支援団体への協力要請に関すること。 

１５ 上下水道事業の応急対策経費の出納に関すること。 

１６ 他部事務の応援に関すること。 

病院局 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 

３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

５ 部本部の設置、部内職員の配置及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 

８ 傷病人の応急救護及び医療機関への緊急輸送に関すること。 

９ 救急医療品の調達に関すること。 

１０ 輸血、保存血液の緊急確保に関すること。 

１１ 緊急時助産施設対応に関すること。 

１２ 他部事務の応援に関すること。 

教育部 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 

３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

５ 部本部の設置、部内職員の配置及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

283



14/14 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 

８ 第３副本部長（教育長）の秘書に関すること。 

９ 災害時の応急教育及び学校給食に関すること。 

１０ 児童、生徒の避難及び安否確認に関すること。 

１１ 指定避難所施設の開設・管理に関すること。 

１２ 学用品の給与に関すること。 

１３ PTA等への協力要請に関すること。 

１４ 他部事務の応援に関すること。 

議会事務局 １ 指揮本部との連絡調整に関すること。 

２ 部内職員の安否確認、招集、参集状況の把握に関すること。 

３ 所管施設利用者の安全確保、避難誘導及び応急救護に関すること。 

４ 所管施設の安全確認、被害状況調査、応急対策及び復旧に関するこ

と。 

５ 部本部の設置、部内職員の配置及び部内の災害応急対策の進行管理

に関すること。 

６ 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

７ 部内の被害情報の収集・整理・伝達に関すること。 

８ 市議会との連絡調整に関すること。 

９ 市議会災害対策本部に関すること。 
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長野県市町村災害時相互応援協定書 

 

長野県内全市町村は、県内に災害が発生した場合において、地域並びに住民の生命、身

体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法及び互助友愛精神に基づき、被災市

町村に対し、その総力を挙げて応援活動を行うものとし、次のとおり協定する。 

 

(趣旨) 

第１条 この協定は、県内の市町村（以下「市町村」という｡）において災害対策基本法第

２条第１号に規定する災害が発生し、被災市町村独自では十分に被災者の救援等の応急

措置が実施できないと認められるとき、市町村相互の応援による応急措置等を円滑に遂

行するために、必要な事項について定めるものとする。 

なお、常備消防に関する相互の応援については、「長野県消防相互応援協定」に定める

ところによるものとする。 

 

（代表市町村の設置等） 

第２条 市町村が行う救援活動等に関する調整及び県との連絡調整等を行うため、別記１

に掲げるブロックごとに代表市町村を置くものとする。 

２ 代表市町村が被災した場合に備え別記１に掲げるブロックごとに代表市町村の業

務を代行する第２順位及び第３順位の市町村を定めるものとする。 

 

（応援の内容） 

第３条 市町村が行う応援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 物資等の提供及びあっせん 

ア 食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材 

イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 

ウ 救援及び救助活動に必要な車両等 

エ ごみ、し尿処理のための車両及び施設 

オ 避難収容施設（避難所、応急仮設住宅等） 

カ 火葬場 

(2) 人員の派遣  

ア 救護及び応急措置に必要な職員 

イ 消防団員 

(3) その他 

ア 避難場所等の提供、緊急輸送路の確保等被災市町村との境界付近における必要な    

  措置 

イ ボランティアのあっせん 

ウ 児童・生徒の受け入れ 
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エ 前２号に掲げるもののほか、災害救助法第２３条第１項に定める救助 

(4) 前３号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

 

(応援要請の手続) 

第４条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を明確にして、無線又は電話等   

 により他の市町村に要請し、後に文書を速やかに送付するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 応援を要請する内容 

ア 物資・資機材の搬入 

物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等 

イ 人員の派遣 

職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等 

ウ その他、必要な事項 

 

(緊急時における自主的活動) 

第５条 代表市町村は､災害発生時において､通信の途絶等により被災状況等の情報が入手 

できない場合、速やかにその被災状況等について自主的に情報の収集・提供を行うものと

する。 

２ 市町村は、前項の情報収集に基づき、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要すると認 

められる場合、代表市町村と連絡調整のうえ自主的に応援活動を実施するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、代表市町村は、別記１に掲げる代表市町村の属するブ

ロック内の構成市町村において震度６強以上の地震が観測された場合においては、代

表市町村が行う業務に必要な被災状況等についての情報収集及び提供等の業務を行

うため、先遣隊を当該市町村に派遣するものとする。 

４ 代表市町村が被災した場合において前項の規定により先遣隊を派遣することがで

きないときは、別記１に掲げる代表市町村の属するブロックの構成市町村（代表市町

村を除く。）が別に定めるところにより、当該派遣を行うものとする。 

５ 前項に規定する場合において、別記１に掲げるブロックの構成市町村の大半が被災

し当該ブロック内から前２項の規定による先遣隊の派遣を行うことができないとき

は、別記２に掲げる応援するブロックから当該派遣を行うものとする。 

６ 別記２に掲げる応援するブロックから当該派遣することができない場合に備え、代

表市町村の会議において協議し、派遣する代表市町村をあらかじめ定めておくこととす

る。 

７ 前４項に規定する場合以外の場合は、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手で

きない場合等で、代表市町村が必要と認めた場合に派遣するものとする。 

 

(経費の負担) 

第６条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた市町村の負担とする。 

２ 応援職員等が応援に伴い負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要す 
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る経費は、応援市町村の負担とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町村 

 及び応援市町村が協議して決める。 

４ 応援職員等が応援に伴い第三者に損害を与えた場合、応援を受けた市町村が、賠償の  

 責めに任ずる。 

ただし、応援職員等の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、  

 応援市町村の負担とする。 

５ 前項に定める応援を受けた市町村の負担額は、応援市町村が加入する保険により支払 

 われる金額を控除した額とする。 

 

(情報交換) 

第７条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記１に掲げるブロッ

クごと又は、ブロックをまたいで、備蓄物資の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定

期的に相互に交換するものとする。 

 

(訓練の参加) 

第８条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記１に掲げるブロッ

クごと又は、ブロックをまたいで、物資調達、人的支援等の訓練を実施するとともに、

他の市町村主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。 

 

(防災体制の強化等) 

第９条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画等の整備等、

防災体制の強化を図るものとする。 

２ 市町村は、この協定を実効あるものとしていくため、必要に応じて県への協力を求め

る等、県との連携を強化することとする。 

 

(補 則) 

第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

２ この協定に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議において協議して定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この協定は、平成８年４月１日から施行する。 

 

(協定の成立) 

２ この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。 

 

附 則 

 この協定は、平成23年12月16日から施行する。 

287



 

 

（別記１） 

ブロック名 代表市町村 構 成 市 町 村 

佐 久 佐久市 
小諸市･佐久市･小海町･佐久穂町･川上村･南牧村･南相木村･ 

北相木村･軽井沢町･御代田町･立科町 

上 小 上田市 上田市･東御市･長和町･青木村 

諏 訪 岡谷市 岡谷市･諏訪市･茅野市･下諏訪町･富士見町･原村 

上伊那 伊那市 
伊那市･駒ヶ根市･辰野町･箕輪町･飯島町･南箕輪村･中川村･ 

宮田村 

飯 伊 飯田市 
飯田市･松川町･高森町･阿南町･阿智村･平谷村･根羽村･ 

下條村･売木村･天龍村･泰阜村･喬木村･豊丘村･大鹿村 

木 曽 木曽町 木曽町･上松町･南木曽町･木祖村･王滝村･大桑村 

松 本 松本市 
松本市･塩尻市･安曇野市･麻績村･生坂村･山形村･朝日村･ 

筑北村 

大 北 大町市 大町市･池田町･松川村･白馬村･小谷村 

長 野 長野市 
長野市･須坂市･千曲市･坂城町･小布施町･高山村･信濃町･ 

飯綱町･小川村 

北 信 中野市 中野市･飯山市･山ノ内町･木島平村･野沢温泉村･栄村 
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（別記２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）応援するブロックが複数の場合は、下線の代表市町村が派遣。 

被災ブロック 応援するブロック 

佐 久 上 小 

上 小 佐 久 

諏 訪 
上伊那 

木 曽 

上伊那 
諏 訪 

飯 伊 

飯 伊 
上伊那 

木 曽 

木 曽 
飯 伊 

諏 訪 

松 本 長 野 

大 北 北 信 

長 野 松 本 

北 信 大 北 
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長野県市町村災害時相互応援協定実施細則 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細則は、「長野県市町村災害時相互応援協定」（以下「協定」という｡）の実施に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（代表市町村） 

第２条 代表市町村は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 被災市町村の情報収集と状況把握 

(2) 災害応急措置等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握 

(3) 応接要請内容の所属ブロック構成市町村及び他の代表市町村への仕分け 

(4) 輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡 

(5) 応援活動等に関する県との連絡調整 

(6) 前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うために必要な業務 

２ 代表市町村が被災等により前項の業務を遂行できない場合は、協定第２条第２項の規定により、

代表市町村の業務を代行する第２順位又は第３順位の市町村が代表市町村の業務を代行する。 

ただし、大半の構成市町村が同時被災し、代行することが困難と認められる場合は、協定別記

２の応援するブロックの代表市町村がこれを代行するものとする。 

 

（応援要請の手続） 

第３条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる順序により、応援を要請するものとする。 

(1) 要請は原則として所属ブロックの代表市町村に行うものとする。 

(2) 所属ブロックの代表市町村が同時被災しているおそれがある場合は、当該ブロックの第２順

位の市町村に要請するものとする。 

所属ブロックの代表市町村及び第２順位の市町村が同時被災しているおそれがある場合は、

第３順位の市町村に要請するものとし、第４順位以下を定めた場合も同様とする。 

(3) 所属ブロックの大半が同時被災しているおそれがある場合は、協定別記２の応援するブロッ

クの代表市町村に要請するものとする。 

２ 被災市町村所属ブロックの代表市町村は、被災市町村の要請内容に当該ブロックの構成市町村

のみでは対応できないと認められる場合は、他の代表市町村に要請するものとする。 

 

（応援実施の手続） 

第４条 被災市町村以外の市町村は、代表市町村から被災市町村への応援を要請された場合被災市
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町村から直接要請があったものとして、速やかに応援を実施するものとする。 

２ 被災市町村の属するブロックの代表市町村は、当該ブロック内の構成市町村及び他のブロック

の代表市町村と連絡調整し要請事項及び搬入、派遣等に要する時間などの応援計画を被災市町村

に伝達するとともに、後日、速やかに応援通知書を送付するものとする。 

 

（応援物資の受領の通知） 

第５条 被災市町村は、応援通知書に基づく応援物資を受領したときは、応援物資受領書を交付す

るものとする。 

 

（応援終了報告） 

第６条 被災市町村から要請を受けた代表市町村又はこれを代行する市町村は、応援が終了したと

きは、被災市町村に対して、応援終了報告書を送付するものとする。 

 

（緊急時における自主的活動） 

第７条 協定第５条により自主的に応援活動を実施する場合においては、被災市町村との連絡確保

に努め、連絡可能となった際は、応援の要否を含め、被災市町村の指示のもとに行動するものと

する。 

 

（経費の負担） 

第８条 応援職員等の派遣に要する経費については、応援市町村が定める規定により算定した当該

応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。 

 

（情報交換） 

第９条 協定第７条の規定に基づく情報は次のとおりとし、変更の都度、協定市町村に報告するも

のとする。 

(1) 連絡担当部局及び通信手段一覧表 

(2) 備蓄物資、資機材一覧表 

(3) その他応援に必要な情報 

 

（補則） 

第10条 この実施細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

２ この実施細則に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議で定めることとする。ただし、

当該定めのない事項のうちブロック内のみで決定する事項は、各ブロックの構成市町村の会議に

おいて協議して定める。 
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３ 前項ただし書の場合において、ブロック内のみで決定する事項を定めた場合は、他のブロック

の代表市町村に、その都度報告することとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この実施細則は、平成８年４月１日から施行する。 

（実施細則の改定） 

２ この実施細則の改正は、代表市町村の会議において決定するものとする。 

（実施細則の成立） 

３ この実施細則の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。 

 

附 則 

 この実施細則は、平成 24年１月 25日から施行する。 
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中 核 市 災 害 相 互 応 援 協 定

中核市各市 (以 ド「協定市」とい う)は 、いずれかの市域 |こ おいて災害が発生 し、

被害 を受 けた都市 (以 下 「被災 市」 とい う)が独 自では十分な応急措置が実施でき

ない場合 に、被災市の要請 にこたえ、当該災害 によ り被害 を受 けて いない市が友愛

的精神 に基づき、相互 に応援協力 し、被災市の災害応急対策、災害復 旧及び災害か

らの復興 を円滑に遂行す るため、次の とお り協定 を締結する。

(応 援 の種類 )

第 1条  応援の種類は、次の とお りとす る。

(1)食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供

(2)被 災者 の救 出、医療、防疫、施設の応急復 1日 等及び災害か らの復興 に必要な

資器材及び物資の提供

(3)救援及び救助活動 に必要な車両等 の提供

(4)救助及び応急復 旧及 び災害か らの復興 に必要な職員の派遣

(5)前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項

2 被災市は、災害による被害により被災市のホームベージを利用 して災害情報等

の発信をすることができなくなったときは、協定市 |こ 対 し、当該災害情報等を協

定市のホームベージに掲載することを要請することができる。

(応 援要請の手続き )

第 2条  応援を要請 しようとする被災市は、次の事項を明らかにし、第 5条 に定め

る連絡担当部局を通 じて、電話又は電信によ り応援を要請するものとする。 この

場合において、被災市は必要事項を記載 した文書を後 日、速やかに協定市に送付

しなければならない。

(1)被害の状況

(2)前条第 1項第 1号か ら第 3号 までに掲げる応援を要請する場合にあっては、

物資等の品名、数量等

(3)前条第 1項第 4号 に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び

人員並びに業務内容

(4)応援場所及び応援場所への経路

(5)応援の期間

(6)前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(応援の実施 )

第 3条  応援を要請された協定市は、法令その他特別に定めがある場合を除 くほか、

極力これに応 じ応援活動に努めるものとする。

2 激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市 との連絡がとれない場合には、

被災市以外の協定市相互が連絡調整 し、自主応援活動を行 うことができる。
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(応援経費の負担 )

第 4条  応援に要 した経費は、協定市が協議 して別に定める。

(連絡担当
`lβ
局 )

第 5条  1協 定市は、あらか じめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生

したときは、速やかに情報を相互に交換するものとする。

(資 料の交換 )

第 6条  協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年 1回地域防

災計画その他参考資料を相互に交換するものとする。

(会 議 )

第 7条  この協定の運用体制を整備 し、併せて協定市の防災体制の整備に資するた

め、中核市市長会事務担当者会議の補助機関として中核市市長会防災担当者会議

を置く。

(事務局 )

第 8条  この協定の実施に必要な連絡調整を行うため、中核市市長会防災担当者会

議の会長の属する市に事務局を設置する。

(雑則 )

第 9条  この協定の締結後、新たに中核市への移行によ りこの協定への参加希望が

ある場合は、特段の事情のない限 り、協定市はこれを受け入れるものとする。

(そ の他)

第 10条  この協定は、協定市及び協定市の各機関が消防組織法 (昭和 22年法律

第 226号 )第 39条第 2項の規定により別に締結 した相互応援に関する協定及

び水防に係る応援に関 し締結 した協定等に基づく応援を排除するものではないc

第 11条  この協定の締結に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項につい

ては、協定市が協議 して定めるものとする。.

(協定の発効 )

第 12条  この協定は、令和 3年 4月 1日 か ら効力を発生するものとする。

令和 3年 4月 1日

松  本  市  松 本 市 長  臥 雲 義

|||
|||

ロ

tくヽ11:し上'1

ご■1にill

官   市 宮 市 長  中 野 正
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札幌市・松本市乳書時相互応後に関する覚書

札幌市と松本市は、観光・文化史流都市協定などを通じて育まれた友好
の精神を風害斧生時にも昇揮すべく、本覚書を締結する。

（趣旨）
第1各　札幌市と松本市は、いずれかの市域において風害が発生し、被害

を受けた市（以下、「後見市」という。）から応後の婁希があった場合に、
披見市の見事応急対象及び復旧対象が迅速かつ円滑に遂行できるよう、
相互応後に関する事項を定めるものとする。

（応後の種類）
第2各　応後の種類は、食料、飲料水、生活必需物資等の故供、叉書応急
対象及び復旧対象に必妥な職夷の派遣等とする。

（応後の実施）
第3条　本覚書に基づき応後を婁希された場合は、可能な限りこれに応ず

るものとする。

（応扱経費の負担）
第4各　応後に婁した経費は、原則として応後を婁希した披見市の負担と

する。

（連絡担当部局）
第5各　本覚書に基づく相互応後の窓口として、あらかじめ連絡担当部局

を定め、相手才に通知するものとする。

（その他）
第6条　この覚書の実施に降し必妥な事項及びこの覚書に定めのない事

項は、両市が協壊して定めるものとする。

この覚書の成立を証するため、この覚書2通を作成し、両市長署名押印
のうえ、各1通を保有するものとする。

平成24年12月16日

札幌市長 上牒
松本市長鼻息
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田原市・松本市乳害時相互応後に関する覚書

田原市と松本市は、いずれかの市域における叉書発生時の相互応後に

関する事項を次のとおり定め、本覚書を締結する。

（趣旨）
第1条　田原市と松本市は、いずれかの市域において叉書が発生し、被

害を受けた市（以下、「披見市」という。）から応後の婁靖があった場
合に、披見市の阻害応急対象及び復旧対象が迅速かつ円滑に遂行でき
るよう、相互応後に関する事項を定めるものとする。

（応渡．の種類）
第2条　応後の種類は、食料、飲料水、生活必需物資等の故供、風害応

急対象及び復旧対象に必妥な職夷の派遣等とする。

（応後の実施）
第3条　本覚書に基づき応後を婁希された場合は、可能な限りこれに応

ずるものとする。

（応後経費の負担）
第4各　応後．に婁した経費は、原則として応後を妥靖した被乳市の負担

とする。

（連絡担当部局）
第5条　本覚書に基づく相互応後の窓口として、あらかじめ連絡担当部

局を定め、相手方に通知するものとする。

（その他）
第6条　この覚書の実施に降し必妥な事項及びこの覚書に定めのない事

項は、両帝が協鶉して定めるものとする。

この覚書の成立を証するため、この覚書2通を作成し、両市長署名押

印のうえ、各1通を保有するものとする。

平成25年11月15日

鯛市長傍暮夏

松本市長泉谷
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大規模災害時における相互応援に関する協定書

東京都世田谷区（以下「甲」という。）と長野県松本市（以下「乙」という。）は、災

害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第8条第2項第12

号及び第67条の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、次のとおり協定を締

結する。

（目的）

第1条　この協定は、甲又は乙の区域内において法第2条第1号の災害が発生し、甲又

は乙が単独では十分な災害対策等を実施できない場合において、甲乙間相互の応援を

迅速かつ円滑に遂行することを目的とする。

（応援の内容）

第2条　応援の内容は、次のとおりとする。

（1）食糧、飲料水及び生活必需物資並びにそれらの供給に必要な資機材の提供

（2）被災者の救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供

（3）救援及び救助活動に必要な車両等の提供

（4）救援及び救助活動並びに応急復旧作業への職員の従事

（5）被災者を一時収容するための施設の提鋲

（6）前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項

（応援要請）

第3条　大規模災害が発生した自治体（以下「被災自治体」という。）は、応援を必要
とする場合において、次に掲げる事項を明らかにし、応援を行う自治体（以下「応援

自治体」という。）に対し電話その他の手段により応援を要請し、後日速やかに文書

を提出するものとする。

（1）被害の状況及び要請の理由

（2）応援の場所及び経路

（3）応援の期間

（4）必要とする食糧、飲料水及び生活必需物資の品名及び数量

（5）必要とする資機材、物資、車両等の品名及び数量

（6）必要とする職種別人員

（7）一時収容を希望する被災者の世帯数、人数及び期間

（8）前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項

2　応援自治体は、前項の規定による要請がない場合であっても、その長が被災自治体

の区域における被害が甚大であると判断したときは、同項の規定にかかわらず自主的

に応援を行うことができるものとする。

（指揮権）

第4条　応援自治体の職員が救援若しくは救助活動又は応急復旧作業に従事するとき

は、被災自治体の災害対策本部長の指揮に従い行動するものとする。

（応援に要する経費等の負担者）

第5条　応援に要する経費は、負担者について法令に定めがある場合その他特別の定め
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がある場合を除き、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。

（災害補償）

第6条　第2条第4号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係

る公務災害補償については、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）の

定めるところによる。

2　派遣職員が、応援活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は応援活

動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、応援

自治体が補償するものとする。

3　派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援活動中に生

じたものについては、被災自治体が、被災自治体への往復経路の途上で生じたものに

ついては応援自治体が、それぞれ賠償の責務を負うものとする。

（情報の交換）

第7条　甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ連絡及

び情報交換を行うものとする。

（協議）

第8条　この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又はこの協定に

関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

（有効期間）

第9条　この協定の有効期間は、この協定の締結の日から1年間とする。ただし、有効

期間満了の3箇月前までに、甲及び乙のいずれからも書面による申出がないときは、

協定の有効期間は、同一の内容でさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とす

る。

甲及び乙は、この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押

印の上、各自その1通を保有する。

平成27年1月29日

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区長く段碩人

長野県松本市丸の内3番7号

松本市

松本市長烙

310



大規模災害時における相互応援に関する協定

福岡県宗像市（以下「甲」という。）と長野県松本市（以下「乙」という。）は、災害

対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第8条第2項第12号

及び第67条の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、次のとおり協定を締結

する。

（目的）

第1条　この協定は、甲又は乙の区域内において法第2条第1号の災害が発生し、甲丈

は乙が単独では十分な災害対策等を実施できない場合において、甲乙間相互の応援を

迅速かつ円滑に遂行することを目的とする。

（応援の内容）

第2条　応援の内容は、次のとおりとする。

（1）食糧、飲料水及び生活必需物資並びにそれらの供給に必要な資機材の提供

（2）被災者の救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供

（3）救援及び救助活動に必要な車両等の提供

（4）救援及び救助活動並びに応急復旧作業への職員の従事

（5）被災者を一時収容するための施設の提供

（6）前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項

（応援要請）

第3条　大規模災害が発生した自治体（以下「被災自治体」という。）は、応援を必要

とする場合において、次に掲げる事項を明らかにし、応援を行う自治体（以下「応援

自治体」という。）に対し電話その他の手段により応援を要請し、後日速やかに文書

を提出するものとする。

（1）被害の状況及び要請の理由

（2）応援の場所及び経路

（3）応援の期間

（4）必要とする食糧、飲料水及び生活必需物資の品名及び数量

（5）必要とする資機材、物資、車両等の品名及び数量

（6）必要とする職種別人員

（7）一時収容を希望する被災者の世帯数、人数及び期間

（8）前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項

2　応援自治体は、前項の規定による要請がない場合であっても、その長が被災自治体

の区域における被害が甚大であると判断したときは、同項の規定にかかわらず自主的

に応援を行うことができるものとする。

（指揮権）

第4条　応援自治体の職員が救援若しくは救助活動又は応急復旧作業に従事するとき

は、被災自治体の災害対策本部長の指揮に従い行動するものとする。

（応援に要する経費等の負担者）

第5条　応援に要する経費は、負担者について法令に定めがある場合その他特別の定め

がある場合を除き、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。
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（災害補償）

第6条　第2条第4号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係

る公務災害補償については、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）の

定めるところによる。

2　派遣職員が、応援活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は応援活

動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、応援

自治体が補償するものとする。

3　派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援活動中に生

じたものについては、被災自治体が、被災自治体への往復経路の途上で生じたものに

ついては応援自治体が、それぞれ賠償の責務を負うものとする。

（情報の交換）

第7条　甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ連絡及

び情報交換を行うものとする。

（他市への支援）

第8条　甲又は乙が他の被災市等へ支援を実施している場合においては、その支援に係

る応援を、甲及び乙の協議により、実施ができるものとする。

（協議）

第9条　この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又はこの協定に

関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

（有効期間）

第10条　この協定の有効期間は、この協定の締結の日から1年間とする。ただし、有

効期間満了の3箇月前までに、甲及び乙のいずれからも書面による申出がないときは、

協定の有効期間は、同一の内容でさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とす

る。

甲及び乙は、この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押

印の上、各自その1通を保有する。

平成29年　1月13日

福岡県宗像市東郷一丁目1番1号

宗像市長　料再∴宵

長野県松本市丸の内3番7号

松本市

松本市長 ∴二　二 了∵1

－

′
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大和市・松本市災害時相互応援協定書

神奈川県大和市（以下「甲」という。）と長野県松本市（以下「乙」という。）
とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第2条第1号に規定する災

害が甲又は乙のいずれかに発生したときにおいて、被災した市の応急対策及び
復旧活動が迅速かつ円滑に遂行されるよう、相互の応援体制に関し、次のとおり
協定を締結する。

（目的）
第1条　この協定は、甲又は乙のいずれかの区域内において災害が発生し、被災
者支援等の応急措置の実施が十分にできない場合における、協定市相互の救
援資機材の援助及び被災者支援について、必要な事項を定めるものとする。

（応援の種類）
第2条　この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。ただし、
応援は、甲又は乙の過剰な負担にならない範囲内におけるものとする。

（1）食糧・飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
（2）被災者の救出、医療、防疫及び施設等の応急復旧に必要な車車両等の資機材

の提供

（3）被災者を一時収容するために必要な施設の提供
（4）応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣及び従事
（5）前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項

（応援の要請）
第3条　応援を要請する場合は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により

連絡するとともに、速やかに文書により通知するものとする。

（1）被害の状況
（2）前条第1号から第3号までに掲げる応援に要する品目、規格、数量等
（3）前条第4号に掲げる応援に要する職員の職種、人数等
（4）応援の場所及び集結場所
（5）応援の期間
（6）前各号に定めるもののほか、必要な事項

（応援の実施）
第4条　甲又は乙は、要請を受けた場合は、可能な範囲で必要な応援を実施する

ものとする。

2　甲又は乙は、要請がない場合であっても、収集した情報等から緊急に応援出

動することが必要であると認められるときは、自主的な判断に基づき必要な
応援を実施するものとする。

（指揮権）
第5条　第2条第4号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）

は、応援を受ける市の災害対策本部長の指揮に従い行動するものとする。

（経費の負担）
第6条　第2条各号の定めに要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあ

るものを除くほか、原則として応援を受ける市の負担とする。
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2　前項の規定により、甲乙ともに経費の負担が判断しがたいときは、その都度

甲乙協議して定めるものとする。

（災害補償等）
第7条　第2条第4号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）

に係る公務災害補償については、地方公務貞災害補償法（昭和42年法律第1
21号）の定めるところによる。

2　派遣職員がその業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害

補償については、応援を行う市が負担するものとする。ただし、応援を受ける
市において応急治療する場合の治療費は、応援を受ける市が負担するものと
する。

3　派遣職員が応援活動中に第三者に損害を与えた場合には、被災地との往復
途中に生じたものを除き、応援を要請した市がその損害の賠償に要する費用
を負担するものとする。

（連絡窓口）
第8条　甲又は乙は、必要な情報等を相互に提供することにより応援の円滑な
運営を図るため、平常時から甲乙互いに連絡担当部局を定めるとともに、必要
に応じて情報の交換を行うものとする。

（協定の期間）
第9条　この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間
満了の3ケ月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間満
了の翌日からさらに1年間この協定は更新されたものとみなす。その後にお
いてもまた同様とする。

（その他）

第10条　この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項に
ついては、甲乙協議のうえ定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各

1通を保有する。

平成29年3月24日

甲　神奈川県大和市下鶴間一丁目1番1号

大和市長

メ糸智
乙　長野県松本市丸の内3番7号

松本市長吃　一一
ノ′上　ユニー　ノ
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職員の派遣に関する協定書 

 

 松本市長 有賀 正（以下「甲」という。）と、松本地域広域行政事務組合副管理者 松本市助役 松

村 好雄（以下「乙」という。）とは、職員の派遣について、次のとおり協定する。 

 

 （派 遣） 

第１ 乙は、甲に対して、松本市地域防災計画に定める災害対策本部の公安部及び水防本部の業務を行

うために必要な職員を派遣する。 

（派遣の範囲） 

第２ 乙が甲に派遣する職員（以下「派遣職員」という。）の範囲は、松本市地域防災計画に定める範

囲とする。ただし、増員が必要な場合は、甲乙協議のうえ別にその範囲を定めるものとする。 

 （従事業務） 

第３ 派遣職員は、次の各号に定める業務に従事するものとする。 

  ⑴ 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条第１項及び松本市災害対策本部条例（昭

和３８年条例第４号）に基づく松本市災害対策本部の公安部の業務 

  ⑵ 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第２５条に基づく松本市水防本部の業務 

 （派遣期間） 

第４ 職員の派遣期間は、次の各号に定める期間とする。 

⑴ 甲が松本市災害対策本部を設置した時から廃止するまでの間 

⑵ 甲が松本市水防本部を設置した時から廃止するまでの間 

 （派遣職員の身分） 

第５ 派遣職員は、松本地域広域行政事務組合及び松本市の職員の身分を併せ有するものとする。 

 （服 務） 

第６ 派遣職員の勤務時間、休日その他の勤務条件及び服務については、甲の関係規程を適用するもの

とする。 

 （分限及び懲戒） 

第７ 派遣職員に対する分限及び懲戒は、乙が行うものとする。ただし、その基礎となる事実認定につ

いては、甲乙協議するものとする。 

 （給与等） 

第８ 派遣職員の給料、職員手当及び共済組合負担金は、乙が負担するものとする。 

 （旅 費） 

第９ 従事業務に係る旅費は、乙が負担するものとする。 

 （公務災害補償） 

第１０ 派遣職員の公務災害補償は、乙が行うものとする。ただし、その基礎となる事実認定については、

甲乙協議するものとする。 

 （補 則） 

第１１ この協定について疑義及びこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定め

るものとする。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

平成５年４月１日 

 

                        甲  松本市長  有 賀  正 

 

                         乙  松本地域広域行政事務組合 

副管理者 松本市助役 松村 好雄 
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災害時における相談業務に関する協定書

松本市 (以下 「甲」とい う。)と 長野県弁護士会 (以下 「乙」という。)は、災害時にお

ける被災者支援のための相談業務に関して、次のとお り協定を締結する。

(趣 旨)

第 1条  この協定は、災害対策基本法 (昭和 36年法律第 223号 )第 2条第 1号に規定

する災害及びそれに類する大規模な被害 (以 下 「災害」とい う。)が発生 した場合におい

て、被災者支援のための相談業務 (以 下 「被災者相談業務」 とい う。)を 円滑かつ適切に

実施するため必要な事項を定めるものとする。

(要請等)

第 2条 甲は、災害時において、乙に対 して被災者相談業務の実施を要請することができ

る。

2 前項の規定による要請は、原則として書面により行 うものとする。ただし、緊急を要

するときは、電話等の方法により行 うことができる。

3 乙は、第 1項の要請を受けた場合には、速やかに、乙の構成員の中から相談員を選出

し、必要事項を甲に連絡するものとする。

(相 談場所等の調整及び広報 )

第 3条 甲は、被災者相談業務を実施する場所等の調整及び広報に努めるものとする。

(被災者相談業務の実施等)

第 4条 乙は、第 2条第 1項の要請に基づき、甲が指定する実施場所に相談員を派遣 し、

被災者相談業務を実施するものとし、長野県災害支援活動士業連絡会との連携が必要な

場合には、調整を行 うものとする。

2 甲は、被災者相談業務の実施に当たり、災害時応援協定等を締結 している関係団体等

との連携が必要な場合には、調整を行 うものとする。

(報告 )

第 5条  乙は、甲に対 し、被災者相談業務の実施状況その他必要事項について書面により

報告するものとする。
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(費用負担)

第 6条 被災者相談業務は無償とし、相談者に負担を求めないものとする。

2 乙は、甲に対し被災者相談業務に要する報酬その他の経費は、請求しないものとする。

(平常時からの連携 )

第 7条 甲及び乙は、平常時において、被災者相談業務を円滑かつ適切に実施するための

情報交換等により、連携強化に努めるものとする。

(損害補償)

第 8条 この協定に基づく被災者相談業務の実施において、乙に生じた損害の補償 (第二

者に対する損害賠償を含む。)は、乙の責任において行 うものとする。

(有効期間)

第 9条  この協定の有効期間は、協定締結の日から令和 4年 3月 31日 までとする。ただ

し、期間の満了の日の 3か月前までに、甲又は乙から何らの申し出がないときは、更に

1年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。

(協議 )

第 10条  この協定に定める事項に疑義が生 じたとき、又はこの協定に定めのない事項に

ついては、その都度、甲及び乙が協議の上決定する。

この協定の締結を証するため、本書 2通 を作成 し、甲、乙記名押印の上、各 自その 1通

を保有するものとする。

令和 3年 12月 24日

甲 松本市丸の内 3番 7号
一
ヽ

″
ｌｉ腰

松本市長

乙 長野市妻科432番地

長野県弁護士会

スヤ去尚

会  長 μネ曰嘲

1_、 二

L三
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災害時の医療救護活動に関する実施細則 

 

平成 19年３月２３日付けで、松本市（以下「甲」という。）と社団法人松本市医師会（以下「乙」と

いう。）との間で締結した災害時の医療救護活動に関する協定書（以下「協定書」という。）第 18 条の

規定に基づき、次のとおり実施細則を定めるものとする。 

 

（医療救護活動の報告） 

第１条 乙は、協定書第 3条の規定により医療救護班を派遣したときは、医療救護活動終了後、 

各医療救護班ごとに「医療救護活動報告書」（様式第１号）、「診療報告書」（様式第２号）、「助産報告

書」（様式第 3号）及び「医薬品等使用報告書」（様式第４号）を作成し、速やかに甲に報告するもの

とする。 

（費用弁償の額） 

第２条 協定書第 10条第１項第１号に規定する額は、別表に定める額とする。 

２ 協定書第 10条第１項第２号に規定する額は、使用した医薬品等に係る実費とする。 

（事故報告） 

第３条 乙は、協定書第１１条第１項に規定する医療救護活動従事者の災害が発生したときは、「事故

報告書」（様式第５号）により速やかに甲に報告するものとする。 

（医療施設等損傷報告書） 

第４条 乙は、協定書第１１条第２項に規定する医療施設及び設備の損傷が発生したときは、「医療施

設及び設備損傷報告書」（様式第６号）により速やかに報告するものとする。 

（費用等の請求） 

第５条 協定書第 15条に規定する費用等の請求は、乙が各医療救護班分を取りまとめ、「費用弁償請求

書」（様式第７号）、「医薬品等実費弁償請求書」（様式第８号）又は「医療施設及び設備の損傷に係る

損害補償請求書」（様式第９号）により甲に請求するものとする。 

（支払） 

第６条 甲は、前条の請求があったときは、関係書類を確認のうえ、速やかに乙に対し支払うものとす

る。 

 

平成 19年 3月 23日 

 

              甲   松本市長   菅 谷 昭                     

 

              乙   社団法人松本市医師会 

会 長    須澤 博一 

別  表 

 

種 類 対 象 者 額 

日 当   医 師 

保健師 

助産師 

看護師 

災害救助法施行細則（昭和 34 年長野県規則第３号）第７

条の規定を準用する。 

旅 費 医 師 

保健師 

助産師 

看護師 

松本市職員の旅費等に関する条例（昭和 27年条例第 6号）

の各相当規定を準用する。この場合において、医師は市長等、

保健師、助産師及び看護師は４級以上の規定を適用する。 

時 間 外 

勤務手当 

医 師 

保健師 

助産師 

看護師 

松本市職員の給与に関する条例（昭和 26 年条例第 1 号）

第１３条の規定を準用する。この場合において、同条例第 16

条の勤務１時間当たりの給与額は、日当の額を一般職の職員

の１日の勤務時間数で除して得た額とする。 
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（様式第１号） 

年  月  日 

 

（あて先） 松本市長 

 

                    松本市医師会            

会 長             印 

 

班  名              

 

医療機関名           印 

 

医療救護活動報告書  

従 事 者 名 職  種 従 事 月 日 従 事 時 間 救 護 活 動 場 所 

  月  日 

 

曜日 

時  分から 

 

時  分まで 

 

  月  日 

 

曜日 

時  分から 

 

時  分まで 

 

  月  日 

 

曜日 

時  分から 

 

時  分まで 

 

  月  日 

 

曜日 

時  分から 

 

時  分まで 

 

  月  日 

 

曜日 

時  分から 

 

時  分まで 

 

 

  月  日 

 

曜日 

時  分から 

 

時  分まで 

 

  月  日 

 

曜日 

時  分から 

 

時  分まで 
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（様式第２号）
年　　月　　日

（あて先）　　松本市長

　　　　　　　　　　　　　松本市医師会

　　　　　　　　　　　　　会　長　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

所属医療機関責任者名 番　号 氏　　　　　名 性別 年齢 住　　　　　　所 傷 病 名 程度（重・中・軽） 処置概要 備　 　考

（注）　備考欄には、死亡又は転送先を記入のこと。

　診　療　報　告　書
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（様式第３号） 

年  月  日 

 

（あて先） 松本市長 

 

                    松本市医師会            

会 長             印 

 

班  名              

 

医療機関名           印 

 

助 産 報 告 書 

分べん者名 
分べん

日 時 
助産機関名 分 べ ん 期 間 金 額 備 考 

   月  日から 

 

月  日まで 

     円  

   月  日から 

 

月  日まで 

  

   月  日から 

 

月  日まで 

  

   月  日から 

 

月  日まで 

  

   月  日から 

 

月  日まで 

  

 

   月  日から 

 

月  日まで 

  

   月  日から 

 

月  日まで 
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（様式第４号）

（あて先）　　　松本市長

品　　　　名 規　　　　格 数　　量 基　準　価　格 金　　　　　額

合計金額 円

医 薬 品 等 使 用 報 告 書

　 　    松本市医師会

　 　 　（医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　印）

 　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　     会 長　　　　   　　             　　　　　　　印
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（様式第５号） 

年   月   日 

 

 

（あて先） 松本市長 

 

 
松本市医師会      

       
会長             印 

 

 

事  故  報  告  書 
 

 

 

 

 

    年   月   日から       年   月   日までの災害時の 

 

 

医療救護活動において、別紙のとおり事故者が発生したので報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334



（別 紙） 

事  故  者  の  概  要 

 

氏名 
 

性別 男 ・ 女 年齢 歳 

住所 
 

職種 
 

勤務先 所属医療班名 
 

傷病名 
 

程度 死亡・重傷・中等傷・軽症 

外来・入院   月  日 診療（入院）医療機関名 
 

受傷（発病）日時   年   月   日   午前・午後   時   分 

受傷（発病）場所 
 

死 亡 原 因 
 

死 亡 場 所 
 

死 亡 日 時   年   月   日   午前・午後   時   分 

事 故 発 生 時 の 状 況 
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（様式第6号）

（あて先）　　松本市長

松本市医師会

会長　        　　　　　　　              　　　　印

（医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印）

物　件　名 損傷の種類 損傷の程度 数　　量 単　　価 金　　額 備　　考

合計金額 円
１　医療機関ごとに記入のこと。
２　物件名欄は、建造物、医療機関、器具及び自動車等を記入のこと。
３　損傷の種類欄は、破損、損傷、汚染等の種類を記入のこと。
４　損傷の程度欄は、全壊、半壊、使用不能等具体的に記入のこと。
５　備考欄は、損傷等の原因その他参考事項を記入のこと。

医療施設及び設備損傷報告書
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（様式第７号） 

年   月   日 

 

（あて先） 松本市長 

 

                                        松本市医師会           

会長              印 

 

費 用 弁 償 請 求 書 

 

   年    月    日から     年    月    日までの 

災害時の医療救護活動に係る費用弁償を下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請 求 金 額 

                円也 

 

２ 請求金額内訳 

区    分 単   価  算 出 内 容 金   額 

 

日        当    

時間外勤務手当    

旅        費    

 日        当    

時間外勤務手当    

旅        費    

 日        当    

時間外勤務手当    

旅        費    

合       計    

 

３ 算出内訳明細 

  別紙  医療救護活動報告書のとおり 
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（様式第８号） 

年   月   日 

（あて先） 松本市長 

 

 

松本市医師会           

会長             印 

 

 

 

医薬品等実費弁償請求書 

 

 

年   月   日から     年   月   日までの災害時の 

 

医療救護活動において使用した医薬品等の実費弁償を下記のとおり請求します。 

 

 

 

記 

 

 

１ 請 求 金 額 

 

                    円也 

 

 

２ 請求金額内訳 

  別紙 医薬品等使用報告書のとおり 
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（様式第９号） 

年   月   日 

 

（あて先） 松本市長 

 

 

                                          松本市医師会          

会長             印 

 

 

 

医 療 施 設 及 び設 備 の損 傷 に係 る 

損  害  補  償  請  求  書 

 

 

     年   月   日から     年   月   日までの災害時の医療救護活動により 

 

生じた医療施設及び設備の損傷に係る損害補償を下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

１ 請求金額 

 

                    円也 

 

 

２ 請求金額内訳 

  別紙  医療施設及び設備損傷報告書のとおり  
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覚   書 

 

 松本市長 有賀 正（以下「甲」という。）と、松本地域広域行政事務組合管理者 松本市長 有賀 

正（以下「乙」という。）とは、次のとおり覚書を締結する。 

 

 

１ 平成６年４月１日付けで甲と社団法人松本市医師会（以下「丙」という。）との間で締結した「災

害時の医療救護活動に関する協定書」（以下「協定書」という。）第２条に規定する医療救護班の編成、

派遣については、乙が同条に定める医療救護班の編成、派遣を必要と判断した場合、甲に同条に基づ

く手続きをすることを要請するものとする。 

 

２ 前項の規定にかかわらず乙は、松本市域において次の各号に該当する事由により多数の負傷病者が

発生した場合で、前項に定める要請をする暇がない場合は、甲に代わって丙に協定書第２条に基づく

手続きをすることができるものとする。 

  ⑴ 地震等の自然災害 

  ⑵ 電車の衝突、航空機の墜落、ガス爆発等の事故 

  ⑶ 集団食中毒 

 

３ 乙は、前項の規定により甲に代わって丙に協定書第２条に基づく手続きをした場合は、直ちに甲に

事故等の内容を報告するものとする。 

 

 

 上記覚書の締結を証するため、本覚書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を保有する

ものとする。 

 

 

平成６年４月１日 

 

                        甲  松本市長  有 賀  正 

 

                         乙  松本地域広域行政事務組合 

管理者 松本市長 有賀 正 
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災害時の歯科医療救護活動に関する実施細則 

 

平成 19年３月 23日付けで、松本市（以下「甲」という。）と社団法人松本市歯科医師会（以下「乙」

という。）との間で締結した災害時の歯科医療救護活動に関する協定書（以下「協定書」という。）第 18

条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定めるものとする。 

 

（歯科医療救護活動の報告） 

第１条 乙は、協定書第３条の規定により歯科医療救護班を派遣したときは、歯科医療救護活動終了後、

各歯科医療救護班ごとに「歯科医療救護活動報告書」（様式第１号）、「歯科診療報告書」（様式第２号）

及び「医薬品等使用報告書」（様式第３号）を作成し速やかに甲に報告するものとする。 

（費用弁償の額） 

第２条 協定書第 10条第１項第１号に規定する額は、別表に定める額とする。 

２ 協定書第 10条第１項第２号に規定する額は、使用した医薬品等に係る実費とする。 

（事故報告） 

第３条 乙は、協定書第 11条第 1項に規定する歯科医療救護活動従事者の災害が発生したときは、「事

故報告書」（様式第４号）により速やかに甲に報告するものとする。 

（歯科医療施設等損傷報告書） 

第４条 乙は、協定書 11条第 2項に規定する歯科医療施設及び設備の損傷が発生したときは、「歯科医

療施設及び設備損傷報告書」（様式第５号）により速やかに報告するものとする。 

（費用等の請求） 

第５条 協定書第 15条に規定する費用等の請求は、乙が各歯科医療救護班分を取りまとめ、「費用弁償

請求書」（様式第６号）、「医薬品等実費弁償請求書」（様式第７号）又は「歯科医療施設及び設備損傷

に係る損害補償請求書」（様式第８号）により甲に請求するものとする。 

（支払） 

第６条 甲は、前条の請求があったときは、関係書類を確認のうえ、速やかに乙に対し支払うものとす

る。 

 

平成 19 年３月 23 日 

 

              甲   松本市長   菅 谷  昭                     

 

              乙   社団法人松本市歯科医師会 

会 長    林  清 平 

 

別  表 

 

種 類 対象者 額 

日 当   歯科医師 

歯科衛生士 

看護師 

災害救助法施行細則（昭和 34 年長野県規則第３号）第 7 条の

規定を準用する。この場合において、歯科衛生士は看護師の規定

を適用する。 

旅 費 歯科医師 

歯科衛生士 

看護師 

松本市職員の旅費等に関する条例（昭和 27 年条例第 6 号）の

各相当規定を準用する。この場合において、歯科医師は市長等、

歯科衛生士及び看護師は４級以上の規定を適用する。 

時 間 外 

勤 務 手 当 

歯科医師 

歯科衛生士 

看護師 

松本市職員の給与に関する条例（昭和 26 年条例第 1 号）第 13

条の規定を準用する。この場合において、同条例第 16 条の勤務

１時間当たりの給与額は、日当の額を一般職の職員の１日の勤務

時間数で除して得た額とする。 
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（様式第１号） 

年  月  日 

 

（あて先） 松本市長 

松本市歯科医師会 

会長               印 

 

班  名              

 

医療機関名           印 

 

歯科医療救護活動報告書 

従 事 者 名 職  種 従 事 月 日 従 事 時 間 救 護 活 動 場 所 

  月  日 

 

曜日 

時  分から 

 

時  分まで 

 

  月  日 

 

曜日 

時  分から 

 

時  分まで 

 

  月  日 

 

曜日 

時  分から 

 

時  分まで 

 

  月  日 

 

曜日 

時  分から 

 

時  分まで 

 

  月  日 

 

曜日 

時  分から 

 

時  分まで 

 

 

  月  日 

 

曜日 

時  分から 

 

時  分まで 

 

  月  日 

 

曜日 

時  分から 

 

時  分まで 
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（様式第４号） 

年   月   日 

 

 

（あて先） 松本市長 

 

 

松本市歯科医師会 

会長                印 

 

 

 

 

事  故  報  告  書 
 

 

 

    年   月   日から       年   月   日までの災害時の 

 

歯科医療救護活動において、別紙のとおり事故者が発生したので報告します。 
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（別 紙） 

事  故  者  の  概  要 
 

氏名 
 

性別 男 ・ 女 年齢 歳 

住所 
 

職種 
 

勤務先 所属医療班名 
 

傷病名 
 

程度 死亡・重傷・中等傷・軽症 

外来・入院   月  日 診療（入院）医療機関名 
 

受傷（発病）日時   年   月   日   午前・午後   時   分 

受傷（発病）場所 
 

死 亡 原 因 
 

死 亡 場 所 
 

死 亡 日 時   年   月   日   午前・午後   時   分 

事 故 発 生 時 の 状 況 
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（様式第６号） 

年    月    日  

（あて先） 松本市長 

 

松本市歯科医師会  

会 長                  

印  

 

費 用 弁 償 請 求 書 
 

   年     月     日から      年     月     日 までの  

災害時の歯科医療救護活動に係 る費用弁償 を下記のとおり請求 します。  

 

記  

 

１ 請 求 金 額 

                円也 

 

２ 請求金額内訳 

区    分 単   価  算 出 内 容 金   額 

 

日         当     

時間外勤務手当    

旅        費    

 日        当    

時間外勤務手当    

旅        費    

 日        当    

時間外勤務手当    

旅        費    

合        計     

 

３ 算出内訳明細 

  別紙 歯科医療救護活動報告書のとおり 
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（様式第７号） 

年    月    日  

（あて先） 松本市長 

 

 

松本市歯科医師会  

会 長                 

印  

 

 

 

医薬品等実費弁償請求書 
 

 

年   月   日から     年   月   日までの災害時の 

 

歯科医療救護活動において使用した医薬品等の実費弁償を下記のとおり請求します。 

 

 

 

記  

 

 

１ 請 求 金 額 

 

                    円也  

 

 

２ 請求金額内訳 

  別紙 医薬品等使用報告書のとおり 
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（様式第８号） 

年    月    日  

 

（あて先） 松本市長 

 

 

松本市歯科医師会  

会 長                    

印  

 

 

 

歯科医療施設及び設備の損傷に係る 

損  害  補  償  請  求  書 
 

 

     年    月    日から      年    月    日 までの災害時の歯科医療救護活  

により生 じた歯科医療施設及び設備の損傷に係 る損害補償 を下記のとおり請求 し  

ます。  

 

 

記  

 

 

１ 請求金額 

 

                    円也 

 

 

２ 請求金額内訳 

  別紙 歯科医療施設及び設備損傷報告書のとおり 
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（様式第５号）      

       

（あて先）  松本市長      

    松本市歯科医師会  

    会長                印 

       

    （医療機関名           印） 

       

歯科医療施設及び設備損傷報告書 
       

物 件 名 損傷の種類 損傷の程度 数  量 単  価 金  額 備  考 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

     合計金額 円 

１ 医療機関ごとに記入のこと。     

２ 物件名欄は、建造物、医療機関、器具及び自動車等を記入のこと。  

３ 損傷の種類欄は、破損、損傷、汚染等の種類を記入のこと。  

４ 損傷の程度欄は、全壊、半壊、使用不能等具体的に記入のこと。  

５ 備考欄は、損傷等の原因その他参考事項を記入のこと。  
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医療救援活動に関する実施細則  

 

平成 19 年３月 23 日付けで、松本市（以下「甲」という。）と社団法人松本薬剤師会（以下「乙」と

いう。）との間で締結した災害時の医療救護についての協定書（以下「協定書」という。）第 15 条の規

定に基づき、次のとおり実施細則を定めるものとする。 

 

（医療救援活動の報告） 

第１条 乙は、協定書第３条の規定により薬剤師班を派遣したときは、医療救援活動終了後、「医療救

援活動実施報告書」（様式第１号）及び「医薬品等使用報告書」（様式第２号）を作成し、速やかに甲

に報告するものとする。 

（費用弁償の額） 

第２条  協定書第 8条第１項第１号に規定する額は、別表に定める額とする。 

２ 協定書第 8条第１項第２号に規定する額は、使用した医薬品等に係る実費とする。 

（事故報告） 

第３条 乙は、協定書第９条に規定する医療救援活動従事者の災害が発生したときは、「事故報告書」（様

式第３号）により速やかに甲に報告するものとする。 

（費用等の請求） 

第４条 協定書第１２条に規定する費用等の請求は、乙が各薬剤師斑分を取りまとめ、「費用弁償請求

書」（様式第４号）及び「医薬品等実費弁償請求書」（様式第５号）により甲に請求するものとする。 

（支払） 

第５条 甲は、前条の請求があったときは、関係書類を確認のうえ、速やかに乙に対し支払うものとす

る。 

 

    平成１９年３月２３日 

 

                 甲  松本市  菅  谷   昭 

 

                 乙  社団法人松本薬剤師会 

                会 長  長 﨑 昭 夫 

 

 

 

 

別  表 

 

種 類 額 

日 当   災害救助法施行細則（昭和 34年長野県規則第３号）第７条の規定を準用す

る。 

旅 費 松本市職員の旅費等に関する条例（昭和 27年条例第 6号）の各相当規定を

準用する。この場合において、４級以上の規定を適用する。 

時 間 外 

勤 務 手 当 

松本市職員の給与に関する条例（昭和 26 年条例第 1 号）第 13 条の規定を

準用する。この場合において、同条例第 16条の勤務１時間当たりの給与額は、

日当の額を一般職の職員の１日の勤務時間数で除して得た額とする。 
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（様式第２号）     

             年   月   日 

     

（あて先）   松本市長 様    

     

   松本薬剤師会  

   会長                     印 

     

     

医 薬 品 等 使 用 報 告 書 

     

品    名 規    格 数  量 基 準 単 価 金     額 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   合計金額 円 
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災害時におけるケーブルテレビ放送・ラジオ放送の要請に関する協定書

松本市長　菅谷　昭（以下「甲」という。）と株式会社テレビ松本ケーブル

ビジョン代表取締役社長　佐藤　浩市（以下「乙」という。）とは、災害時に

おけるケーブルテレビ放送及びラジオ放送（以下「放送」という。）について

次のとおり協定する。

（協定の趣旨）

第1条　この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「災

対法」という。）第57条及び大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律

第73号。以下「大震法」という。）第20条の規定に基づき、甲が乙に放

送を行うことを求めるときの手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

（放送の要請）

第2条　甲は、災対法第56条の規定による通知又は警告が必要なときは、同

法第57条の規定に基づき、乙に放送を行うことを求めることができる。

2　前項の規定は、甲が、大震法第9条に基づく警戒宣言が発せられたことを

知った場合において、同法第20条の規定に基づき、乙に対し放送を行うこ

とを求めるときに準用する。

3　前2項の規定のほか、甲は、災害の発生の防止又は災害応急対策を実施す

る上で、放送以外に有効な通信、伝達手段がとり得ない場合に、乙に対し放

送を行うことを求めることができる。

（要請の手続き）

第3条　甲は、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにして放送の要請をするも

のとする。

（1）放送要請の理由

（2）放送事項

（3）その他必要な事項

（臨時放送局の開設）

第4条　甲は、乙に対し、乙が行うラジオ放送が住民への災害情報の伝達に有

効とされる場合は、臨時放送局の開設及び運営を行うことを求めることがで

きる。

2　乙は、甲に対し、放送局の開設及び運営に関する人的支援及び物的支援を

するものとする。

3　乙は、放送局の運営に関し、可能な範囲においてあらゆる放送手段を講じ

るものとする。

4　開設する場合の事業主体は、松本市とする。

（災害情報の提供）

第5条　甲は、乙に求める災害の規模、被害の状況、復旧見通しなど災害に関
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する情報を速やかに提供するものとする。

（放送の実施）

第6条　乙は、甲から要請を受けた事項に関し、放送の形式、内容、時刻及び

送信系統を、そのつど自主的に決定し、放送するものとする。

（連絡責任者等）

第7条　第3条に掲げる放送要請の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責

任者を置くものとする。

2　連絡責任者をおいた場合及び変更のあった場合には、そのつど相互に連絡

するものとする。

3　連絡責任者は、必要に応じて連絡会議をもつものとする。

4　連絡会議は、連絡責任者に支障があるときは、代理の出席を認めるものと

する。

（雑則）

第8条　この協定に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各

自1通を保有する。

平成25年　3月　1日

甲　　松本市丸の内3番7号

松本市長　　菅　谷

乙　　松本市里山辺3044番地1

株式会社　テレビ松本ケーフ

代表取締役社長　佐　藤
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災害時におけるラジオ放送の要請に関する協定書

松本市長　菅谷　昭（以下「甲」という。）とエフエムまつもと株式会社代表取締役社長

宮澤　徹（以下「乙」という。）は、災害時における放送（以下「放送」という。）について、

次のとおり協定を締結する。

（協定の趣旨）

第1条　この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。）

第57条及び大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号。以下「大震法」とい

う。）第20条の規定に基づき甲が乙に放送を行うことを求めるときの手続きに関し、必要

な事項を定めるものとする。

（放送の要請）

第2条　甲は、災対法第56条の規定による通知又は警告が必要なときは、同法第57条の

規定に基づき、乙に放送を行うことを求めることができる。

2　前項の規定は、甲が、大震法第9条に基づく警戒宣言が発せられたことを知った場合に

おいて、同法第20条の規定に基づき、乙に対し、放送を行うことを求めるときに準用す

る。

3　前2項の規定のほか、甲は、災害の発生の防止又は災害応急対策を実施する上で、放送

以外に有効な通信、伝達手段がとり得ない場合に、乙に対し、放送を行うことを求めるこ

とができる。

（要請の手続き）

第3条　甲は、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにして放送の要請をするものとする。

（1）放送要請の理由

（2）放送事項

（3）その他必要な事項

（災害情報の提供）

第4条　甲は、乙が求める災害の規模、被害の状況、復旧見通しなど災害に関する情報を速

やかに提供するものとする。

（放送の実施）

第5条　乙は、甲から要請を受けた事項に関し、放送の形式、内容、時刻及び送信系統を、

そのつど自主的に決定し、放送するものとする。
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（連絡責任者等）

第6条　第3条に掲げる放送要請の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責任者を置くも

のとする。

2　連絡責任者を置いた場合及び連絡責任者に変更のあった場合には、その都度相互に連絡

するものとする。

3　連絡責任者は、必要に応じて連絡会議を持つものとする。

4　連絡会議は、連絡責任者に支障があるときは、代理の出席を認めるものとする。

（雑則）

第7条　この協定に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保

有する。

平成28年7月28日

甲　　松本市丸の内3番7号

松本市長

乙　　松本市筑摩1丁目11番30号

エフエムまつもと株式会社

代表取締役社長

乍；享　子享
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災害に係る情報発信等に関する協定

松本市 (以下 「甲」とい う。)お よびヤフー株式会社 (以下 「乙」 とい う。 )

は、災害に係る情報発信等に関し、次のとお り協定 (以下 「本協定」 とい う。 )

を締結する。

(本協定の目的 )

第 1条 本協定は、甲の区域内の地震、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害

に備え、甲が住民に対 して必要な情報を迅速に提供 し、かつ甲の行政機能の

低下を軽減 させるため、甲と乙が互いに協力して様々な取組みを行 うことを

目的 とする。

(本協定における取組み )

第 2条 本協定における取組みの内容は次の中から、甲および乙の両者の協議

により具体的な内容および方法について合意が得 られたものを実施するもの

とする。

11)乙 が、甲の運営するホームベージの災害時のアクセス負荷の軽減を目的

として、甲の運営するホームベージのキャッシュサイ トを乙のサー ビス上

に掲載 し、一般の閲覧に供すること。

12)甲 が、甲の区域内の避難所等の防災情報を乙に提供 し、乙が、これ らの

情報を平常時か ら乙のサービス上に掲載するなどして、一般に広 く周知す

ること。

(3)甲 が、甲の区域内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供 し、乙

が、これ らの情報を乙のサー ビス上に掲載するなどして、一般に広 く周知

すること。

14)甲 が、災害発生時の甲の区域内の被害状況、ライフラインに関する情報

および避難所におけるボランテ ィア受入れ情報を乙に提供 し、乙が、これ

らの情報を乙のサー ビス上に掲載するなどして、一般に広 く周知することG

(5)甲 が、甲の区域内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に

提供 し、乙が、この必要救援物資に関する情報を乙のサービス上に掲載す

るなどして、一般に広 く周知することЭ

2 甲および乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの連絡先お

よびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、

速やかに相手方に連絡するものとするЭ

3 第 1項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、甲およ

び乙は、両者で適宜協議を行い、決定 した取組みを随時実施するものとする。

YJ―S1001-0000 YJC19-10116489-0001
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(費用)

第 3条 前条に基づ く甲および乙の対応は別段の合意がない限 り無償で行われ

るものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各

自が負担するものとする。

(情 報の周知 )

第 4条 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付 さない

限 り、本協定の目的を達成するため、乙が適切 と判断する方法 (提携先への

提供、乙のサービス以外のサービス上での掲載等を含む)に より、一般に広

く周知することができるっただ し、乙は、本協定の目的以外のために二次利

用をしてはならないものとする。

(本協定の公表 )

第 5条 本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、甲および乙は、

その時期、方法および内容について、両者で別途協議の うえ、決定するもの

とする。

(本協定の期間)

第 6条 本協定の有効期間は、本協定締結 日から 1年間とし、期間満了前まで

にいずれかの当事者から他の当事者に対 し期間満了によって本協定を終了す

る旨の書面による通知がなされない限 り、本協定はさらに 1年間自動的に更

新されるものとし、以後も同様 とする。

(協議 )

第 7条 本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生 じた事項につ

いては、甲乙協議の うえ定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書 2通 を作成 し、甲乙記名押印の うえ

各 1通 を保有する。

令和元年 /λ 月 2日

甲)長野県松本市丸の内 3番 7号

松本市長  菅 谷

乙)東京都千代田区紀尾井町 1番 3号

ヤフー株式会社

代表取締役 月1 邊
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消防用無線の運用に関する協定書 

 

 松本市（以下「甲」という。）と、松本地域広域行政事務組合（以下「乙」という。）とは、消防組織

法（昭和２２年法律第２２６号）第１５条第３項の規定に基づく災害時における松本市消防団と松本広

域消防局の円滑な連携活動と、消防通信の合理的な運用を図るため次のとおり協定を締結する。 

 

（信義誠実） 

第１条 甲及び乙は、信義をもって誠実に本協定を履行するものとする。 

（用語の意義） 

第２条 本協定書に定める用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

 ⑴ 基地局   松本広域消防局に設置された無線局をいう。 

 ⑵ 陸上移動局 車載無線局並びに携帯無線局をいう。 

（無線局の運用） 

第３条 松本市消防団所属の陸上移動局は、基地局の指示にしたがって運用するものとする。 

２ 松本市消防団所属の陸上移動局は、松本広域消防局取扱規程（平成５年松本広域消防局訓令乙第２

５号）を準用するものとする。 

（呼出名称） 

第４条 基地局の呼出名称は、「松本広域消防」とする。 

（通信統制） 

第５条 災害発生時において、混信が予想されるとき又は緊急の通信を確保する必要があるときは、基

地局を統制局として通信を統制することができるものとする。 

（維持管理） 

第６条 消防無線設備（以下「設備」という。）の維持管理は、甲の設置した設備については甲が、乙

の設置した設備については乙がそれぞれ行うものとする。 

２ 修理等を行う場合は、事前に連絡をとり甲及び乙がそれぞれ行うものとする。 

（変更等の通報） 

第７条 甲及び乙は設備の変更、追加、陸上移動局の呼出名称の変更及び基地局の呼出名称に変更があ

った場合は、それぞれ文書で通報するものとする。 

（障害の発生等） 

第８条 設備等に障害が生じた場合は、甲及び乙は速やかに連絡するものとする。 

（免許申請及び検査等） 

第９条 電波法（昭和２５年法律第１３１号）に基づく消防無線設備等に係る免許申請、検査、無線従

事者の選任、解任及びその他所要手続きは、甲に係るものは甲、乙に係るものは乙が行うものとし、

その費用についてそれぞれが負担するものとする。 

（雑 則） 

第１０条 本協定についての疑義及びこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定

めるものとする。 

 

 本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

平成５年９月１日 

         甲  松本市長  有 賀  正 

 

                      乙  松本地域広域行政事務組合 

管理者代理 

松本地域広域行政事務組合 

副管理者 松本市助役 松 村 好 雄 
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災害時の応急措置に関する協定書 

 

 

 災害時における応急措置の万全を期するため、松本市（以下「甲」という。）と松本市建設事業協同

組合（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、松本市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が乙の協力を得

て行う応急措置を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、防災計画に基づき、応急措置を実施する必要が生じた場合は、乙に対し次の各号に掲げ

る事項を明らかにし、協力要請するものとする。 

  ⑴ 災害の状況及び協力を要請する事由 

  ⑵ 必要とする人員 

  ⑶ 必要とする資材及び器材の種類及び数 

  ⑷ 必要とする活動場所、活動内容及び期間 

  ⑸ その他必要な事項 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から応急措置の要請を受けた場合は、業務上の支障又はやむを得ない理由のない限り

これを受諾し、甲の現地責任者の指示を受け要請に従って応急措置に従事するものとする。 

 ２ 乙は、災害の状況により連絡が不可能な場合は、甲の申請を待つことなく本協定の趣旨に基づき

応急措置を実施するものとする。 

 ３ 甲は、乙の応急措置を円滑にするために標示旗、図面等の供与、現地への誘導及び現地での諸調

達について必要な援助を行うものとする。 

 （事前計画） 

第４条 応急措置の円滑な実施を図るため、乙は、組織体制、連絡体制及び工事施工区域を事前に定め

ておかなければならない。 

 （経費の負担） 

第５条 この協定に基づく協力のために要した経費は、甲乙協議のうえ定める額を甲が負担する。 

 ２ 前項の規定により、甲が負担する費用の精算単価は、災害発生時における実勢の単価とする。 

 （相手方に対する損害補償） 

第６条 乙の現場活動中における災害については、甲が責任を負うものとする。 

 ２ 甲は、応急措置従事中に乙が災害を受けたときは、松本市消防団員等の公務災害補償条例（昭和

４１年松本市条例第１９号）の規定に準じて補償を行うものとする。 

 ３ 乙の現場活動により生じた建設機械の損傷については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 （第三者に対する損害賠償） 

第７条 応急措置従事中に、第三者に対して及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲

乙協議のうえ定めるものとする。 

 （報 告） 

第８条 乙は、第３条の規定に基づき応急措置に従事した場合は、次の各号に掲げる事項を文書をもっ

て甲に報告するものとする。 

  ⑴ 応急措置に従事した人員及び名簿 

  ⑵ 応急措置に使用した機器類の種類及び台数 

  ⑶ 応急措置に従事した人員のそれぞれの応援に従事した時間 

  ⑷ 応急措置に使用した機器類の使用時間 

  ⑸ その他必要な事項 

 ２ 甲は、前項による応急措置の終了報告を受けたときは、乙に対し速やかに協力要請の解除を報告

377



するものとする。 

 （費用等の請求） 

第９条 乙は、第５条に規定する費用及び第６条に規定する補償（以下「費用等」という。）を請求す

るときは、甲の定めるところにより行うものとする。 

 （支 払） 

第１０条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認め

たときは、その費用等を速やかに乙に支払うものとする。 

 （実施細目） 

第１１条 この規定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、別に定めるものとす

る。 

 （協 議） 

第１２条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して

定めるものとする。 

 （協定期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、平成５年４月１日から平成６年３月３１日までとする。ただし、この

協定の有効期間満了１月前までに甲乙いずれかから何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日

の翌日から１年間この協定を更新することができるものとする。 

 

  この協定の締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印して、双方１通を保有するものとす

る。 

 

平成５年３月２９日 

甲 松本市丸の内３番７号 

松本市長 有 賀  正 

 

乙 松本市開智２丁目３番３７号 

松本市建設事業協同組合 

理事長 中 澤  英 
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災害時の応急措置に関する協定書 

 

 

 松本市長 有賀 正（以下「甲」という。）と松本市水道事業協同組合理事長 細田 正志（以下「乙」

という。）は、地震、風水害その他の災害（以下「災害」という。）時における応急措置の万全を期する

ため次のとおり協定を締結する。 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、松本市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が乙の協力を得

て行う応急措置を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、防災計画に基づき、応急措置を実施する必要が生じた場合は、乙に対し次の各号に掲げ

る事項を明らかにし、協力要請をするものとする。 

 ⑴ 災害の状況及び協力を要請する事由 

 ⑵ 必要とする人員 

 ⑶ 必要とする資材の種類及び数量 

 ⑷ 応急措置の場所、内容及び期間 

 ⑸ その他必要事項 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けた場合は、業務上の支障又はやむを得ない理由のない限りこれ

を受諾し、甲の指示を受け要請に従って、応急措置に従事するものとする。 

（事前計画） 

第４条 応急措置の円滑な実施を図るため、乙は、組織体制、連絡体制を事前に定めておかなければな

らない。 

（経費の負担） 

第５条 この協定に基づく協力のために要した経費は、甲乙協議のうえ定める額を甲が負担するものと

する。 

２ 前項の規定により、甲が負担する経費の精算単価は、災害発生時における実勢単価とする。 

（相手方に対する損害補償） 

第６条 乙の現場活動中における災害については、甲が責任を負うものとする。 

２ 甲は、応急措置従事中に乙が災害を受けたときは、松本市消防団員等の公務災害補償条例（昭和４

１年松本市条例第１９号）の規定に準じて補償を行うものとする。 

３ 乙の現場活動により生じた建設機械の損傷については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（第三者に対する損害賠償） 

第７条 応急措置従事中に、第三者に損害を与えた場合は、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のう

え定めるものとする。 

（報 告） 

第８条 乙は、第３条の規定に基づき応急措置に従事した場合は、次の各号に掲げる事項を文書をもっ

て速やかに甲に報告するものとする。 

 ⑴ 応急措置に従事した人員、名簿及び従事した時間 

 ⑵ 応急措置に使用した機器類の種類、台数及び使用時間 

 ⑶ 応急措置に使用した資材等の種類及び数量 

 ⑷ その他必要事項 

２ 甲は、前項による応急措置の終了報告を受けたときは、乙に対し速やかに協力要請の解除を報告す

るものとする。 

（経費の請求） 

第９条 乙は、第５条に規定する経費及び第６条に規定する補償等（以下「経費等」という。）を請求

379



するときは、甲の定めるところにより行うものとする。 

（支 払） 

第１０条 甲は、前条の規定により経費等の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認め

たときは、その経費等を速やかに支払うものとする。 

 （実施細目） 

第１１条 この規定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、別に定めるものとす

る。 

（協 議） 

第１２条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して

定めるものとする。 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、平成１３年８月１０日から平成１４年３月３１日までとする。ただし、

この協定の有効期間満了１月前までに甲乙いずれかから何ら意思表示がないときは、更に期間満了の

日の翌日から１年間この協定の有効期間を延長するものとし、以後この例によるものとする。 

 

 

この協定の締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印して、各自１通を保有するものとする。 

 

平成１３年８月１０日 

 

甲 松本市長            有 賀  正 

 

乙 松本市水道事業協同組合 理事長 細 田 正 志 
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災害時におけるLPガスに係る協力に関する協定書

松本市（以下「甲」という。）と長野LP協会松本支部（以下「乙」という。）並びに一般

社団法人長野県LPガス協会（以下「丙」という。）とは、災害時におけるLPガスに係る協

力に関して、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第1条　この協定は、災害時におけるLPガスに係る保安の確保並びに応急仮設住宅及び公共

施設等に対するLPガスの供給に関する協力について必要な事項を定めるものとする。

（協力要請）

第2条　甲は、災害時において、乙及び丙並びに丙の会員（以下「乙及び丙等」という。）に

対して、次の各号について協力を要請することができるものとする。

郁　被災地域のLPガスの一般消費者等に対して法に基づいて販売事業者が行うべき緊急点検、

修繕及び供給

（2う　供給設備設置場所以外で発見されたLPガス容器について、容器所有者等が行うべき回収

及び保管

（33　応急仮設住宅又は避難所等公共施設へのLPガスが供給されることとなった場合のLPガ

ス供給設備工事及びLPガス供給

㈲　販売業者及び一般消費者等の被害状況及び復旧状況についての調査

（5）前各号に定めるもののほか、一般消費者等に係る保安の確保及びLPガス供給のために特

に必要な業務

2　前項の要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭で要

請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。

（支援の実施）

第3条　乙及び丙等は、前項の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲内において

支援を実施する。ただし、通信の途絶等により甲が乙及び丙等に要請できないと判断したと

きは、甲の要請を待たないで支援を実施するものとする。

（報告手続）

第4条　乙及び丙等は、第2条第1項第3号の協力を行った場合には口頭で甲に報告し、その

後、速やかに文書による報告書を提出するものとする。

（経費の負担）

第5条　第2条第1項第3号の規定により、乙及び丙等が行った業務並びに乙が供給したLP

ガス等の対価及び運搬の費用については、甲が負担するものとする。この場合における費用

は、災害発生時直前の通常単価を基準として、甲、乙が協議のうえ決定するものとする。

（費用の支払）

第6条　甲は、前条に規定する費用の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して、

原則として30日以内に乙の指定する支払先に支払わなければならない。

（役割分担）

第7条　甲は、災害時における円滑なLPガスの供給のため、公共施設等にLPガス供給設
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備を設置し、又は防災に必要な資機材の整備を行うよう努めるものとする。
2　甲又は丙は、災害対策上必要と認めるときは、乙に対し報告を求めることができる。

3　乙は、前項の規定による報告を求められた場合は、速やかに報告を行うものとする。

（事故等）

第8条　乙及び丙等は、LPガスの供給等に際し、やむを得ぬ事由が発生し供給等を中断した

ときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。

2　乙は、その事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対しすみやかにその

状況を報告しなければならない。

（補償）

第9条　第3条の規定により業務に従事した者が、業務に従事したところにより死亡し、負傷

し、疾病にかかり、又は廃疾になった場合においては、次に掲げる場合を除き、その損害の

補償については、甲、乙は誠意をもって協議するものとする。

（1）応援に従事する者の故意又は重大な過失による場合

（2）当該損害につき、乙又は応援に従事する者が締結した損害保険契約により、保険給付

を受けることができる場合

（3）当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けること

ができる場合

（連絡体制）

第10条　この協定に関する連絡窓口は、甲においては、危機管理部危機管理課、乙において

は乙の事務局とし、丙においては丙の事務局とする。

2　乙は、支部内に災害地域対策本部を設置し、丙は必要に応じて、協会内にLPガス災害対

策本部を設置する。

3　甲、乙、丙は、この協定の運用に支障を来さないよう、協力の要請方法等について常に点

検し、改善に努めるものとする。

4　甲、乙、丙は、災害対策上必要と思われる連絡は、その都度迅速に行い、相互に連絡でき

るものとする。

（緊急連絡網の整備）

第11条　乙は、災害時に円滑な支援活動ができるよう、活動体制の整備に努めるとともに、

緊急連絡網を作成し、これを甲、丙に提出するものとする。

2　乙は、前項の緊急連絡網について、毎年1回以上見直しを行い、変更が生じたときは、直

ちに甲、丙に提出するものとする。

（防災訓練等への参加）

第12条　乙は、甲が企画する防災訓練等に参加するよう努めるものとする。

（協議）

第13条この協定の解釈に疑義を生じたときは、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。

この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙協議のうえ定めるものとする。

（協定の有効期間）

第14条この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲、乙及び丙が、文書をもって協

定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする
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この協定成立を証するため、本書3通を作成し、3者記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成25年12月16日

松本市丸の内3番7号

松本市長

泉遷し
乙

丙

松本市大手2－5－12

長野LP協会松本支部支部長⑥偏も

長野県長野市中御所1－16－13　天馬ビル4F
一般社団法人長野県LPガス協会

会長

ノl、叔昔
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災害時における電気の保安に関する協定書

松本市（以下「甲」という。）と一般財団法人中部電気保安協会長野支店（以下「乙」という。）は、

松本市内において発生した地震、風水害その他による災害発生時（以下「災害時」という。）における

災害応急対策業務のうち、電気の保安について、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第1条　この協定は、災害時における電気設備の保安及び電気使用の安全確保のため、甲が乙の協力を

得て災害応急対策業務を円滑に行い、甲の施設の迅速かつ適切な機能の維持及び復旧を図ることを

目的とする。

（災害応急対策業務）

第2条　乙は、甲の施設の電源復旧の支援を行う。

2　乙は、電力会社が供給責任を負う低圧供給の設備並びに甲が乙以外の者と電気保安に関する契約を

締結している高圧設備及び特別高圧設備の電源復旧について、甲から要請があった場合は、可能な

限り支援を行う。

3　乙は、甲に対して、甲の施設における電気の安全使用に関して必要なアドバイスを行う。

4　甲及び乙は、災害復旧に当たって、相互に協力し、電源復旧に必要な情報を可能な限り提供するも

のとする。

（相互の連絡）

第3条　甲及び乙は、本協定書を遵守するために、災害応急対策業務の電気の保安に関する必要な事項

について相互に連絡するものとする。

（要請手続）

第4条　甲が、乙に対して災害応急対策業務を要請するときは、日時、場所及び業務の内容を文書で通

知し、要請するものとする。

2　前項の規定にかかわらず、災害時の状況により、文書による支援要請ができない場合は、口頭によ

る要請ができるものとする。

（費用負担）

第5条　乙は、乙が実施する災害応急対策業務に要する費用は甲には一切請求しない。

（第三者に対する損害賠償）

第6条　甲の要請に基づき乙が実施する災害応急対策業務により、第三者に被害が生じた場合は、当該

被害に係る損害賠償について、甲と乙の双方が誠意を持って協議し、解決するものとする。
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災害時における相互協力に関する協定書

松本市 (以下 「甲」という。)と 中部電力株式会社 (以下 「乙」という。)は、平時又は災害時における電

力供給等の相互連携 。協力に関し、次のとおり協定を締結する。

(目 的 )

第 1条 本協定は、甲及び乙が、甲の管轄する区域 (以下 「松本市区域」という。)で地震、洪水等の自然現

象及びその他の理由による災害が発生 した場合又は発生するおそれがある場合 (以 下 「災害時」 という。 )

に円滑な相互連携・協力を図ることを目的とする。

(連絡体制の確立 )

第 2条 甲及び乙は、松本市区域における災害時には連絡体制を確立し、相互に協力して被害情報等必要な情

報の共有に努めるものとする。

2 前項に基づき確立する連絡体制の具体的な内容は、甲及び乙の両者間で協議の上決定するものとする。

(災害時の相互協力)

第 3条 甲及び乙は、相互に協力を要すると判断した場合には、次に定める事項について、自ら行う業務の範

囲内においてこれに応じるものとする。

(1)甲 の救援活動に必要となる活動拠点への電力供給及び停電情報等の提供

(2)乙 の災害復旧に必要となる道路通行のための、倒木処理、道路除雪等の道路啓開処置

(3)そ の他被災地域の復旧又は救援活動に必要と認められる事項

2 甲は、前項第 1号の活動拠点についてあらかじめ定めておくものとし、乙に対して周知連絡するとともに、

意見交換等の場を通じて、その優先順位について、乙と協議を行う。

(電 力供給施設に関する保安伐採)

第 4条  乙は、災害時に支障となり得る樹木の事前伐採 (以下 「保安伐採」という。)について、その位置や

範囲を甲に周知連絡するとともに、保安伐採の実施に対する協議を行うものとする。

2 甲は、前項により連絡を受けた保安伐採の具体的な実施にあたり、乙との協議内容に基づき、甲の行う業

務の範囲において、これに協力するものとする。

(災害時における敷地及び施設の提供 )

第 5条 乙は、災害時の復旧活動に必要となる物資並びに機材類の集積所 (以 下 「前進基地」 という。)と し

て、甲が管理する公園等の敷地及び甲が所有する施設 (以 下 「施設等」 という。)について、施設管理者の

同意を得 られた場合、期間及び借用範囲を定め、施設等の提供を受けることができるものとする。

2 乙は、前進基地の候補 となる敷地並びに施設 をあらか じめ定め、甲に周知連絡するものとし、甲との協議

に基づき、その敷地及び施設について情報を共有する。

(定期的な情報交換)

第 6条 甲及び乙は、本協定に定められた内容を災害時に円滑に実施するため、定期的な情報交換等を実施す

るものとする。

(情報管理の徹底)

第 7条 甲及び乙は、本協定に基づいて知り得た情報については、公知の情報を除き、情報の管理を徹底する

ものとする。ただし、事前に両者が当該情報の開示について合意した場合はこの限りではない。
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「

(安 全管理 )

第 8条 本協定の実施に当たつては、甲及び乙は相互に協力し、安全の確保には万全を期 して行 うものとする。

(損害賠償 )

第 9条 損害賠償については、次のとお りとする。

(1)甲 (乙 )が故意又は過失によ り乙 (甲 )の施設等を損傷 した場合、「F(乙 )は乙 (甲 )に対 し損害賠償
を行 う。

(2)第二者に危害、損傷等を与えた場合、甲 (乙 )に故意又は過失がある場合は甲 (乙 )が賠償 を行 う。
2 前項各号に該当しない補償は、甲と乙が協議の上解決に当たる。

(協定の有効期間)

第 10条 本 |夕粥定の有効期間は、協定の締結日から 1年間とする。

2 期間満了 3カ 月前までに甲乙いずれからもそれぞれの相手方に対 して文書による変更又は廃 LLの 中し出
がない場合は、本協定期間満了の日の翌日から更に 1年間継続するものとし、以降も同様とする。

(対応窓 日)

第 11条  本協定の運用に関わる事項についての対応窓 日は、次に定めるとお りとする。

甲 : 危機管理課及び所管課等

乙 : 総務グループ

(疑義等の解決)

第 12条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上必要な事項
について定めるものとする。

(そ の他)

第 13条  本協定は 2通作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各 1通を保管するものとする。

2019年 /ゝ 月ユο 日

松本市丸の内 3番 7号

甲 松本市長 菅 谷

松本市埋橋一丁 目5番 3号

中部電力株式会社

電カネッ トワークカンパニー

松本営業所長   植木

乙

「
■「
「■
一「革
毒華一〓

一〓
心
群
壁
獲
ユ

一昴
離
興再
舞
一一年一

一一
「人贈＝コ．一ヽ
苺
一一

卜́
ｒト
ー
昭
菫
Ｌ
む

392



災害時における相互協力に関する協定書

松本市 (以 下「甲」という。)と 、東 日本電信電話株式会社 (以 下「乙」という3)は、災害時における相互連携・協

力に関し、次のとおり協定 (以 下「本協定」という。)を締結する。

(目 的 )

第 1条 本協定は、甲及び乙が、甲の管轄する区域 (以 下「松本市区域」という。)で地震、洪水、雪害等の自然現

象及びその他の理由による災害が発生した場合又は発生するおそれが具体的に切迫している場合 (以 下「災

害時」という。)に 円滑な相互連携・協力を図ることを目的とする。

(災害時の連絡体制の確立 )

第2条 甲及び乙は、松本市区域における災害時には連絡体制を確立し、相互に協力して被害情報等必要な情

報の共有に努めることとする。

2前 項に基づき確立する連絡体制の具体的な内容は、甲及び乙の両者間で協議の上決定することとする。

(災害時の相互協力 )

第 3条 甲及び乙は、相互に協力を要すると判断した場合には、次に定める事項について、自ら行う業務の範囲

内においてこれに応じるものとする。

(1)甲 の救援活動に必要となる拠点への電気通信設備の提供

(2)乙の災害復旧に必要となる道路通行のための、倒木処理、道路除雪等道路啓開処置

(3)そ の他被災地域の復 旧又は救援活動に必要と認められる事項

2甲 は、前項第1号 の拠点についてあらかじめ定めておくものとし、乙に対して周知連絡する。

(電気通信設備保護のための事前伐採 )

第4条 乙は、災害時に支障となり得る樹木の事前伐採について、その位置や範囲を甲に周知連絡するとともに、

事前伐採の実施に対する協議を行うものとする。

2甲 は、前項により連絡を受けた事前伐採の具体的な実施にあたり、乙との協議内容に基づき、甲の行う業務の

範囲において、これに協力するものとする。

(災害時における敷地及び施設の提供 )

第5条 乙は、甲が管理する公園等の敷地及び施設において、災害時の復 旧活動に必要となる乙の車両や機材

等を設置するスペースについて、甲と事前に協議を行い、無償で提供を受けることができるものとする。

(秘密の保持 )

第 6条 本協定において秘密情報とは、甲及び乙が第1条 に定める目的の遂行のために相手方に開示する技術

上又はその他の業務上の秘密性を有する一切の情報 (個 人情報を含む。以下、「秘密情報」という。)を意味す

るものとする。

2秘 密情報は、書面で開示される場合には、当該書面に秘密である旨を明示して受領者に開示されるものとし、

口頭で開示される場合には、開示者が、開示時点で秘密情報である旨を明確に示すものとする。

3甲 及び乙は、秘密情報を相手方の書面による同意を得ることなく、外部に公表しないものとする。ただし、司法

機関及び行政機関からの法的手続 に基づく請求のある場合、法律上秘密保持義務を負う特定人に開示する

場合には適用されないものとする。

4甲 及び乙は、秘密情報を自己の保有する同種の秘密情報に対する注意義務と同程度の注意義務をもって取

扱い、厳重に管理するとともに、本協定の目的以外には使用しないものとする。

5前 項までの規定にかかわらず、次に掲げる情報は、守秘義務を負う秘密情報として扱わないものとする。
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(1)第二者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報

(2)情報の開示前に相手方が既に保有していた情報

6本 条の規定は、本協定の期間満了後又は解除後も存続するものとする。

(連絡責任者 )

第7条 本協定を円滑に遂行するため、甲乙それぞれ連絡責任者及び担当者を定め、相手方に通知するものとす

る。

(安全管理 )

第8条 本協定の実施にあたっては、甲及び乙は相互に協力し、安全の確保には万全を期して行うものとする。

(損 害賠償 )

第9条 損害賠償については、次のとおりとする。

(1)甲 または乙が故意又は過失により相手方の施設等を損傷した場合、民法の定めに従い損害賠償をするも

のとする。

(2)甲 または乙が本協定に基づき自己の責に帰する事 由で第二者に危害、損傷等を与えた場合、当該 当事

者が賠償するものとする。

2前 項各号に該当しない補償は、甲と乙が協議の上解決にあたる。

(協定の期間及び更新 )

第 10条 本協定の有効期間は、締結 日から令和4年 3月 31日 までとする。

2前 項の期間満 了の日の1か月前までに甲及び乙のいずれからも、更新しない旨の申出が書面によつてなされな

いときは、本協定の有効期間を1年 間延長するものとし、以後も同様とする。

(協 定の解除 )

第 11条 本協定を解除しようとする場合は、解除しようとする日の1か 月前までに相手方に対して書面を以って申

し出なければならない。

2甲 又は乙は、前項の規定による解除に係るいかなる責任も負わない。

(協議 )

第 12条 本協定に定めのない事項及び本協定の条項の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上定

めるものとする。

本協定の締結を証するため、本書2通 を作成し、甲乙は記名押印の上、各 自その1通 を保有するものとするD

令和 3年 8月  25日

甲 長野県松本市丸の内3番 7号

松本市長 ‖|」
CD
fでT11

乙 長野県長野市新 田町1137-5

東 日本電信電話株式会社

―       ヽ ,ヽ_

TメtV飛 里

長野支店長

薇がイ狂″(鉤
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ガス事故防止対策に関する協定書 

 

 

 松本警察署、松筑地方事務所、松本ガス株式会社、長野県エルピーガス協会松筑支部、中部電力株式

会社松本営業所及び松本市消防本部（以下「関係機関」という。）は、ガス漏れ事故に際し、爆発事故

等の防止を図るため、次のとおり協定を締結し、相互にこれを確認する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、松本市内におけるガス漏れ事故の発生に対し、関係機関が相互に連絡、出動及び

任務分担等について協定を締結し、現場活動の円滑化を図り、ガス事故による被害を最小限に止める

ことを目的とする。 

（予防対策） 

第２条 ガス事業者及び液化石油ガス事業者は、平素から必要最小限の応急工事用の資機材を災害時に

おいて使用可能な場所に確保しておくものとする。 

（発生防止） 

第３条 ガス事業者及び液化石油ガス販売事業者は、ガスの使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発

生防止のため必要な措置を記載した書面を年１回以上配布し、周知するものとする。 

（消費設備の保安調査） 

第４条 ガス事業者及び液化石油ガス販売事業者は消費設備の保安に関する調査について関係法令に

定めるもののほか、努めて点検調査を行い、消費者の安全を図るものとする。 

（導管等の検査等） 

第５条 ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）の規程に基づき、道路に埋設されている導管及びガス

栓までの導管等は関係法令に定めるもののほか、努めて検査を行い、安全に供給するものとする。 

（関係機関相互の通報、連絡） 

第６条 ガス事故を最初に覚知した関係機関は、直ちに他の関係機関に通報するものとする。 

２ 前項の通報項目、方法は別紙のとおりとする。 

（出 動） 

第７条 ガス事故を覚知し、又は通報を受けた関係機関は、直ちに出動するものとする。 

２ 前項の出動体制は別紙のとおりとする。 

（現場の協議） 

第８条 出動した関係機関の現場責任者は、消防が設置した現場本部において、ガス爆発防止対策を協

議し、必要な処置を行うものとする。 

２ 現場本部は、ガス事故に係る災害の防止及び被害の軽減を図るため、次の各号に掲げる事項を協議

し、関係機関の任務分担に応じ必要な措置を講ずるものとする。 

 ⑴ 救助、救出活動等に関すること 

 ⑵ 災害警戒区域の設定及び解除に関すること 

 ⑶ 住民等に対する火気使用制限等に関すること 

 ⑷ 漏洩ガス、滞留ガスの処理に関すること 

 ⑸ ガスの供給停止に関すること 

 ⑹ 交通規制及び附近住民等への広報並びに避難誘導に関すること 

 ⑺ 電路の遮断に関すること 

 ⑻ 情報の収集、交換に関すること 

 ⑼ その他、災害現場において協議を必要とする事項 

（関係機関の任務分担） 

第９条 ガス漏れ事故現場における関係機関の任務分担は原則として、次のとおりとする。 

 ⑴ 情報の収集 

   関係機関は情報の収集を積極的に行い、事故防止が円滑に行われるように努めるものとする。 
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 ⑵ ガス漏れ検知及び供給停止 

   松本ガス株式会社、長野県エルピーガス協会松筑支部、当該危険区域内のガス漏れを検知すると

ともに、ガス供給を停止するため必要な作業を行う。 

 ⑶ 火災警戒区域の設定 

   消防機関は、地域住民に対する危険防止のため、警察官、その他関係者の協力に得て火災警戒区

域を設定する。 

 ⑷ 避難誘導 

   警察機関は、ガス漏れ現場附近の交通規制を行うとともに消防機関と協力し、住民等を安全な場

所へ避難誘導する。 

 ⑸ 電源の遮断 

   中部電力株式会社は現場本部からガス漏れ事故現場附近一帯において、第２次災害の発生を防止

するため要請があったときは、電路を遮断するものとする。 

（ガス緊急遮断措置） 

第１０条 消防機関は、ガス関係機関より先に現場に到着した場合で、爆発等の２次災害の発生を防止す

るため緊急やむを得ないと認められる場合はガスの供給を遮断することができるものとする。 

２ 消防機関が緊急やむを得ずガスの遮断を行ったときは、現場に到着したガス関係機関に措置の内容

を説明し事後の措置等を引き継ぐものとする。 

（関係機関の行動基準に関する細目） 

第１１条 関係機関の行動基準は、本協定書によるほか、各関係機関がそれぞれ定めるものとする。 

（事後処理） 

第１２条 事後の処理については、各々の分担に基づき関係機関の責任において処理するものとする。 

（訓 練） 

第１３条 関係機関は本協定の目的を達成するため、必要に応じ合同訓練を実施するものとする。 

（疑 義） 

第１４条 この協定の実施に関し疑義が生じた場合は、関係機関が協議して定めるものとする。 

 

 

上記協定の締結を証するため、本協定書６通を作成し、関係機関それぞれ記名、押印のうえ、各自１

通を保有するものとする。 

 

昭和５７年１月１４日 

 

長野県松本警察署 

  署 長      北 澤 寅 男 

長野県松筑地方事務所 

所 長      加 々 美  正 

松本ガス株式会社 

  代表取締役社長  清 水 孝 覩 

長野県エルピーガス協会松筑支部 

  支部長      滝 沢  清 

中部電力株式会社松本営業所 

  所 長      高 山  弘 

松本市消防本部 

消防長      塩 原 英 久 
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別 紙 

 

ガス事故防止対策に関する実施細目 

 

 

（趣 旨） 

第１条 この実施細目は、ガス事故防止対策に関する協定書（以下「協定書」という。）の規定に基づ

き細部について必要な事項を定めるものとする。 

（関係機関相互の通報内容等） 

第２条 協定書第６条第２項に定める通報項目、内容、方法は次のとおりとする。 

 ⑴ 関係機関がガス事故を覚知したときは、次の項目を相互に通報するものとする。 

  ア 発生日時 

  イ 発生場所（目標、屋内外及び階層等） 

  ウ 事故の状況 

  エ 負傷者等の有無 

  オ 出動状況 

 ⑵ 関係機関相互の通報に用いる電話は、次表のとおりとする。 

関係機関名 消防専用電話 緊急電話 加 入 電 話 祝祭日・夜間 

松本市消防本部 ２００ １１９ ３３－４４２０ ３３－４４２０ 

松本警察署 ２８１ １１０ ２７－３０００ ２７－３０００ 

松筑地方事務所   ３５－２７００(商工課)  

松本ガス株式会社 ２６１  ２５－６０６０ ２５－６０６０ 

長野県ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ協会松筑支部    ３５－３０３０(ｻﾝﾘﾝ) ３５－３０３０(ｻﾝﾘﾝ) 

中部電力株式会社松本営業所  ２８２  ３２－２７０５ ３２－２７０５ 

 ⑶ ガス漏れ事故を最初に覚知した関係機関は、松本市消防本部に通報するものとし、松本市消防本

部は、次により関係機関に通報するものとする。 

  ア 都市ガスの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ プロパンガスの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通報者 

中部電力株式会社 

松本営業所 

松本警察署 
松本市 

消防本部 

松本ガス 

株式会社 

１１９(33-4420) １１０(27-3000) 25-6060 

専 261 

専 261 専 200 

専 281 

専 281 専 200 

専 282 

通報者 

１１９(33-4420) 一般電話 １１０(27-3000) 

松本警察署 
松本市 

消防本部 

専 281 

専 281 

専 200 

ＬＰガス 

販売事業者 

１１９ 

(33-4420) 

専 282 

中部電力株式会社 

松本営業所 

長野県エルピー 

ガス協会松筑支部 
松筑地方事務所 

35-2700 
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（出動車両、人員） 

第３条 協定書第７条第２項に定める出動体制は、次のとおりとする。 

（  ）内出動人員 

出動区分 

 

 

機関の名称 

第 １ 次 第 ２ 次 第 ３ 次 

覚知したがその状況

が把握できないとき 

先行部隊からの情報

で第１次では対応で

きないとき 

規模が大きく第２次

では対応できないと

き 

松本市消防本部 1 台(4 名) 2～4 台(8～16 名) 4～6 台(16～24 名) 

松本警察署 1 台(4 名) 2～4 台(8～15 名) 4～6 台(15～20 名) 

松筑地方事務所 1 台(2 名) 1 台(2 名) 1 台(2 名) 

松本ガス株式会社 1～3 台(2～6 名) 3～4 台(6～13 名) 4～11 台(13～34 名) 

長野県ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ協会松筑支部  1 台(5 名) 2 台(10 名) 6 台(20 名以上) 

中部電力株式会社松本営業所  1 台(2 名) 必要に応じて 

２ 前項に定める出動車両及び人員について関係機関の責任者は災害の規模により遂次増強するもの

とする。 
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bousai
テキストボックス
平成２２年３月4日　承継　マックスバリュ長野株式会社　代表取締役社長　石田　伸二
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全国公設地方卸売市場協議会災害時相互応援に関する協定 

 

 

全国公設地方卸売市場協議会各会員は、別紙１「全国公設地方卸売市場協議

会災害時相互応援に関する協定書」に基づき、協定を締結する。 

 

 なお、この協定は、別紙２「災害時相互応援に関する協定同意市場・開設者

一覧」に記載された会員間で実施するものとする。 

 

 この協定は、平成２９年９月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

平成２９年９月１日 

 

全国公設地方卸売市場協議会会長 

豊田市公設地方卸売市場 

開設者 豊田市長  太 田 稔 彦 
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別紙１－１ 

全 国 公 設 地 方 卸 売 市 場 協 議 会 

災 害 時 相 互 応 援 に 関 す る 協 定 書 

 

 

 （趣旨）  

第１条 全国公設地方卸売市場協議会各会員（以下「会員」という。）は、いず

れかの開設市の区域において、地震等による大規模な災害が発生し、被災し

た開設市（以下「被災市」という。）が、独自では十分な生鮮食料品の確保

ができない場合において、災害を受けていない会員開設市が友愛的精神に基

づき、救援協力し、緊急・応援措置として、被災市における生鮮食料品の確

保及び市場機能の復旧対策を図ることを目的に、次のとおり協定を締結する。 

 

 （応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

(1) 被災者に供給する生鮮食料品の提供 

(2) 被災者に供給する生鮮食料品の提供に係る搬送 

(3) 被災市の市場事業の継続のために必要な資機材、物資等の斡旋又は提供 

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があったもの 

 

 （応援要請の手続き） 

第３条 被災市は、応援の要請をしようとする場合、次に掲げる事項を明

らかにして、全国公設地方卸売市場協議会会長（以下「会長」という。）に

電話等による要請を行い、後日速やかに当該事項を記載した文書を提出する

ものとする。 

 (1) 被害の状況 

 (2) 前条第１号に掲げる応援を要請するときは、その品名、数量 

 (3) 前条第２号に掲げる応援を要請するときは、被害の状況に応じた有効な

搬送手段 

 (4) 前条第３号に掲げる応援を要請するときは、資機材、物資等の品名、数

量等 

(5) 連絡窓口 

(6) 応援の期間 

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

 （応援体制） 

第４条 会長は、被災市から応援の要請を受けたときは、速やかに会員による

応援体制を整えるものとする。 

２ 会長が、被災市となったときは、全国公設地方卸売市場協議会副会長が、

代理を務める。 421



 （応援の実施） 

第５条 会長から要請された会員は、速やかにこれに応じ、可能な限り応援に

努めるものとする。 

 

（応援経費の負担） 

第６条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、被災

市と応援を実施した会員間の協議によっては、この限りでない。 

２ 応援の要請をした被災市が前項に規定する経費を支弁する時間的余裕がな

く、かつ、応援の要請をした被災市からの要請があった場合は、応援を実施

した会員は、一時、立替支弁するものとする。 

３ 応援を実施した会員が、前項の規定に基づく経費の負担をした場合には、

この協定に基づき、負担した経費の精算をするものとする。 

 

 （連絡担当部局） 

第７条 会員は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相

互に明らかにしておくものとする。 

 

 （協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項及び疑

義を生じた事項については、その都度、会員が協議して定めるものとする。 

 

 （協定の効力） 

第９条 この協定は，全国公設地方卸売市場協議会に加盟する会員を前提に締

結するものである。よって、会員から脱退したときは、協定の効力は当然に

失うものとする。 

  

附則 

 １ この協定の締結は、会長への同意書の提出をもって成立したものとみな

す。 

 ２ この協定は、平成２９年９月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 422



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423



別紙２－１ 

 

災害時相互応援に関する協定同意市場・開設者一覧  

平成 29 年 9 月 1 日 

【東日本ブロック】 

NO 市場名 開設者名 部類 

１ 千歳市公設地方卸売市場 千歳市長 山口 幸太郎 青果・水産 

２ 苫小牧市公設地方卸売市場 苫小牧市長 岩倉 博文 青果・水産・花き 

３ 
函館市水産物地方卸売市場 

函館市長 工藤 壽樹 
水産 

函館市青果物地方卸売市場 青果 

４ 

地方卸売市場八戸市第一魚市場 

八戸市長 小林 眞 水産 地方卸売市場八戸市第二魚市場 

地方卸売市場八戸市第三魚市場 

５ 秋田市公設地方卸売市場 秋田市長 穂積 志 青果・水産 

６ 公設庄内青果物地方卸売市場 庄内広域行政組合理事長 榎本 政規 青果 

７ 米沢市青果物地方卸売市場 米沢市長 中川 勝 青果 

８ 山形市公設地方卸売市場 山形市長 佐藤 孝弘 青果・水産 

９ 郡山市総合地方卸売市場 郡山市長 品川 萬里 青果・水産・花き 

10 福島市公設地方卸売市場 福島市長 小林 香 青果・水産・花き 

11 水戸市公設地方卸売市場 水戸市長 高橋 靖 青果・水産・花き 

12 公設鹿島地方卸売市場 鹿島地方事務組合管理者 保立 一男 青果 

13 黒磯那須公設地方卸売市場 
黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 

組合長 君島 寛 
青果・水産 

14 鹿沼市公設地方卸売市場 鹿沼市長 佐藤 信 青果・水産 

15 秩父市公設地方卸売市場 秩父市長 久喜 邦康 青果・水産 

16 柏市公設総合地方卸売市場 柏市長 秋山 浩保 青果・水産・花き 

17 成田市公設地方卸売市場 成田市長 小泉 一成 青果・水産 

18 千葉市地方卸売市場 千葉市長 熊谷 俊人 青果・水産 

19 船橋市地方卸売市場 船橋市長 松戸 徹 青果・水産 

20 
三浦市三崎水産物 

公設地方卸売市場 
三浦市長 吉田 英男 水産 

21 
小田原市公設青果地方卸売市場 

小田原市長 加藤 憲一 
青果 

小田原市公設水産地方卸売市場 水産 

22 川崎市地方卸売市場南部市場 川崎市長 福田 紀彦 青果・水産・花き 

23 松本市公設地方卸売市場 松本市長 菅谷 昭 
青果・水産 

食肉・花き 

24 諏訪市公設地方卸売市場 諏訪市長 金子 ゆかり 青果・水産 

25 飯田市公設地方卸売市場 飯田市長 牧野 光朗 青果・水産 

26 甲府市地方卸売市場 甲府市長 樋口 雄一 青果・水産 424



別紙２－２ 

 

災害時相互応援に関する協定同意市場・開設者一覧  

平成 29 年 9 月 1 日 

【西日本ブロック】 

NO 市場名 開設者名 部類 

１ 南加賀公設地方卸売市場 
南加賀広域圏事務組合 

管理者 和田 愼司 
青果・水産 

２ 七尾市公設地方卸売市場 七尾市長 不嶋 豊和 青果・水産 

３ 高山市公設地方卸売市場 高山市長 國島 芳明 青果・水産 

４ 中濃公設地方卸売市場 関市長 尾関 健治 青果 

5 豊田市公設地方卸売市場 豊田市長 太田 稔彦 青果・水産 

6 富山市公設地方卸売市場 富山市長 森 雅志 青果・水産・花き 

7 
東近江市八日市公設地方卸売市

場 
東近江市長 小椋 正清 

青果・水産・花き 

8 大津市公設地方卸売市場 大津市長 越 直美 青果・水産 

9 福知山市公設地方卸売市場 福知山市長 大橋 一夫 青果 

10 新宮広域圏公設地方卸売市場 
新宮周辺広域市町村圏事務組合 

管理者 田岡 実千年 
青果・水産 

11 明石市公設地方卸売市場 明石市長 泉 房穂 青果・水産 

12 尼崎市公設地方卸売市場 尼崎市長 稲村 和美 青果・水産 

13 鳥取市公設地方卸売市場 鳥取市長 深澤 義彦 青果・水産・花き 

14 岩国市公設地方卸売市場 岩国市長 福田 良彦 青果・水産 

15 宇部市公設地方卸売市場 宇部市長 久保田 后子 水産 

16 

下関市地方卸売市場唐戸市場 

下関市長 前田 晋太郎 水産 
下関市地方卸売市場南風泊市場 

下関市地方卸売市場特牛市場 

下関市地方卸売市場新下関市場 

17 北九州市公設地方卸売市場 北九州市長 北橋 健治 水産 

18 飯塚市公設地方卸売市場 飯塚市長 片峯 誠 青果・水産・花き 

19 大分市公設地方卸売市場 大分市長 佐藤 樹一郎 青果・水産 

20 別府市公設地方卸売市場 別府市長 長野 恭紘 青果・水産・花き 

21 

佐伯市公設水産地方卸売市場 

(葛港市場) 
佐伯市長 田中 利明 水産 

佐伯市公設水産地方卸売市場 

(鶴見市場) 

22 都城市公設地方卸売市場 都城市長 池田 宜永 青果・水産・花き 
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災害時における物資の輸送に関する協定書

松本市（以下「甲」という。）と中信トラック協同組合（以下「乙」という。）とは、災害時におけ

る物資の輸送に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第1条　この協定は、地震、風水害、大火災その他の災害等が発生した場合（以下「災害時」という。）

において、甲が乙に対して行う物資輸送の要請に関し、適正かつ円滑な運営を期するため、その手続

き等について定めるものとする。

（要請）

第2条　甲は、災害時における物資の輸送に関し、乙の応援を必要と認めるときは、次に掲げる事項を

明示して、乙の応援を文書により要請するものとする。

（1）災害の状況及び応援を要請する事由

（2）応援を必要とする車両数、車両種類及び人員

（3）物資積み込み場所及び積み下ろし場所

（4）応援を必要とする期間及び活動内容

（5）輸送品目（品名及び量）

（6）その他参考となる事項

2　前項の規定にかかわらず、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請することとし、

その後速やかに文書を交付するものとする。

（実施）

第3条　乙は、甲から応援の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して

応援を行うものとする。

（報告）

第4条　乙は、前条の規定により応援に従事した場合は、すみやかに、甲に対し、次に掲げる事項を文

書により報告するものとする。

（1）応援に従事した車両数、車両種類及び人員

（2）走行距離及び地点

（3）その他必要な事項

2　前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、電話等により報告し、事後、文書を提出するもの

とする。

（経費の負担）

第5条　第3条の規定による応援に要した費用（運賃・料金並びに有料道路通行料、駐車場使用料等の

実負担額をいう。）は、甲が負担する。

なお、運賃・料金等の算出方法については、災害発生時における地域の事業者の届出運賃・料金を

基準として、甲、乙協議の上決定するものとする。

（事故の報告等）

第6条乙が応援のために供給した事業用自動車が、故障その他の理由により運行を中断したときは、

乙は、速やかに当該事業用自動車を交換してその応援を継続しなければならない。

2　乙は、その事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対し、速やかにその状況を報

告しなければならない。

（補償）

第7条　第3条の規定により応援に従事した者が、応援に従事したところにより死亡し、負傷し、疾病

にかかり、又は廃疾になった場合においては、次に掲げる場合を除き、その損害の補償について、甲

及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
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災害時における松本市防災物資ター ミナルの運営等の協力に関する協定

松本市 (以 下「甲」とい う。)と 日本通運株式会社 (以 下「乙」という。)と は、甲の区域内で地震、

風水害、大火災その他の災害等が発生した場合 (以下「災害時」という。)における甲が管理する松本

市防災物資ターミナル (以 下「ターミナル」という。)の運営等の協力に関し、次のとお り協定を締結

する。

(趣 旨)

第 1条 この協定は、災害時において、甲が乙に対 して行 うターミナルの運営等の協力の要請 (以下「要

請」とい う。)について必要な事項を定めるものとする。

(協力要請)

第 2条 甲は、災害時に次の事項について乙に要請することができる。

(1)ターミナルにおける入庫から出庫までの運営

(2)ターミナルの運営に関する助言 。指導等を行 う物流専門家の派遣

(3)前各号に掲げるもののほか、甲乙双方が本協定による支援協力として行 うことを相当と認めた

事項

2 乙は、前項に定める事項について、自己の業務に支障がない範囲内で協力するものとし、甲はこれ

を確認する。

(要請手続)

第 3条 甲は、災害時におけるターミナルの運営等に関し、乙の応援を必要と認めるときは、次に掲げ

る事項を明示 して、乙の応援を文書により要請するものとする。

(1)災害の状況及び応援を要請する事由

(2)応援を必要とする 。荷役機械数・種類及び人員

(3)応援を必要とする期間及び活動内容

(4)そ の他参考となる事項

2 前項の規定にかかわらず、市内において震度 6以上の揺れを観測した場合は、速やかにターミナル

の運営業務に従事すること。その他、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請するこ

ととし、その後速やかに文書を提出するものとする。

(報告)

第 4条 乙は、前条の規定により応援に従事した場合は、すみやかに、甲に対 し、次に掲げる事項を文

書により報告するものとする。

(1)従事者名簿

(2)従事 日

(3)使用 した資機材

(4)そ の他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、電話等により報告 し、事後、文書を提出するもの

とする。

(費用の額)

第 5条 協力業務の実施に要した費用の額は、法令等で定めるものを除くほか、乙の資機材の使用料に

関しては時価相場相当額、荷役作業に関しては関わる人員の日当費相当額を基準として算定 し、甲乙

間の協議のうえ決定するものとする。

(支払等)

第 6条 乙は前条に基づき決定した額を甲に請求するものとし、甲は災害発生による混乱が沈静化 した

後、速やかに支払 うものとする。
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(通知)

第 7条 甲は、乙の協力協議の円滑な実施のため甲の施設の配置等に関して重要な変更が生じたときは、

乙に通知するものとするc

(連携 )

第 8条  |―|」 及び乙は、本協定の実施に当たり相互に連携を図るものとするc

2 この協定に関する連絡責任者は、「||においては松本市危機管理課長、乙においては松本営業支店長

とする。

13 甲は、その主催する防災副|1練 に乙の参加の要請をすることができるcこ の場合において、乙は、甲

から防災訓練参加の要請があった場合は、自己の業務に支障がない範囲内で参加するものとするc

(有効期間)

第 9条  この協定の締結期間は、協定締結の日から1年間とするしただし、有効期間満了の301」 前ま

でに甲乙いずれからも何らの中出がないときは、期間満了の 11か ら1年間延長するものとし、以後も

同様 とするの

(協議 )

第10条  この協定に定めがない事項又はこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定める

ものとするc

この協定の締結を証するため、本書 2通を作成 し、甲乙記名押印のうえ、各自1通 を保有する。

令和 3年 3月 31日

甲

乙

松本市丸の内 3番 7号

松本市長  臥雲 義

懸ヨ蘊詞
」凹聞塞|

l口

|ミロ1:fil

伊那市中の原 8228番 167号
日本通運株式会社伊那支店

支店長   笠井 俊
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災害時における石油類燃料の供給等に関する協定書

松本市（以下「甲」という。）、長野県石油商業組合（以下「乙」という。）及び長野県石油商業組

合中信支部（以下「丙」という。）は．地震、風水害、その他の災害が発生し又は発生する恐れがある

場合（以下「災害時」という。）において、甲が必要とする石油類燃料を乙及び丙が優先かつ安定的な

供給を行うため、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第1条　この協定は、災害応急対策活動に必要な石油類燃料を、地元石油販売事業者の協力を得ること

により確保し、以って市民生活の早期安定を図るため、乙及び丙の所有する石油類燃料の甲への供給

等に関し、必要な事項を定めるものとする。

（協力要請）

第2条　災害時等において、甲は、乙及び丙並びに丙の会員（以下「乙及び丙等」という。）に対して、

次の各号について協力を要請することができるものとする。

（1）甲が指定する緊急車両等への石油類燃料の優先給油

（2）甲が指定する災害対策上重要な施設、避難所、医療機関及び社会福祉施設への石油類燃料の優先

提供

（3）乙及び丙等が取り扱う物資（第1号及び第2号で規定する石油類燃料を除く。）の供給及び要員

の動員等

（4）乙及び丙等の給油所における、帰宅困難者、被災者及び観光客（外国人を含む。）等（以下「帰

宅困難者等」という。）に対する一時休憩所としての施設の提供、水道水及びトイレの提供

（5）乙及び丙等の給油所における帰宅困難者等に対するラジオ、テレビ等による災害情報、地図等に

よる通行可能な道路情報、近隣の避難所に関する情報等の提堺

（6）乙及び丙等の給油所における傷病者である帰宅困難者等に対する救急要請及び簡易な応急手当等

の支援

2　前項の要請は、「石油類燃料の供給等要請書」（別記第1号様式）によるものとする。

ただし、緊急を要する場合は口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。

（支援の実施）

第3条　乙及び丙等は、前項の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲内において支援を実

施する。ただし、通信の途絶等により甲が乙及び丙等に要請できないと判断したときは、甲の要請を

待たないで支援を実施するものとする。

（報告手続）

第4条　乙及び丙等は、第2条第1項第1号から第3号までの協力を行った場合には口頭で甲に報告し、

その後、速やかに「救援実施報告書」（別記第2号様式）を提出するものとする。

（経費の負担）

第5条　第2条第1項第1号から第3号までの規定により、乙及び丙等が供給した石油類燃料の対価及

び乙及び丙等が行った運搬の費用（以下「費用」という。）については、原則として当該石油類燃料

の供給等を受けた者（以下「供給先」という。）が負担するものとし、災害発生時直前における通常

の価格を基準として、供給先と乙及び丙が協議のうえ決定するものとする。

（費用の支払）

第6条　供給先は、乙及び丙等からの請求があったときは、その費用を速やかに支払うものとする。
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（事故等）

第7条　乙及び丙等は、その石油類燃料の供給に際し、やむを得ぬ事由が発生し供給等を中断したとき

は、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。

（損害の負担）

第8条　第2条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲、乙及び丙が協議して定めるものとす

る。

（協力体制の構築）

第9条　甲、乙及び丙は、平常時から相互の連絡体制及び燃料の供給等についての情報交換を定期的に

行い、災害時等に備えるものとする。

2　甲、乙及び丙は、この協定を円滑に推進するために、事務担当者名簿を作成し相互に交換するとと

もに、平常時から石油類燃料等の備蓄及び安定供給に関し、必要な対策について協議するものとする。

（防災意識の向上）

第10条　乙及び丙は、組合活動を通じて、日常的に石油類燃料の備蓄、緊急時対応設備の整備等組合

員の防災意識の向上に努め、甲は、乙及び丙に対して必要な協力を行うものとする。

（市民への周知）

第11条　甲、乙及び丙は協力して、この協定の内容及び乙及び丙等の所在地等について市民へ周知を

図るものとする。

（協定の有効期間）

第12条　本協定の有効期間は協定締結日から1年間とし、有効期間満了までに、甲、乙及び丙から特

段の意思表示がないときは更新されるものとする。

（協議）

第13条　この協定に定めがない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲、乙及

び丙が協議の上、決定するものとする。

本協定締結の証として本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各1通を保有する。

平成25年12月16日

甲　長野県松本市丸の内3番7号

松本市長糸jL

乙　長野県長野市北条町25番地1

長野県石油商業組合

理事長和・転⊥乙

丙　長野県松本市中央1丁目23番1号松本商工会館3階

長野県石油商業組合中信支部

支部長　蛍蝉、萄レ
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災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定書

松本市(以下「甲Jという。)と、松塩筑木曽老人福祉施設組合(以Tf乙Jと

いう。)とは、災害時における福祉避難所の設置運営に関し、次のとおり協定を締

結する。

(目的)

第 1条 この協定は、松本市内で大規模な災害が発生した場合において、災害時要

援護者のうち高齢者(以下「要援護者(高齢者)Jという。)の避難援護のために

乙の運営する施設内において、福祉避難所を設置することについて、甲が乙に対し

て協力を要請するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この協定において、福祉避難所とは、松本市災害時要援護者支援プランに

基づき、要援護者(高齢者)が支障なく避難生活を送るために特別な配慮、がされた

避難所を指し、本人及び家族等の介助者を一時的に受入れる施設とする。

(対象者)

第3条 この協定における避難援護の対象となる者(以下「対象者Jとし、う。)は、

福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の要援護者(高齢者)で、

一般の避難所生活において何らかの特別な配慮、を要する者をし、う。

(福祉避難所として要請する施設)

第4条 甲から乙へ、福祉避難所として受入れの協力を要請する施設は、別表のと

おりとする。

(福祉避難所の開設)

第 5条 乙は、前条の要請を受けた時は、対象施設の被災状況や職員の参集状況等

に応じて、甲との協議のうえ、受入態勢を整えるとともに、福祉避難所を開設する

ものとする。

2 甲は、前条の対象施設へ移送を要する対象者の受入れについて、あらかじめ対

象施設に電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を記載した書面で要請するものとす

る。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(1) 対象者の氏名、住所、生年月日、心身の状況、連絡先等

(2) 介助者を伴う場合は、介助者の氏名、住所、続柄、連絡先

(3) 緊急連絡先、担当ケアマネジャーの氏名及び所属

(4) 福祉及び医療サービス利用状況

3 対象者の福祉避難所への受入れ時に、対象者の状況を的確に把握するため、出

来る限り家族等の同伴を求めるものとする。

(福祉避難所の開設期間)

第 6条 この協定における福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から 7日以内と

する。ただし、災害の状況により開設期間を延長する必要がある場合は、甲と乙の

協議のうえ、延長できるものとする。

2 甲は、乙が早期に本来の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難所

の早期閉鎖に努めるものとする。
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(対象者の移送)

第 7条 甲の要請に基づき、乙が受入れを了承した場合、福祉避難所への対象者の

移送は、原則として当該対象者の家族等が行うものとするが、困難な場合は、甲と

乙で協議して、その時の状況に応じた対策をとることとする。

(福祉避難所の運営等)

第8条 福祉避難所の運営は、乙の責任において行うものとし、甲は乙に協力する

ものとする。

2 乙は、対象施設の職員により、対象者及び家族等に対L、必要な食品、被服、

寝具、その他生活に必要な援助を行うものとする。

3 乙は、対象施設の職員により、対象者や家族等の相談等の日常生活上の支援、

及び対象者が必要とする福祉サービスや保健医療サービスを受けられるための支

援に努めるものとする。

(経費の負担)

第 9条 甲は乙に対し、対象者の受入れに要した経費について、災害救助法関連法

令等の定めるところにより、所要の実費を負担するものとする。

(個人情報の保護)

第 10条 乙は、福祉避難所の管理運営に当たり業務上知り得た、対象者又はその

家族等の固有の情報を漏らしてはならない。

(権利義務の譲渡等の制限)

第 11条 乙は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは

継承させ、文はその権利を担保に供してはならない。

(必要物資等の協議)

第 12条 甲及び乙は、本協定締結後、必要物資等について、あらかじめ協議する

ものとする。

(協定の有効期間)

第 13条 この協定の有効期間は協定締結後 1年間とし、印、乙いずれかより異議

の申し立てがない限り、毎年自動更新されるものとする。

(疑義の解決)

第 14条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じた場合は、

甲乙協議のうえ、定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、

各自 1通を保有する。

平成25年 1月 11日

(甲)所在地

名称

代表者職氏名

松本市丸の内 3番 7

松本市

松本市長菅谷
」

(乙)所在地

名称

代表者職氏名

一世
間
関
一

松亙 窃
|走λね
i嬉jT細
管立 匂2
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(別表)

福祉避難所として受入れの協力を要請する施設一覧

施設名称 所在 地

特別養護老人ホーム 岡田の里 松本市大字岡田下岡田 677番地 1

デイサービスセンター ジョ イフル岡田 松本市大字岡田下岡田 677番地 1

特別養護老人ホーム 四賀福寿荘 松本市刈谷原町613番地

特別養護老人ホーム やまびこの里 松本市大字今井4820番地 1

デイサービスセンターやまびこ 松本市大字今井4820番地 1

特別養護老人ホーム ちくまの 松本市波田 69 1 4番地 1

"・
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災害時における資機材リースの協力に関する協定書

松本市（以下「甲」という・。）と長野県建設機械リース業協会（以下「乙」とい

う。）は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合（以下

「災害時」という。）における応急対応に必要な資機材（以下「資機材」という。）の

リースに関して、次のとおり協定を締結する。

（趣　旨）

第1条　この協定は、災害時等において、資機材をリースする必要があると認められた

ときに、そのリースを迅速かつ円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

（リースの協力要請）

第2条　災害時において、甲が資機材のリースを必要とするときには、甲は乙に対して

調達可能な範囲において、協力を要請することができる。

（リースの実施）

第3条　乙は、前項の規定により、甲から資機材のリースの要請を受けたときは、その

緊急性にかんがみ、可能な範囲において、資機材のリー不を実施するものとする。

（リースの範囲）

第4条　甲が、乙に調達を要請する資機材は、次に掲げるものとする。

（1）別表に掲げる資機材

（2）その他乙の業務の範囲内で甲が指定する資機材

（要請の方法）

第5条　第2条に規定する甲の乙に対する要請手続は、資機材名、規格、数量、搬入場

所等を記載した文書（様式第1号）をもって行うものとする。ただし、緊急を要すると

きは、口頭又は電話等で要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。

（資機材のリース協力と報告）

第6条　乙は前条の規定により甲から要請を受けたときは、資機材のリースについて、

優先的に行うものとする。

2　乙は、甲からの要請事項を実施したときは、実施後速やかにその実施状況を報告書

（様式第2号）により甲に報告するものとする。

（資機材の搬入等）

第7条　資機材の搬入場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、甲は当該場所に職員

を派遣して資機材を確認のうえ引渡を受けるものとする。

2　甲が指定する場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運

搬が困難な場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。

3　甲は、乙が前項の規定により資機材を運搬する車両を優先車両として通行できるよ

う配慮するものとする。

（費用の負担）

第8条　第6条及び第7条‾の規定により乙がリースした資機材の対価及び乙が行った運
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搬等の費用については、甲が負担するものとする。

2　前項に1規定する費用は、乙が提出する報告書等に基づき、災害発生直前におけるリ

ース及び運搬等に係る適正価格を基準として、甲乙協議して定めるものとする。

（費用の支払い）

第9条　前条の規定に基づき、甲が負担する費用は、乙の請求により、甲が支払うもの

とする。

2　甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を支払うもの

とする。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものと

する。

（情報交換）

第10条　甲と乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平常時から相互の連絡体制及び

資機材のリース等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。

（協　議）

第11条　この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協

議して定めるものとする。

（有効期間）

第12条　この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもっ

て協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

この協定の成立を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

平成25年12月16日

甲　長野県松本市丸の内3－7

′松本市長

慶ぶメ
乙　長野県飯田市上郷黒田2731番地1

長野県建設機械リース業協会

会
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別表（第4条関係）

○発電機（2～3KVA）

○発電機（10～25KVA）

○インバーター発電機

○屋内用電圧調整器

○トランス昇圧・降圧

○水中ポンプ

○エンジンポンプ

○コードリール（屋内）

○コード

○投光機

○投光機

○投光機

○投光機

○軽トラ

○組立ハ

リール（屋外）

（500W・lKW）

（2灯式）

（4灯式）

（バルーン型）

ツク

ウス

○コンテナハウス（3坪クラス）

○コンテナハウス（4坪クラス）

○ツイントイレ

〇本水洗トイレ

○簡易水洗トイレ
○会議用テーブル

○折いす

○ホワイトボード（脚付）

○くず入れ

○コピー機

○レーザープリンター

（⊃ノートパソコン

○衛星電話

○コードレス電話

○ブルーヒーター

○石油ストーブ

○テレビデオ

○ファンヒーター

○扇風機
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09ヰマα年号耳鼻韓二つ由、G

等二つ（筆割合Z貨）量与巻渕脊α筆業ピコーヰ黄葉、封書マ苛1上空浮華業＼引ウ　Z
O㌢ヰマむ等㌢阜宰難〉娼措寮

㌢ヰ茸尉α由専念百号髄α7、手樽脅等し呼頭髪童を軍書二憧埋巧く寧由、羊クワ　等∠貨

（古瀬の首韻事α掌葉）
〇㌢ヰマα隼ら封孝筆葉QT二世封の首製童αワ、羊ク∠′喜べ妄評E

O－卓立α隼9本婁由Q了こう（筆封

与l貨）量墨壷韻事α暴業ピコーヰ黄葉、羊鳩マ9本岩垂孝渕妻α蟹栄二7、割由　Z
O94才α隼管卓立膵マ

二号阜累重々韻事α筆業1塵＝7、ユり洋二樽著等1別艦首沌累苛瀬寮＼封由　等9貨

（墨壷α案薫）
09本耳鼻管ヰ転牽こう

現第号1封据普沌墨苛搭乗⊂ノー、よ鞄穎葦塘図津守こ〉吋昭卜」計量眉目信f封申有朋剥

考、与　α智事管りユ1描寮二髄瀦寮、羊鼻㌢卓立津守二㌢封事々渦巻α蟹業　等9貨

（尊号卓立沌　二㌢封事々暴業）
094才（0（＼へマ

「∠′喜べ∈辞」⊥摺）旨薫製α訂黄葉㌢耳鼻習α冒与働ひ7、冒与磯也7、立身㌢

ヰ旦孝遊軍亜草葉㌢爆雷二！（与C9L貨彰筆立ZC日報8）肇適草葉＼羊ク農場妻α嚢業　等ウ貨

（鼻弱音α掌業）
09本マα隼ら彩コう些引裂転羊クワ、1空尉尊書封考量牙ユ1座コうワ引由

、羊鳩マ萱頬麗耳管攣蛸壷牙㌢ヰ訊他堪一割Ⅹ鳩車、町由考案業、よ恵与脅㌢攣沌叫立

坪㌢ヰ寄算沌肇萄評判五、1専務沌事笥野ユ∴　洋二娼瀬寮、ようq封二倍解α敏雄　Z
09ヰ才筆叢萱頬望こう等Z貨（与C9L貨彰軍事ZC哩払）筆適草葉、羊慢叫び蟹業　等E貨

（受軸α繋栄）
0　り孝与魯㌢叫与頬澄耳管叫専割雑鰭鞄紳輔寮音響引　⊂大学

、1酢萄尋凶離Z確執沌現補強寮、引考古番号1射庶普沌塾苛揃密告頬葺二憧鯉　等Z貨

（誓書）
09ヰマ切目孝マ二㌢国々葺等切取割α冒封9封洋二慨苛瀦歌マ丁

叫び市勢轟音を封洋二憧据寮、G軍コほ二号切望孝放棄考量牙αユし苛撃つ順等9本

韻事考案業沌7、ユ＼へ鐸二つ（○与、へマ「娼瀦寮」⊥摺）迎接寮等1富謹沌由、コ将箸

等1射庶普沌累苛謝寮α習事、1青熟字葺㌍α畠醤琳コ瑚要せ功、封書翳α二　等l貨

（岩野）
09本鞍頻々普翳G洋才α軍一1離コ憎耀α（○与、用「嚢業」⊥摺）筆業

ピコ一五受章αユ1ニ子種蟄∠′喜べ妄辞萱封浮こう軸喜怒α烏輩恥、引（0ら＼へマ「r2」

⊥摺）濾富封車与髄業凶等兇暴青葉受章者題普マ（0与、へマ「由」⊥摺）望車覇

葦訝計紅摘犯爛儲紗軒削Gト宣屈ま㌢障告鳩嘩灘
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（費用の負担）

第8条　乙が業務の提供するために要した化粧品等の消耗品（以下「消耗品」とい，

う。）にかかる費用は甲の負担とする。

2　前項の費用は、当該消耗品の通常価格を基準として、甲乙協議のうえ決定する。

（費用の請求及び支払い）

第9条　乙は、業務終了後、速やかに前条第2項の規定により決定した消耗品の費用を

明細書を添付のうえ甲に請求するものとする。

2　甲は、前項による乙の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに支払うも

のとする。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うも

のとする。

（損害賠償）

第10条　甲は、甲の責に帰すべき事由により乙に損害を与えた場合は、乙に対して当

該損害を賠償するものとする。

2　乙は、業務の実施中に、乙の責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた

場合は、速やかに甲に報告するとともに、当該損害を賠償するものとする。

3　乙は、前条の賠償責任に対応するため、業務開始前にボランティア保険に加入する

ものとする。

（資料提供及び組合員名簿の提出）

第11条　甲は、乙に対して避難所の所在地等の防災関係資料を提供するものとする。

2　乙は、毎年1回、組合員名簿（所在、氏名及び連絡先が記載されたもの）の見直し

を行い、変更が生じたときは、直ちに甲に提出するものとする。

（協定の有効期間）

第12条　この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって

協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

2　協定の終了の通知は、終了日の3カ月前までに行うものとする。

（協議）

第13条　この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場

合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。

この協定成立を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

平成26年3月14日

甲　長野県松本市丸の内3－7

松本市長

鼻息
乙　長野県松本市本庄2－3－12　山田ビル

長野県美容業生活衛生同業組合中信支彗
十■†「T E：＝　　　　　▲　　　　■　　　　」　■支部長竹蘭イニ
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災害時における理容サービス業務の提供に関する協定書

松本市（以下「甲」という。）と長野県理容生活衛生同業組合松本支部（以下「乙」

という。）は、地震等の災害時におけるボランティア活動としての理容サービス業務

（以下「業務」という。）の提供に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第1条　この協定は、松本市内に地震等の災害が発生し、住民の避難生活が長期化した

場合に、甲が設置した避難所（以下「避難所」、という。）において、乙が業務を提供

するためにあたっての必要な事項を定めることにより、避難所における公衆衛生の向

上と避難生活における住民の精神的安定を図ることを目的とする。

（定義）

第2条　前条に定める避難生活が長期化した場合とは、避難状態が概ね2週間を経過し、

かつ引き続き避難状態が継続されると認められる場合をいう。

（業務の内容）

第3条　業務の内容は、理容師法（昭和22年法律第234号）第1条の2に定める業務とす

る。

2　前項の規定に係わらず、避難所において感染症が発生し、又は感染症が発生するお

それがある場合等で、業務を中止、中断又は一部制限する必要があると認めるときは、

甲は乙に対して必要な措置を指示し、乙は当該指示に従うものとする。

（業務の提供者）

第4条　業務の提供者は、理容師法（昭和22年法律第234号）に定める理容師免許を有

する者で、乙の組合員の経営する美容店の従業員（以下「ボランティア」という。）

とする。

（業務を受けることができる者）

第5条　業務の提供を受けることができる者は、避難所に避難している住民のうち、身

体的理由により理容店へ出向くことが困難な状態で、かつ避難生活が長期化した状態

に該当する者とする。

（業務の要請）

第6条　甲は、避難生活が長期化した場合において、乙に対し業務の提供を要請するこ

とができるものとする。

2　甲は、乙に業務の提供を要請するときは、理容サービス業務の提供要請書（第1号

様式）により申請するものです。

3ボランティアは、乙の要請及び指示により業務を行うものとする。

（業務の提供及び報告）

第7条　乙は、甲から前条に定める要請があった場合は、乙の組合員等を甲の指定する

避難所へ派遣するものとする。

2　乙は、業務が完了したときは、理容サービス業務の提供報告書（第2号様式）によ

り、甲に報告するものとする。
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（費用の負担）

第8条　乙が業務の提供するために要した化粧品等の消耗品（以下「消耗品」とい

う。）にかかる費用は甲の負担とする。

2　前項の費用は、当該消耗品の通常価格を基準として、甲乙協議のうえ決定する。

（費用の請求及び支払い）

第9条　乙は、業務終了後、速やかに前条第2項の規定により決定した消耗品の費用を

明細書を添付のうえ甲に請求するものとする。

2　甲は、前項による乙の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに支払うも

のとする。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うも

のとする。

（損害賠償）

第10条　甲は、甲の責に帰すべき事由により乙に損害を与えた場合は、乙に対して当

該損害を賠償するものとする。

2　乙は、業務の実施中に、乙の責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた

場合は、速やかに甲に報告するとともに、当該損害を賠償するものとする。

3　乙は、前条の賠償責任に対応するため、業務開始前にボランティア保険に加入する

ものとする。

（資料提供及び組合員名簿の提出）

第11条　甲は、乙に対して避難所の所在地等の防災関係資料を提供するものとする。

2　乙は、毎年1回、組合員名簿（所在、氏名及び連絡先が記載されたもの）の見直し

を行い、変更が生じたときは、直ちに甲に提出するものとする。

（協定の有効期間）

第12条　この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって

協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

2　協定の終了の通知は、終了日から3カ月前までに行うものとする。

（協議）

第13条　この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場

合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。

この協定成立を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

平成26年3月14日

甲　長野県松本市丸の内3－7

松本市長

泉、ふ
乙　長野県松本市中央1－21－3

長野県理容生活衛生同業組合松本支部

支部長ムロ肴
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災害発生時における段ボール製品の調達に関する協定書

松本市（以下「甲」という0）と王子コンテナー株式会社（以下「乙」という。）

とは、災害発生時における段ボール製品の調達に関して、次のとおり協定を締結す

る。

（趣旨）

第1条　この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第2条第1号

に規定する災害が発生又は発生するおそれがある時において、避難所の設営等に

おいて必要な物資の調達に関し、必要な事項を定める。

（協力の要請及び受諾）

第2条　甲は、災害時に物資の調達が必要となった場合は、救援物資供給要請書（様

式第1号）により乙に協力を要請できるものとする。ただし、緊急を要する時は、

口頭又は電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。

2　乙は、甲からの要請をできる限り受諾するよう努めるものとする。

（物資の種類）

第3条　前条の物資の種類は、次に掲げるものとする。

（1）段ボール製簡易ベッド

（2）段ボール製シート

（3）段ボール製間仕切り

（4）その他乙の取扱商品

（手続等）

第4条　乙は、甲の指定する場所に物資を搬送し納品するものとする。その際に、

甲は職員をもってこれを確認させ、受け取るものとする。

2　乙は、搬送終了後、速やかに救援物資供給完了報告書（様式第2号）により甲

に報告するものとする。

（経費の負担）

第5条　甲は、乙に対し、前条の規定により納品された物資の費用及び物資の運搬

に要する費用について負担するものとする。

2　前項に掲げる経費の価格は、災害時の直近の価格を基準とし、甲乙協議のうえ

定めるものとする。

（経費の支払）

第6条　経費は、乙が甲に請求するものとし、甲は請求書を受け取った日から起算

し、30日以内にこれを支払うものとする。ただし、甲が予算措置を必要とする

場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
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（連絡窓口）

第7条　甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、相手方に通知しなければ

ならない。また、連絡窓口を変更したときも同様とする。

（有効期間）

第8条　この協定書の有効期間は締結の日から平成29年3月31日までとする。

ただし、期間満了の日の30日前までに、相手方に対し文書による終了の意思表

示が無い場合は、更に1年間継続するものとし、以後この例による。

（疑義の解決）

第9条　この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関して疑義が生じたとき

は、その都度甲乙協議のうえ、定めるものとする。

この協定の成立を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、

各自1通を所持する。

平成28年11月18日

（甲）長野県松本市丸の内3番7号

松本市長

（乙）長野県安曇野市豊科5050－8

王子コンテナー株式会社　長野工場
ノ斉二・：、、

工場長　躯軋路軋喀
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災害発生時における段ボール製品の調達に関する協定書

松本市（以下「甲」という。）とレンゴー株式会社（以下「乙」という。）とは、

災害発生時における段ボール製品の調達に関して、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第1条　この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第2条第1号

に規定する災害が発生又は発生するおそれがある時において、避難所の設営等に

おいて必要な物資の調達に関し、必要な事項を定める。

（協力の要請及び受諾）

第2条　甲は、災害時に物資の調達が必要となった場合は、救援物資供給要請書（様

式第1号）により乙に協力を要請できるものとする。ただし、緊急を要する時は、

口頭又は電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。

2　乙は、甲からの要請をできる限り受諾するよう努めるものとする。

（物資の種類）

第3条　前条の物資の種類は、次に掲げるものとする。

（1）段ボール製簡易ベッド

（2）段ボール製シート

（3）段ボール製間仕切り

（4）その他乙の取扱商品

（手続等）

第4条　乙は、甲の指定する場所に物資を搬送し納品するものとする。その際に、

甲は職員をもってこれを確認させ、受け取るものとする。

2　乙は、搬送終了後、速やかに救援物資供給完了報告書（様式第2号）により甲

に報告するものとする。

（経費の負担）

第5条　甲は、乙に対し、前条の規定により納品された物資の費用及び物資の運搬

に要する費用について負担するものとする。

2　前項に掲げる経費の価格は、災害時の直近の価格を基準とし、甲乙協議のうえ

定めるものとする。

（経費の支払）

第6条　経費は、乙が甲に請求するものとし、甲は請求書を受け取った日から起算

し、30日以内にこれを支払うものとする。ただし、甲が予算措置を必要とする

場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
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（連絡窓口）

第7条　甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、相手方に通知しなければ

ならない。また、連絡窓口を変更したときも同様とする。

（有効期間）

第8条　この協定書の有効期間は締結の日から平成29年3月31日までとする。

ただし、期間満了の日の30日前までに、相手方に対し文書による終了の意思表

示が無い場合は、更に1年間継続するものとし、以後この例による。

（疑義の解決）

第9条　この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関して疑義が生じたとき

は、その都度甲乙協議のうえ、定めるものとする。

この協定の成立を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、

各自1通を所持する。

平成28年11月18日

（甲）長野県松本市丸の内3番7号

松本市長

悉≠

（乙）長野県長野市大字稲葉字日詰沖1731

レンゴー株式会社　長野工場

工場長 汐
仇
仁

／一・■川∽U・瞥
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別記様式（第３条関係）  

年  月  日 

 

様 

                    松本市長  

 

施設使用要請書 

 

災害ボランティアセンター駐車場の使用に関する覚書第３条により、次のとおり貴

施設の使用について要請します 

 

 

１ 要請事項 

使用施設名 イオン株式会社南松本店 平面駐車場の一部 

使用内容 災害ボランティアセンター駐車場  

使用部分 別紙図のとおり 

使用開始日時 年  月  日（  ）  時   分 

使用期間  

駐車場使用責任者  

使用理由  

備考  

 

２ 留意事項 

⑴ 一部使用の範囲は、ジャスコ㈱南松本店の自衛消防活動及び事業運営を阻害し

ない範囲とします。 

⑵ 善良な管理者の注意をもって使用します。  

⑶ 使用を終了するときは、現状に復します。  
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災害時における交通及び地域安全の確保等に係る業務に関する協定

松本市（以下「甲」という。）と一般社団法人長野県警備業協会（以下「乙」という。）

とは、本市内において地震、風水害その他の大規模災害等が発生し、又は発生のおそれがあ

る場合（以下「災害時」という。）における交通及び地域安全の確保等に係る業務に関して、

次のとおり協定を締結する。

（目的）

第1条　この協定は、災害時等において交通及び地域安全の確保のため、甲が乙の協力を得

て災害応急対策業務を迅速かつ円滑に行い、もって市民生活の早期安定等を図ることを目

的とする。

（協力の内容）

第2条　この協定により甲が乙に協力を要請する業務は、次のとおりとする。

（1）災害時等における緊急交通路の誘導並びに災害現場での安全確保等に関する業務

（2）被災地における防火・防犯の安全パトロール

（3）避難所及び救援物資備蓄場所等の安全確保のための業務

（4）被災状況等の情報提供業務

（5）その他甲において必要と認める安全確保のための業務

（要請）

第3条　甲は、災害が発生し、前条に規定する業務の遂行において乙の協力が必要と認める

ときは、乙に対して、文書（様式第1号）をもって協力を要請するものとする。

ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等で要請し、事後速やかに文書を提出する

ものとする。

2　業務に従事する者は、当該要請業務に対する専門的知識及び技能を有する者とし、当該

警備員が所属する警備事業者の指揮により、甲の指定する業務に従事するものとする。

（業務の実施）

第4条　乙は、前条の要請を受けたときは、特別の理由がない限り、その要請に従って当該

業務を実施するものとする。

2　甲は、要請を受けて業務に従事する乙の会員に対し、その業務の内容に応じ必要な情報

等を提供する。

（報告）

第5条　乙は、甲からの要請事項を実施した時は、実施後その実施状況を文書（様式第2

号）により速やかに甲に報告するものとする。

（費用の負担）

第6条　第2条の規定に基づく業務に要した費用は、甲が負担する。

2　前項に規定する費用は、別紙「警備料金の単価内訳表」に基づき算定する。

（費用の支払い）

第7条　前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。

2　甲は、前項の請求があっ五ときは、その内容を確認し、速やかに費用を支払うものとす
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る。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。

（災害補償）

第8条　第2条の規定により業務に従事した警備員か、本協定に基づく業務の実施により災

害を受けた場合の補償は、出動警備員の使用者たる警備事業者の責任において行うものと

する。

（第三者に対する損害賠償）

第9条　第2条の規定に基づく業務中に、第三者に対して損害を与えたときは、甲と乙の双

方が誠意を持って協議し解決するものとする。

（訓練）

第10条　乙は、甲が企画する防災訓練等に参加するとともに、平素から災害時を想定した訓

練に努めるものとする。

（出動可能人員等の把握）

第11条　乙は、警備事業者ごとの出動可能人員等を地域別に把握し、毎年甲に通知するもの

とする。

2　甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定めて相手方に報告し、災害が発生したときは、

速やかに相互に連絡をとるものとする。

（協議）

第12条　この協定及び実施細目に定めのない事項や疑義が生じたときは、その都度甲、乙協

議して定めるものとする。

（有効期間）

第13条　この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協

定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有

する。

平成26年3月14日

甲　長野県松本市丸の内3－7

松本市長糸瓜メ

乙　長野市中御所一丁目5番1号
一般社団法人長野県警備業協会

会長憬呵

●－■‾‾▲二二二ふニ
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災害時における隊友会の協力に関する協定書

松本市 (以下 「甲」とい う。)と 公益社団法人隊友会長野県隊友会松本支部 (以下

「乙」とい う。)は、この公益 目的事業の一環 として、大規模な災害等から市民の生

命、身体及び財産を守るために行 う協力活動 (以下 「協力」とい う。)に関して次の

とお り協定を締結する。

(目 的)

第 1条  この協定は、松本市において災害対策基本法 (昭和 36年法律第 223号 。

以下「災害対策法」とい う。)第 2条第 1号に規定する災害により市民の生命、身

体及び財産に重大な被害が生 じ、又は生 じる恐れがあると甲が判断した場合にお

いて、甲が乙に対 して協力を要請する際に必要な事項を定めることを目的とする。

(協力内容 )

第 2条  甲が乙に対 して要請する協力の内容は、次のとお りとする。

(1)災害関連情報の収集及び伝達

(2)自 主防災活動への参加及び協力

(3)そ の他、甲が必要 と認める応急対策業務

2 前項に規定する乙の活動は、自己の安全を確保できる範囲とする。

3 同条第 1項第 1号に関する収集活動は、自己の周辺において視認、聴取により

収集可能なものとする。

(協力要請 )

第 3条  甲は、必要があると認めるときは、前条に定める協力を乙に要請すること

ができるものとする。

2 協力要請は文書によるものとする。ただ し、緊急やむを得ない場合は、口頭又

は電話等により要請することができる。 この場合、要請後速やかに文書を送付す

るものとする。

3 甲は、乙による協力の必要がなくなったときは、速やかに文書により乙に通知

するものとする。

4 乙は、甲の要請に基づき、可能な範囲において、協力に応ずるものとする。

(防災訓練への参加 )

第 4条 本協定の実効性を確保するために、甲は乙に対 し、甲が主催する防災訓練

への参加を要請することができる。

2 乙の会員が訓練等に参加するための旅費は、自己負担 とする。

3 甲は、平素から、協力に資する情報の提供等を行 うものとする。

(経費の負担)

第 5条 乙が協力を行うために要した経費については、乙の負担とする。
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(損害補償 )

第 6条 甲は、要請により第 2条第 1項各号の協力をした乙の会員が死亡し、負傷

し、若 しくは疾病にかか り、または障害の状態 となった場合で、災害対策法、そ

の他関係する法律または条例 (以下 「関係法令」とい う。)で規定する損害補償等

の要件に該当するときは、関係法令の規定に基づき、その者又はその遺族等が、

これ らの原因によって受ける損害を補償するものとする。

2 乙はこの協定を実施するに当た り、必要に応 じて 「ボランティア活動保険」に

加入するものとし、乙の会員の事故及び トラブルに対処するものとする。

(協力のための準備 )

第 7条 乙は、平時から大規模な災害発生時における連絡体制を整備するものとす

る。

2 乙は、平時から地域の自主防災組織が行 う各種事業に積極的に参加、協力する

ものとする。

3 乙は、毎年 3月 31日 までに緊急連絡先及び協力可能人員等を甲に通知するも

のとする。

(協議 )

第 8条  この協定に定めのない事項、又はこの協定に関 して疑義を生 じた事項につ

いては、甲乙協議の上定めるものとする。

(有効期間)

第 9条 本協定の存続期間は、協定書締結の 日から 1年間とする。ただ し、期間満

了前 2ヵ 月までに甲又は乙が別段の意思表示を行わないときは、更に 1年間延長

するものとし、以後においても同様 とする。

この協定の締結を証するため、本書 2通 を作成 し、甲乙が記名押印の上、各 自そ

の 1通 を保有する。

平成 31年 3月 26日

甲 松本市丸の内 3番 7号

松本市長

乙 松本市松原 67-11
公益社団法人隊友会長野県隊友会松本支部

″
静多
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/疇″

~

支部長
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災害時における地図製品等の供給等に関する協定書

松本市 (以 下「甲」とい う。)と 株式会社ゼンリン (以下 「乙」とい う。)と は、第 1条第(1)号

に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等 (第 2条 に定義 される)を 甲に供給すること等に

ついて、以下のとお り本協定を締結する。

(目  的)

第 1条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。

(1)甲 の区域内で災害対策基本法第 2条第 1号に定める災害が発生 し、又はそのおそれがある

場合において、甲が災害対策基本法第 23条の 2に基づく災害対策本部 (以 下「災害対策本部」

とい う。)を設置したとき又は災害対策本部運営訓練 (以下、「防災訓練」という。)実施時

の、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。

(2)甲 乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通 じ、甲及び乙が連携 して、防災・減災に

寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努める

こと。

(定 義 )

第 2条 本協定において以 下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。

(1) 「住宅地図」とは、松本市全域を収録 した乙の住宅地図帳を意味するものとする。

(2) 「広域図」とは、松本市全域を収録 した乙の広域地図を意味するものとする。

(3) 「ZNET TOWN」 とは、乙の住宅地図インターネ ット配信サー ビス「ZNET TOWN」 を意

味するものとする。

(0 「ID等」とは、ZNET TOWNを 利用するための認証 ID及びパスワー ドを意味するものと

する。

(5)「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及び ZNETTOWNの 総称を意味するものとする。

(地図製品等の供給の要請等)

第 3条 乙は、甲が災害対策本部を設置 したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製

品等を供給するものとする。

2 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書 (以 下「要請書」とい う。)

を乙に提出するものとする。但 し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対 して要請で

きるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。

3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。

4 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとお りとする。

(1)乙 が供給 した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意 した場合を除き有償とする。

(2)地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。

(地図製品等の貸与及び保管)

第 4条  乙は、第 3条第 1項の規定に基づく地図製品等の供給 とは別途、本協定締結後、甲乙別途

定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID等 を甲に貸与するもの

とする。なお、当該貸与にかかる対価については無償 とする。

2 甲は、前項に基づき乙が貸与 した住宅地図、広域図及び ID等 を甲の事務所内において、善良

なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の

更新版を発行 したときは、乙は、甲が保管 している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から

当該住宅地図及び広域図を引き取 りかつ更新版 と差 し替えることができるものとする。

3 乙は、必要に応 じ、甲に対 して事前に通知した うえで、甲による地図製品等の保管・管理状況

等を確認することができるものとする。
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(地図製品等の利用等)

第 5条 甲は、第 1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置 したとき又は防災訓練実施時は、災害

応急対策、災害復旧・復興及び防災訓練にかかる資料として、第 3条又は第 4条に基づき乙から

供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行 うことができるものとする。

(1)災害対策本部設置期間中又は防災訓練実施時の閲覧

(2)災害対策本部設置期間中又は防災訓練実施時、甲乙間で別途協議の うえ定める期間及び条

件の範囲内での複製

2 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始 したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告

するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保

管・管理するものとする。

3 甲は、第 1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該

防災業務を統括する部署内において、広域図及び ZNET TOWNを 利用することができるものと

する。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、

ZNET TOWNを 利用する場合は、本協定添付別紙の ZNET TOWN利用約款に記載の条件に従

うものとする。

(情報交換)

第 6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行 うとともに、相互の連携体制を整備 し、

災害時に備えるものとする。

(有効期間)

第 7条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結 日から1年間とする。但 し、当該有効期間満

了の 3ヶ 月前までに当事者の一方から相手方に対 し書面による別段の意思表示がない限 り、本

協定は更に 1年間同一条件にて更新 されるものとし、以後も同様とする。

(協 議 )

第 8条  甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生 じた場合には、両当事者は誠意を

もって協議 し解決に努めるものとする。

以上、本協定の成立を証するため、本書 2通を作成 し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各 1通を保

有する。

令和元年 11月 26日

甲)松本市丸の内 3番 7号

松本市長   菅 谷

乙)長野市三輪荒屋 1151-1

株式会社 ゼンリン

新潟 。長野エ リアグループ

エ リアグループ長 出 り||
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【添付別紙1

ZNET TOWN利用約款

(定 義)

第 1条  本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとしま

す。

(1)「 ID等」

本サービスを利用するための認証 ID及びパスワー ドをいいます。

(2) 「アクセス権者」

対象機器を使用する甲の職員であり、かつ、ID等を使って本システムにアクセスする者を

いいます。

(3) 「対象機器」

甲の庁内 LANに接続 された端末機器及び庁内業務での利用に限った端末機器をいいます。

(4) 「本サービス」

乙がアクセス権者からの要求に応 じて本システムから対象機器に対 して本データを送信す

るサービスをいいます。

(5) 「本システム」

本サービスを提供するための乙が第二者に管理・運用を委託するWWWサ ーバ、回線、周

辺機器等の一連のシステムをいいます。

(6) 「本データ」

本サー ビスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一

般種アイコン、その他各種データをいいます。

(本約款の適用 )

第 2条 本約款は、本協定書の内容の一部を構成するものとし、本サー ビスを甲が利用することに

関す る一切に適用 され るもの とします。

(本サービスの内容)

第 3条 乙は、本サービスの内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるもの

とします。

(本サービスの中断・中止 )

第 4条  乙は、本サービスの改善などの理由により、甲に対する事前の通知なく本サービス内容の

変更、追加、削除を行 うことができるものとします。

2 乙は、乙の事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するものとします。

3 乙は、甲が本約款に違反 したときは、事前の催告を要することなく、本サー ビスの提供を中止

することができるものとします。

(本データの使用許諾 )

第 5条  乙は、甲に対 して、本データについて、以下の権利 を非独 占的に許諾 します。

(1)対象機器上で閲覧すること。

(2)本サー ビスにおいて予め備 えられた機能を用いて、対象機器に PDF形 式でダウンロー ド

し、当該ダウンロー ドした対象機器 に保存 し、当該保存 した本データを甲の防災業務内で使

用す ること。

(3)本サー ビスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定の対象機器が設置 された部署

内における防災業務の 目的において紙媒体に印刷出力すること (本号に基づき印刷出力 した

本データを以下 「印刷地図」 とい う。 )。

(甲 の遵守事項)
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第 6条 甲は、以下の事項を遵守するものとします。

(1)ア クセス権者に限 り、乙に本データの送信を求めさせること。

(2)ID等 を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第二者に使用又は利用

させないこと。

(3)乙の指定する利用環境を確保・維持すること。

(の 本条第(1)号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について現

時点で取 り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。

(5)本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データの一部でも複製、加工、改変、出力、抽

出、転記、送信その他の使用及び利用をしないこと。

(6)本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ (形態の如何を問わず、その全部又は

一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。)の一部でも有償無償を問わず、又は

譲渡・使用許諾、送信その他いかなる方法によっても第二者に使用させないこと。

(7)本データを印刷出力するにあた り以下の事項を遵守すること。但 し、事前に乙の許諾を得

た場合はこの限 りではないものとします。

イ) 印刷地図を第 5条第(3)号所定の目的以外の目的で使用又は利用 しないこと。
口) 乙の指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。

ハ) 印刷地図を製本、冊子、ファイ リング等のまとめた形態又は印刷地図同士を貼 り合わ

せた形態にして使用及び利用 しないこと。
二) 印刷地図を第二者に配布 しないこと。

ホ) 印刷地図のサイズはA3判以下とすること。

(8)本サー ビスの利用状況の記録 (対象機器の台数、設置場所、アクセス権者の数等)を作成

し、かつ、乙が要請 した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。

(不保証及び免責)

第 7条  乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するもの

ではないものとします。

2 乙は、甲の本サービスの利用に伴い、甲又は第二者が被った損害について免責されるものとし

ます。

(権利の帰属 )

第 8条 本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾 した第二者に帰属

するものとします。

(その他 )

第 9条  甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本約款に基づ く本サー ビスの利用権を他に譲

渡 し又は担保に供 してはならないものとします。

以  上
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松本空港消火救難対策実施要領 

 

（目的） 

第1条 本要領は、松本空港内における航空機事故、地震等による災害又は建物火災等（以下「緊

急事態」という。）に際し、松本空港管理事務所職員及び松本空港内に事務所、営業所等を有す

る現地関係機関の職員を隊員として編成する松本空港消火救難隊（以下「消火救難隊」という。）

が一貫した消火救難活動を実施し、被害の防止又は軽減を図ることを目的とする。 

（編成） 

第２条 消火救難隊には、隊長1名、副隊長1名をおくほか、次の各班をもって編成し、各班の担当

業務は別表第１のとおりとする。 

（１）通報連絡班 （２）消火班 （３）救護誘導班 （４）警備班 

２ 隊長は松本空港管理事務所長を、副隊長は国土交通省東京航空局松本空港出張所長をもってあ

て、班長は隊員の中から隊長があらかじめ指名するものとする。 

３ 各班の編成は別表第２のとおりとする。 

（隊員の選任等） 

第３条 現地関係機関の長は、当該機関の職員のうちから隊員をあらかじめ選任し、隊長に届け出

るものとする。これを変更しようとする場合も同様とする。 

２ 現地関係機関の長は、隊長の指示があるときは、隊員以外の人員派遣及び車両等の機材の提供

について協力するものとする。 

（任務等） 

第４条 隊長は緊急事態の発生により消火救難活動の必要を認めたときは、速やかに現地関係機関

の長に対し、隊員の出動を要請し、緊急配備につかせるとともにその活動を命じ、隊員を指揮監

督するほか、本部の任務の一切を掌理する。 

２ 副隊長は、隊長の職務を補佐するとともに、隊長不在のときはその職務を代行する。 

３ 班長は、隊長の命に基づき班員を指揮監督し、それぞれの任務達成に努めるものとする。 

４ 班員は、班長の指揮のもとに各々その与えられた任務達成のため行動するものとする。 

（事故の通報及び応急処置） 

第５条 隊員は、緊急事態の発生を発見したとき又はそのおそれのあるときは、別表第３により、

速やかに口頭もしくは電話等をもって事故発生の旨を隊長に通報するとともに、被害防止のため

臨機応変の処置をとらなければならない。 

（隊員の出動） 

第６条 隊員は、隊長より出動の要請があった場合は、航空機事故にあってはエプロン、地震等に

よる災害又は建物火災にあっては駐車場、その他の事故のときは別に指定する集合地点に速やか

に集合し、隊長の指示を受けるものとする。 

（消火救難器材の整備） 

第７条 各班長は、事故等の発生に備え、その任務達成上必要な器具、備品等について常時点検す

るとともに、これを整備しておかなければならない。 

（隊員の表示） 

第８条 隊員は、出動およびその行動にあたっては、所定の腕章をつけその身分を表示するものと

する。 

（演習） 

第９条 消火救難隊は、隊長の指揮のもとに、定期的に総合訓練を実施するものとする。 

（その他） 

第10条 航空機給油取扱所における対応は、別に定める「航空機給油取扱所における地震等の災害

時措置要領」によるものとする。 
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（その他） 

第11条 隊長は、必要に応じてこの要領を実施するための実施細目を、別途定めることができる。 

 

附 則 

 この要領は、平成６年７月２６日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成２２年６月１７日から施行する。 

 

別表第１ 

各班の担当業務 

班     名 担  当  業  務  内  容 

通 報 連 絡 班 
関係機関への通報連絡、事故に関する情報収集、各班との連絡調整、報

道関係者への対応 

消 火 班 消火活動及び現場保存のための整備 

救 護 誘 導 班 事故現場での罹災者の救護、旅客等の避難及び誘導 

警 備 班 
関係者以外の空港内立入規制、待合客、見学者等部外者の避難誘導と立

入規制、車両の誘導整理 
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（別表２）

隊　長 松本空港管理事務所長

副隊長 東京航空局松本空港出張所長

7 人

◎ 松本空港管理事務所 4 人

東京航空地方気象台松本空港分室 1 人

静岡エアポートサービス㈱ 2 人

10 人

◎ 松本シェル石油㈱ 2 人

松本空港管理事務所 1 人

消防防災航空センター 3 人

新日本警備保障（化学消防車） 4 人

15 人

◎ ㈱フジドリームエアラインズ 1 人

静岡エアポートサービス㈱ 4 人

松本空港管理事務所 1 人

新中央航空㈱ 2 人

松本空港ターミナルビル㈱ 1 人

㈱井上 1 人

西軽井沢物産㈱ 1 人

松本エアポートレストラン千石㈱ 1 人

㈱セノン名古屋支店 3 人

8 人

◎ 県警察航空隊 2 人

松本空港管理事務所 2 人

東邦航空㈱ 2 人

アイベックスアビエイション㈱ 1 人

松本空港ターミナルビル㈱ 1 人

注

３　人数は実働人員である。

松 本 空 港 消 火 救 難 隊 班 編 成

２　◎は、各班の班長選出事業所であり、事業所からの出動者で上級の役職名（隊長およ
　び副隊長は除く。）をもってあてるものとする。

１　消火救難隊は、緊急事態発生時における初期活動を行い、警察署、消防署、医療機関等の
　活動開始後はこれに協力するものとする。

　通報連絡班

　消　火　班

　救護誘導班

　警　備　班
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※ は保安委員

TEL 026-225-4384

TEL 03-3522-8561

県 危機管理部 

ｱｲﾍﾞｯｸｽｱﾋﾞｴｲｼｮﾝ㈱松本ｴｱｾﾝﾀｰ

新日本ヘリコプター㈱

芳川消防署
TEL 0263-58-4322

芳川消防署神林出張所

TEL 0263-86-0119

広丘消防署
TEL 0263-54-3010

松本警察署松本空港警備派出所

西軽井沢物産㈱

別表３　　　松 本 空 港 緊 急 時 連 絡 体 制 図

航空局

東京航空地方気象台松本空港分室
TEL 0263-58-2520 (内)460

TEL 0263-58-2053  (内)431

 塩尻警察署

TEL 0263-58-4716 (内)430

 長野県警察航空隊

TEL 0263-54-0110
警　察  １１０

TEL 0263-86-3386 (内)493

TEL 0263-85-5511  (内)436

消防防災航空センター

㈱ﾌｼﾞﾄﾞﾘｰﾑｴｱﾗｲﾝｽﾞ松本空港支店
TEL 0263-85-7306

静岡ｴｱﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱信州まつもと空港事業所 ㈱セノン名古屋支社松本空港派遣隊 

TEL 0263-58-4310 (内)390
松本ｼｪﾙ石油㈱松本空港営業所

(内)380

松本警察署
TEL 0263-25-0110

TEL 0263-50-3111  (内)470

東邦航空㈱松本営業所

TEL 0263-85-2295 (内)494

(内)520

㈱井　上
TEL 0263-57-5784

松本ｴｱﾎﾟｰﾄﾚｽﾄﾗﾝ千石㈱
(内)530

TEL 0263-57-8818  (内)210

東京航空局松本空港出張所

松本空港ターミナルビル㈱

㈱ＮＴＴ東日本－長野

東京航空局

松本地方事務所地域政策課
TEL 0263-40-1903 

県企画部交通政策課

TEL 0263-58-2222  (内)491
新中央航空㈱松本運航所

長野県自家用操縦士協会

市町村

TEL 026-235-7019

中部電力㈱松本営業所

TEL 0120-98-4530

事務局長

TEL 0263-32-6739

松本空港管理事務所

TEL 0263-58-2517 (内)420

消　　防   １１９

松本広域消防局

TEL 0263-25-0119

松本市医師会

塩筑医師会

TEL 0263-32-1631
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松本市大規模災害時における無償提供支援物資等の登録に関する要綱  

平成 17 年 9 月 1 日  

告示第 346 号  

(目的 )  

第 1 条  この要綱は、地震等の大規模災害時に必要となる支援物資等で無償提供をされる

もの (以下「支援物資等」という。 )をあらかじめ把握し、災害時において円滑かつ効果

的に供給するため、支援物資等の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。  

(登録の申出者の範囲 )  

第 2 条  支援物資等の登録の申出者 (以下「申出者」という。 )の範囲は、個人、団体、事

業所等とする。  

(登録の方法 )  

第 3 条  支援物資等の登録の申出は、松本市大規模災害時無償提供支援物資等登録申出書

(様式第 1 号 )による。  

2 市長は、前項の申出について、支援物資等の内容を確認し適当と認めたときは、松本市

大規模災害時無償提供支援物資等登録簿 (様式第 2 号 )に登録する。  

3 市長は、支援物資等を登録したときは、申出者に対し松本市大規模災害時無償提供支援

物資等登録通知書 (様式第 3 号 )により通知する。  

(登録の変更 )  

第 4 条  支援物資等の登録を受けた者 (以下「登録者」という。 )は、登録した内容に変更

があったときは、松本市大規模災害時無償提供支援物資等登録変更届 (様式第 4 号 )を提

出するものとする。  

(登録の取消し )  

第 5 条  市長は、次に掲げる場合には登録を取り消すものとする。  

(1) 登録の取消しを希望する登録者から松本市大規模災害時無償提供支援物資等登録

辞退届 (様式第 5 号 )の提出があった場合  

(2) その他登録しておくことが不適当と認められる場合  

(情報提供等 )  

第 6 条  市長は、災害時において支援物資等を円滑かつ効果的に供給することができるよ

う、平常時から登録者に対し必要な情報等を提供するものとする。  

(補則 )  

第 7 条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

この告示は、平成 17 年 9 月 1 日から施行する。  
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様式第 1 号 (第 3 条関係 ) 

松本市大規模災害時無償提供支援物資等登録申出書  

年   月   日    

 (あて先 )松本市長  

住所又は所在地           

申出者               

団体名又は事業所名         

 氏名           印     

 大規模災害時に支援物資等を無償提供しますので、松本市大規模災害時における無償提

供支援物資等の登録に関する要綱の規定により申し出ます。   

NO. 品名  数量  

      

      

      

      

      

計  
    

緊急時の連

絡先  

担当部局名    

電話    

携帯電話    

E メールアド

レス  
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様式第 2 号 (第 3 条関係 ) 

松本市大規模災害時無償提供支援物資等登録簿  

NO.      

登録 NO. 
登録年月

日  
提供者氏名住所  

提供予定物資

等  

提供予定

数量  
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様式第 3 号 (第 3 条関係 ) 

松本市大規模災害時無償提供支援物資等登録通知書  

年   月   日  

             様  

松本市長               

     年    月    日付けで申出のあった大規模災害時における無償提供支援物

資等について、次のとおり松本市大規模災害時無償提供支援物資等登録簿に登録しました

ので通知します。  

提供申出者  

住所    

氏名    

提供支援物

資等  

NO 品名  数量  

      

      

      

      

      

 

492

http://togo-sv01.city.matsumoto.nagano.jp/reiki/reiki_word/31428003041710011.doc


様式第 4 号 (第 4 条関係 ) 

  

松本市大規模災害時無償提供支援物資等登録変更届  

年   月   日  

 (あて先 )松本市長  

住所又は所在地            

申出者               

団体名又は事業所名          

 氏名            印     

    年   月   日付けで登録した大規模災害時における無償提供支援物資等につい

て、次のとおり変更を申し出ます。  

  

  

NO 

品名  数量  

変更前  変更後  変更前  変更後  

          

          

          

          

          

計  
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様式第 5 号 (第 5 条関係 ) 

  

松本市大規模災害時無償提供支援物資等登録辞退届  

  

年   月   日  

 (あて先 )松本市長  

住所又は所在地              

申出者                  

団体名又は事業所名            

代表者氏名           印     

    年   月   日付けで登録した大規模災害時における無償提供支援物資等の登録

について、次のとおり、辞退の申し出をします。  

 1 申し出登録を辞退します。  

 2 申し出登録内容の一部を、下表の通り辞退します。  

NO. 品名  数量  

      

      

      

      

      

計  
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○松本市自主防災組織防災活動支援補助金交付要綱 

昭和５７年２月１５日 

告示第１７号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震、火災、水害等の災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災活

動を行う住民又は企業等の従業員による自主防災組織が防災活動を行う上で必要な経費に対

し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、松本市補助金交付規則（昭和３７年規則

第１６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（対象経費及び補助額） 

第２条 補助金交付の対象とする経費及び補助額は、次のとおりとする。 

対象経費 補助額 

区分 品目等 

防災資器材の購入（設置

工事費を含む。）及び修

繕に要する経費（地区町

会連合会及び地区防災連

合会（以下「地区町会連

合会等」という。）並び

に災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３号）

第２条第１０号ロに規定

する地域防災計画によ

り、指定避難所を運営す

る地区町会連合会が組織

する委員会（以下「避難

所運営委員会」という。）

が行う購入及び修繕を除

く。） 

情報収集・

伝達用具 

ハンドマイク、携帯用無線機、携帯用ラジオ

等 

補助対象経費の３

分の２以内の額。た

だし、別表第１に掲

げる構成世帯数又

は別表第２に掲げ

る工業団地面積の

区分に応じ、それぞ

れの表に定める額

を限度とする。 

消火用具 消火器（薬剤の詰替経費を含む。）、消火器

収納箱、水バケツ、砂袋、可搬式小型動力ポ

ンプ、ホース、ノズル、ハンドル、消火栓用

機材収納箱、ヘルメット、とび口、防火衣等 

救出用具 バール、はしご、のこぎり、スコップ、なた、

油圧ジャッキ、ペンチ、ハンマー、ロープ、

チェーンソー、エンジンカッター、チェンブ

ロック、ヘルメット等 

救護用具 担架、救急セット、テント、毛布、シート等 

避難用具 強力ライト、標旗、ロープ、ハンドマイク、

警笛等 

給食・給水

用具 

炊飯装置、鍋、コンロ、給水タンク、ろ水機、

ガスボンベ等 

水防用具 救命胴衣、防雨シート、シャベル、ツルハシ、

スコップ、ロープ、かけや、くい、土のう袋

等 

その他の防

災物資 

防災服、防災倉庫、非常用備蓄食糧、簡易ト

イレ、非常電源装置、雪かきスコップ等 

防災訓練に要する経費

（地区町会連合会等及び

避難所運営委員会が行う

炊き出し訓練の材料費、訓練資機材の借上げ料等 
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防災訓練を除く。） 

防災意識の啓発等に要す

る経費（地区町会連合会

等及び避難所運営委員会

が行う啓発等を除く。） 

防災マップ等防災資料の作成、防災講座の開催等 

除雪機の購入に要する経

費（避難所運営委員会が

購入する除雪機を除く。） 

除雪機 補助対象経費の３

分の２以内の額 

地区町会連合会等が行う

避難所開設・運営訓練に

要する経費 

報償費（指導者謝礼等）、炊出し訓練の材料費、訓練資

機材の借上げ料、消耗品費等 

補助対象経費の１

０分の１０以内の

額 

備品購入費 補助対象経費の３

分の２以内の額 

避難所運営委員会が行う

避難所開設・運営訓練に

要する経費（地区町会連

合会等と合同で実施する

避難所開設・運営訓練の

経費のうち重複する費用

を除く。） 

報償費（指導者謝礼等）、炊出し訓練の材料費、訓練資

機材の借上げ料、切手を含む通信運搬費、消耗品費等 

補助対象経費の１

０分の１０以内の

額 

２ 既に補助金（当該補助金の交付を受けた年度から３年度を経過している補助金を除く。）の

交付を受けている場合で、次の補助を受けようとするときの補助金の限度額は、前項の規定に

より算出される補助金の限度額から当該補助金を控除した額とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、除雪機の購入に要する経費に対する補助金の限度額は１組織当

たり年額３０万円とし、地区町会連合会等が行う避難所開設・運営訓練に要する経費に対する

補助金の限度額は１地区当たり年額１０万円とする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、避難所運営委員会が行う避難所開設・運営訓練に要

する経費に対する補助金の限度額は１組織当たり年額５万円とし、当該避難所運営委員会が行

う宿泊を伴う避難所開設・運営訓練に要する経費に対する補助金の限度額は１組織当たり年額

１０万円とする。 

（交付申請） 

第３条 規則第３条に規定する申請書は、松本市自主防災組織防災活動支援補助金交付申請書

（様式第１号）によるものとする。 

（実績報告） 

第４条 規則第１２条に規定する実績報告書は、松本市自主防災組織防災活動支援補助事業実績
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報告書（様式第２号）によるものとする。 

（補則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行し、昭和５６年４月１日から適用する。 

附 則（平成１１年２月８日告示第２０号） 

この告示は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２９日告示第９２号） 

この告示は、平成１４年４月１日から施行し、この告示による改正後の松本市自主防災組織施

設整備費補助金交付要綱の規定は、平成１４年度の補助金から適用する。 

附 則（平成１８年３月３１日告示第１４６号） 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日告示第１３１号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正前の松本市自主防災組織施設整備費補助金交付要綱の規定による様式

は、当分の間この告示による改正後の松本市自主防災組織防災活動支援補助金交付要綱の規定

による様式とみなす。 

附 則（平成２０年３月３１日告示第１６５号） 

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日告示第１１６号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度分の補助金から適用する。 

附 則（平成２７年３月３１日告示第１０３号） 

この告示は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度の補助金から適用する。 

附 則（平成２８年３月３１日告示第７６号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日告示第８２号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度分の補助金から適用する。 
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別表第１（第２条関係） 

構成世帯数 限度額 

５０世帯未満 ２００，０００円 

５０世帯以上９９世帯以下 ３００，０００円 

１００世帯以上２９９世帯以下 ４００，０００円 

３００世帯以上４９９世帯以下 ４５０，０００円 

５００世帯以上９９９世帯以下 ５００，０００円 

１０００世帯以上 ５５０，０００円 

別表第２（第２条関係） 

工業団地面積 限度額 

２００，０００m２未満 ２００，０００円 

２００，０００m２以上３００，０００m２未満 ３００，０００円 

３００，０００m２以上 ４００，０００円 
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令和 ５年 ３月 

新村地区自主防災連合会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年８月大雨に伴う梓川の被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針： みずから動き、地域で助け、地域を守る 

         

 

写真提供 国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所 

梓川左岸堤防 梓川右岸堤防 
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【はじめに】 

１ 「地区防災計画」の必要性 

●災害発生時、助けてくれるのは近隣住民です。 

●災害による被害を最小化、誰一人取り残さないためには「自助」の充実は 

もちろんですが、行政が作る「地域防災計画」と住民が作る「地区防災計画」 

を車の両輪として進めることが重要です。 

●「地区防災計画」を通じていろいろな人々とつながることで、無限大の 

可能性を秘める「自助＋共助」を推進することができます。 

 

  

 

 

２ 「地区防災計画」とは 

 自分たちが生活する地区の住民の「命を守る」ため、地区の特性や想定される災害に応じて、平時の

防災活動や災害時の行動を地区のみんなで“考え”話し合いながら“つくる”計画です。地区で取り組

む防災活動の目的や内容を踏まえて作成しています。 

  作り上げた計画に基づき、継続的に活動することで、少しずつ気づいた点や改善すべき点を見直して

いきます。 

 

３ 市との連携（市の地域防災計画への掲載） 

作成した地区防災計画は、市の防災会議に提案し、承認を得ることで、市地域防災計画の中に掲載

することができます。 

 市地域防災計画に掲載されることで、市の防災の取組みと地区の防災活動の連携が図られ、地区の

意向や考えを反映させながら、地域の防災力を高めていくことができます。 
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・人口：3,165人（R4.4.1）     ・世帯数：1,317世帯（R4.4.1） 
・地区の中央を、東西方向に国道 158号（旧野麦街道）が、南北方向には主要地
方道松本環状高家線（県道４８号）がそれぞれ広域間を結ぶ幹線道路として十字
に貫き、さらにはアルピコ交通上高地線が地区の中枢を東西に走り、交通の要衝と
なっている。主要な大規模施設として、松本大学・松商学園短期大学が立地してい
る。 

・高齢化率（人口に占める６５歳以上の割合）３５．８％で、３５地区中高いほうから 
１０番目。災害時要支援者も多く存在する。 

 

新村地区は松本市のほぼ中央で、市街地西部に広がる扇状地を流れる梓川右岸沿いに位

置し、標高約 600ｍから 630ｍの田園地帯に集落を形成しています。 

面積は、4.59 ㎢で、昭和 29 年以降の合併地区（２０地区）の中では最も小さく、東西

は約３㎞、南北は約 1.5 ㎞で、地区のほぼ中央にあたる地域づくりセンターとは、全 14

町会のほとんどの町会から自転車等でも容易に行き来することができます。 

また、地区の中央を、東西方向に国道 158 号（旧野麦街道）が、南北方向には主要地方

道松本環状高家線がそれぞれ広域間を結ぶ幹線道路として十字に貫き、さらにはアルピコ

交通上高地線が地区の中枢を東西に走り、交通の要衝となっています。 

新村地区は松本市のほぼ中央で、市街地西部に広がる扇状地を流れる梓川右岸沿いに新

村地区は松本市のほぼ中央で、市街地西部に広がる扇状地を流れる梓川右岸沿いに位置

し、標高約 600ｍから 630ｍの田園地帯に集落を形成しています。 

面積は、4.59 ㎢で、昭和 29 年以降の合併地区（２０地区）の中では最も小さく、東西

は約３㎞、南北は約 1.5 ㎞で、地区のほぼ中央にあたる地域づくりセンターとは、全 14

町会のほとんどの町会から自転車等でも容易に行き来することができます。 

また、地区の中央を、東西方向に国道 158 号（旧野麦街道）が、南北方向には主要地方

道松本環状高家線がそれぞれ広域間を結ぶ幹線道路として十字に貫き、さらにはアルピコ

交通上高地線が地区の中枢を東西に走り、交通の要衝となっています。 

位置し、標高約 600ｍから 630ｍの田園地帯に集落を形成しています。 

面積は、4.59 ㎢で、昭和 29 年以降の合併地区（２０地区）の中では最も小さく、東西

は約３㎞、南北は約 1.5 ㎞で、地区のほぼ中央にあたる地域づくりセンターとは、全 14

町会のほとんどの町会から自転車等でも容易に行き来することができます。 

また、地区の中央を、東西方向に国道 158 号（旧野麦街道）が、南北方向には主要

地方道松本環状高家線がそれぞれ広域間を結ぶ幹線道路として十字に貫き、さらに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ア 過去の災害 

 

 

災害名称及び災害発生年月日 

 

災害による被害状況と当時の状況 

風水害 

宝暦 7年（1757）5月 20日 

トバタ崩れ 

奈川大野川で深層崩壊により梓川がせき止められ、天然ダ

ムが形成される。決壊により上新・北新・下新にかなりの被害

あり（犠牲者なし詳細不明） 

 

昭和９年（1934）９月１２日 

室戸台風 

室戸岬上陸後、大阪、名古屋を通り長野、群馬、新潟を通過

して東北に抜ける。 

風速２０m、雨量５０㎜ 

新村は風被害、稲の倒伏、屋根瓦の落下、小野神社の大木

の倒木 

昭和 20 年（1945）9 月・昭和 36 年

（1961）7月 

梓川大雨により増水、堤防決壊危機 

昭和 34年（1959）９月 25日～27日 

伊勢湾台風 

潮岬に上陸、紀伊半島から東海地方を中心にほぼ全国にわ

たって甚大な被害 

風速 33.6m降水量 64㎜ 

⑴ 地区の範囲 

⑵ 地区の社会特性 

 

⑶ 地区の災害リスク 

 

Ⅰ．地区の概要と災害リスク 

１ 地区の概要 

新村地区は松本市のほぼ中央で、市街地西部に広がる扇状地を流れる梓川右
岸沿いに位置し、標高約 600ｍから 630ｍの田園地帯に集落を形成している。
面積は、4.59㎢で、昭和 29年以降の合併地区（２０地区）の中では最も小さく、
東西は約３㎞、南北は約 1.5㎞で、14の町会がある。 
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犠牲者 5,098人 明治以降台風の災害史上最悪 

松本：全壊 17棟、半壊 63棟、床下２２棟 

新村不明 

令和３年（2021）８月 12日～15日 総降水量 243.5㎜（松本観測所） 

松本市全域、土砂災害警戒情報発表 

指定避難所 43か所開設 

梓川の護岸侵食発生 

地震 

承和 8年(841) M6.5  墻屋が倒壊 松本震央  

寛政 3年（1791）7月 23日 M6.7 松本城の塀 30 間倒れる。諸士居宅 79 棟、百姓家

416棟、土蔵 316棟崩れる 

 

 

弘化 4年（1847）5月 8日 

善光寺地震 

M7.4 松本領内山崩れ 1,900か所 

犀川がせき止められ数十か村水没 ５月２８日決壊洪水 

 

 

嘉永 7年（1854）12月 23日 

安政元年 

安政東海地震 

M8.4 松本：壊屋 52棟、焼失 51棟、死者 5人 

平成 23年（2011）6月 30日 

長野県中部地震 

M5.5 松本市最大震度 5強 

死者 1 人、重症 3 人、軽傷 14 人、半壊 24 棟、一部破損

6,116棟、避難者 158人 

令和 2年（2020）4月 23日 M5.5 震度４ 安曇・奈川地区落石発生 

噴火 

大正４年（191５）６月 焼岳の大噴火 

火山灰が新村一帯に降りかかる。養蚕に大被害 

雪害 

平成 10年（1998）1月 15日 積雪量 69㎝ 

1週間、交通麻痺、駐車場・農業用ハウス被害 

平成 13年（2001）1月 27日 積雪量 64㎝ 1・2・3次路線除雪 

松本市：大雪対策本部・道路除雪本部 

平成 14年（2002）1月 27日 積雪量 44㎝ 1・2・3次路線除雪 

松本市：大雪対策本部・道路除雪本部・災害弱者除雪対策

本部・大雪対策警防本部 

平成 15年（2003）1月 23日 積雪量 39㎝ 1・2・3次路線除雪 

松本市：大雪対策本部・道路除雪本部 
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春・大雨で梓川 

 

 

 

 「新村地区の防災意識を高め、住民全員が我が事として備える」 

 「防災訓練で迅速な安否確認体制を構築する」 

 

平成 26年（2014）2月 8日 積雪量 49㎝ 1・2・3次路線除雪 

松本市：大雪対策本部・道路除雪本部 

平成 26年（2014）2月 14日 

        ～2月 15日 

積雪量 75㎝ 1・2・3次路線除雪 

松本市：大雪対策本部・道路除雪本部 

平成 28年（2016）1月 18日 

        ～1月 20日 

積雪量 29㎝ 1・2・3次路線除雪 

松本市：大雪対策本部・道路除雪本部 

 

イ 今後想定される災害 

 

雪害で孤立する可能性が低いこと及び火山噴火による被害は広範囲にわたり新村地区

に止まらないことから、新村地区として優先的に備えるべき災害として風水害と地震を想定

することとする。 

 

     背景 

    

・大雨で梓川が氾濫し周辺地区が浸水する可能性がある。 

        ハザードマップで国道１５８号北側が浸水想定区域となっており、０．５から３ⅿ未満の浸水が想定され 

る。（１０００年に一度程度起こる大雨の場合） 

       ・大小の水路があり、大雪・集中豪雨で水があふれる危険がある。 

       ・国の地震調査研究推進本部によると、糸魚川―静岡構造線断層帯（中北部区間）の今後３０年以内で

M7.6 の地震発生確率は 14～30％となっています。又、断層帯全体が活動した場合、新村地区では

最大で震度６弱の揺れが起き、窓ガラスの破損や、耐震性の低い木造家屋は、瓦の落下や建物が傾い

たり、倒壊などの被害が発生するおそれがあると想定している。 

・集落内の道路に狭いところがあり、災害発生時に緊急車両等の通行が困難になる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）  新村地区の防災力を高めるため、住民の防災意識を啓発する。 

（地区住民が、他人事でなく自らの問題として防災を意識する。） 

（2）  防災訓練等を通じて、迅速・確実な安否確認と避難の体制を構築する。 

（3）  要支援者等に十分配慮した防災体制を構築する。 

 

 

 

Ⅱ．地区防災計画の内容 

１ 地区防災の活動目標 
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新村地区の防災計画を策定し防災活動を推進する組織として、新村地区町会連合会長を会長とす

る「新村地区自主防災連合会」を組織する。 

  なお、本計画における「要支援者」とは、「避難行動要支援者」を指し、高齢者、障がい者その他特

に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に自ら避難することが困難 

な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者をいう。 

 

  （1）平常時 

会長・副会長（町会連合会副会長）、及び防災部会長・各種団体長により組織される「新村地区自

主防災連合会」役員会が、平常時の地区防災活動の計画・立案にあたる。実際の活動に際しては、

以下の組織体制で実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地区防災の組織体制 
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（2）災害発生時 

    災害が発生した場合、又は発生の可能性が極めて高い場合には、以下のような組織体制で災害

対策にあたる。 
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⑴ 平常時 

 

 

 

 

 

「新村地区自主防災連合会」が主体となり、地区防災計画の原案策定（定期的な計画見直しを 

含む）、及び以下のような地区防災活動を推進する。 

 

 

項 目 具体的内容 実施時期 

 防災訓練 

・町会ごとの訓練や地区合同防災訓練を開催する。 

・新村保育園との合同訓練を開催する。 

・高綱中学との合同訓練を開催する。 

・毎年 6月頃（町会） 

・2年に 1回 9月頃（地区） 

・毎年 7月頃（保育園） 

・毎年 9月頃（中学） 

防災意識の 

醸成・啓発活動 

・家族間の安全確認 

・非常持ち出し袋の準備 

・気象情報や避難情報の確認 

・隣組単位での安否確認と避難行動等の呼びかけ 

 

随時 

・早期避難に関する防災研修会を開催する。 毎年 7月頃 

・地区の防災活動内容を周知するため、地区防災計画の概要

版等を配布する。 

（夏祭り、文化祭等イベント開催時に配布） 

毎年 8月頃 

・子供向けの防災活動 

・地区別児童会、児童センター等で分かりやすいチラシによる

啓発活動 

毎年 8月頃 

 地区の安全点検 

・ハザードマップの確認 

・河川の堤防決壊可能性箇所の確認 
随時 

・町会防災マップで地区内の危険個所を確認する。 毎年１０月頃 

3 地区の防災活動 

ア 年間の活動計画 
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 避難行動要支援者の 

支援体制の整備 
・ささえ愛カードの更新を行う。 毎年４月頃 

 地区防災計画 

の見直し作業 
・防災活動の検証及び見直し 毎年１１月頃 

課 題 内 容 達成目標・時期 

後継者（担い手）の育成 ・防災士の育成研修 

令和 10 年までには全住

民の 1 パーセントを目指

す。（４～5人/年） 

 

マイ・タイムラインの普及 

・マイ・タイムライン（住民一人一人が、自ら考え命を守る 

避難行動をとるための防災行動を時系列に整理したも 

の）の作成を進める。 

 

令和 10年までに 100パ

ーセントを目指す。 

 

隣接地区との協力・連携 

 

・隣接地区との自主防災連合会合同会議を開催し、防

災に関する取り組みの情報交換を行う。 

・合同防災訓練の開催 

令和 10 年までに実施す

る。 

イ 中長期的な活動計画 
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（2） 災害発生時 

ア 新村地区災害対策本部の設置と運営 

  (ア）組織体制 

 災害が発生した場合、又は発生の可能性が極めて高い場合、地区災害対策本部 

を立ち上げ、以下の人員で運営を担う。（P５ Ⅱの２（２） 災害時編成表のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）活動内容  
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(３） 活動の詳細 

 

活動名 担 当 活動内容 

地区本部員の招集 

新村地区災害対策 

本部の設置 

本部長 

副本部長 

支部員 

 

・本部長、副本部長は、支部員を招集し、新村地区災害対策本部を立ち上げる。 

 

【設置場所】新村地区地域づくりセンター 

【設置基準】 

地震：震度５弱以上→自動的に設置、支部員は集合する。 

震度４以上→新村地区自主防災連合会正副会長は集合し、警戒態勢をとる。 

風水害：警戒レベル４以上→自動的に設置、支部員は集合する。 

警戒レベル３以上→新村地区自主防災連合会正副会長は集合し、警戒態勢 

をとる。 

 

情報収集・伝達 

本部長 

副本部長 

総務班 

 

・市防災無線等を通じて、「①松本市災害対策本部からの情報を地域住民へ伝達」、

「②新村地区内の情報を松本市災害対策本部へ報告」を行う。 

 

松本市災害対策本部⇔新村地区地域づくりセンター⇔新村地区災害対策本部⇔ 

新村地区住民 

 

【取りまとめる主な情報】 

①一時集合場所への集合人数 ②安否情報 ③被害情報（火災、負傷者、要支援者、

建物・道路・上下水道・電気設備の損壊状況、河川等） 

安否等状況確認と 

安否情報の集約 

各町会 会長 

避難者管理班 

 

・町会長は、自分の町会の住民の安否確認を行い、新村地区災害対策本部へ報告す

る。負傷者等により救助の応援が必要な場合はその旨も報告する。 

※町会長が不在の場合は副町会長が担当する。 

 

【取りまとめる主な情報】 

①一時集合場所への集合人数 ②安否情報 ③被害情報（火災、負傷者、要支援者、

建物・道路・上下水道・電気設備の損壊状況、河川等） 

 

災害時要支援者の

支援 

要支援者救護班 

 

 

・避難行動要支援者リストに基づき、避難支援者と連絡を取り、要支援者の安否確認、 

避難の支援を行う。救助の応援が必要な場合、新村地区災害対策本部と連携を図り、 

応援人員を確保し、避難支援を行う。 

 

【連絡・避難開始のタイミング】 

地震：震度４以上 風水害：警戒レベル３以上 

 

避難所の開設協力 

と運営 

総務班 

消化・救出・救護班 

要支援者救護班

避難誘導班 

給食・給水班 

避難所運営班 

避難所運営委員会 

 

・松本大学に開設された避難所の運営を行う。避難所開設の際はその旨を防災無線 

等で地区内に周知する。 

 

・受付簿を設置し、避難者の状況を取りまとめる。 

・備蓄品、住民が持ち寄った食材による炊き出しを行う。 

・避難者に困りごとがないか声掛け、巡回を行う。 

⇒相談しやすい体制を取り、不安を取り除く工夫を行う。 

 

※食料配布等の避難所内での情報伝達の際は、聴覚・視覚・色覚に障がいのある方に

配慮する必要がある。 
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イ 町会災害対策支部（一時集合場所）の設置と運営 

（ア）組織体制 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）活動内容 

  

  

      a 一時集合場所への集合人数（他町会への応援等可能人数） 

b 安否情報 

c 被害情報（火災、負傷者、要支援者、建物・道路・上下水道・電気設備の損壊・河川等） 
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Ⅳ．防災マイ・タイムライン 
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Ⅴ．防災関係施設・資機材等リスト 
 

 

 

 

 

類 別 施設名 住 所 避難所開設者 電話番号 

一時集合場所 

安塚公民館 松本市新村１１２４    

     

指定避難所 

松本大学 松本市新村２０９５－１ 松本市長 ４８－７２００ 

新村地区公民館 

（要配慮者優先） 

松本市新村２１７９－７ 松本市長 ４８－０３７５ 

医療救護所 高綱中学校 松本市島立4416 松本市長 47－3929 

 

 

類 別 施設名 住 所 電話番号 

市町村 松本市役所 松本市丸の内３－７ ３４－３０００（代） 

医療機関 松本市立病院 松本市波田４４１７ ９２－３０２７（代） 

消防署 松本広域消防局渚消防署 松本市渚１－７－１２  ２５－３９８８（代） 

警察 長野県松本警察署 松本市渚３－１１－８ ２５－０１１０（代） 

電気 
中部電力パワーグリッド

㈱松本営業所 
松本市埋橋１－５－３ ０１２０－９８４－５６５ 

国（梓川） 
国土交通省北陸地方整

備局千曲川河川事務所 
長野市鶴賀峰村７４ ０２６－２２７－７６１１ 

用水路 長野県梓川土地改良区 松本市新村５２５ ４７－７２２４ 

ガス (有)宮下商店 松本市新村９４１  ４０－５２５２ 

水道 松本市上下水道局 松本市島立 1490-2 48-6800 

 

 

 

 

 

１ 避難所                    

２ 関連機関・施設の連絡先                    
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３ 町会保有資機材リスト                    
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2019.11.27 

６ 松本大学独自保有防災資機材リスト 

品名 数 本学の購入品 保管場所 備 考 

発 電 機 5 ○ 防災備品倉庫 燃料：ガソリン 

ガソリン携行缶 

ガソリン缶備蓄 

2 ○ 防災備品倉庫 満タン状態 

ガソリン携行缶 

ガソリン缶備蓄 

ポータブルトイレ 

12（Ｌ） ○ 防災備品倉庫  

2 ○ 防災備品倉庫  

毛布 300 ○ 防災備品倉庫  

飲料水 

(消費期限が切れているた

め手洗水として使用する) 

 

228

（Ｌ） 

○  

防災備品倉庫 

 

容器：ペットボトル 

消費期限： 

2Ｌ 2016.3  

500ｍｌ 2016.5 

ヘルメット 110 ○ 防災備品倉庫  

ベスト 70 ○ 防災備品倉庫  

長靴 20 ○ 防災備品倉庫  

防災服 20 ○ 防災備品倉庫  

消防ポンプ車 1 ○ 防災備品倉庫  

救助工具セット 1 ○ 資料倉庫  

 

屋外用テント 

 

11 

 

○ 

第一体育館 

防災備品倉庫 

資料倉庫 

 

 

ハンズフリー拡声器 1 ○ 総務課倉庫  

屋外用ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｷｯﾄ 2 ○ 防災備品倉庫  

ﾊｲﾊﾟﾜｰﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ 20 ○ 矢﨑研究室 

総務課倉庫(充電器) 

 

ヘルメット（追加分） 100 ○ 防災備品倉庫  

貯水タンク 5 ○ 防災備品倉庫  

救急セット(災害用) 4 ○ 防災備品倉庫  

非常用緊急トイレ 

(100 回分×4 セット) 

2 ○ 防災備品倉庫  

炊き出し用コンロ 

(LP ガス用) 

2 ○ 防災備品倉庫  
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Ⅵ．資料編 
 

  

 

・ 命を守る災害時の避難カード 

 

・ “ささえ愛”カード 

 

・ 松本市ハザードマップ 
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※自宅は念入りに施錠をして 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇〇家避難状況 

松本大学      名 

（指定避難所） 

新村公民館     名 

（福祉避難所） 

高綱中学校     名 

（医療救護所） 

〇〇デイサービス  名 

その他          
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2007 年（平成 19 年）中越沖地震での新潟県柏崎市の家屋倒壊被害 
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